


■ＳＧＲＡとは
ＳＧＲＡは、世界各国から渡日し長い留学生活を経て日本の大学院から博士号を取得した研究者が中心

となって、個人や組織がグローバル化にたちむかうための方針や戦略をたてる時に役立つような研究、

問題解決の提言を行い、その成果をフォーラム、レポート、ホームページ等の方法で、広く社会に発信

しています。研究テーマごとに、多分野多国籍の研究者が研究チームを編成し、広汎な知恵とネットワー

クを結集して、多面的なデータから分析・考察して研究を行います。ＳＧＲＡは、ある一定の専門家で

はなく、広く社会全般を対象に、幅広い研究領域を包括した国際的かつ学際的な活動を狙いとしていま

す。良き地球市民の実現に貢献することがＳＧＲＡの基本的な目標です。

■ フォーラムの趣旨

ＳＧＲＡ「エネルギーと環境」研究チームが担当するフォーラム。地球温暖化、異常気象、砂漠化、廃棄物

処理等々、環境問題は、人類が地球的規模で取り組むべき課題となっている。その中で最も身近な問題であ

る廃棄物処理は正しく行われているのだろうか。日本から中国を含むアジア諸国・地域への再生資源 ( 廃棄

資源 ) 輸出が拡大しているが、国際間移動の現状はどうなっているのか。「ゴミも行く場所によっては資源」

という物流がなぜ起きているのか。各国の法制度や施策の実情はどうなっているのか。何が問題か、今後ど

うすれば良いか、国際協調は可能か、等々検討する。また、アジア各国のゴミ処理問題への取組みを紹介する。

移動が悪いわけではない。再生資源の国際間移動 ( 輸出 ) において最も配慮すべき環境保全と資源の有効利

用を両立させながら、東アジア地域における静脈流の循環構造はどの様なものが望ましいのかを、ゴミとい

う身近な問題から考えたい。
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プ ロ グ ラ ム

第２４回ＳＧＲＡフォーラム  in  軽井沢

ごみ処理と国境を越える資源循環
―私が分別したゴミはどこへ行くの？―

日　時： ２００６年７月２２日（土）午後２時より
会　場： 鹿島建設軽井沢研修センター会議室
主　催： 関口グローバル研究会（ＳＧＲＡ）
協　賛： （財）鹿島学術振興財団・（財）渥美国際交流奨学財団

2 時 00 分 総合司会：全振煥（鹿島建設㈱技術研究所主任研究員、ＳＧＲＡ研究員）

2時 10 分 講演１

廃棄資源の国際間移動の現状と課題：アジアを中心として
鈴木　進一（㈱エックス都市研究所取締役）

鉄スクラップ、銅スクラップ、アルミスクラップ、廃ガラス、廃プラスチックといった
リサイクル資源の国際間の移動状況を示す。また、日本の廃棄資源の循環利用に向けた
取組み状況と資源の輸出状況を概説した上で、対象国の中で主に中国を取り上げ資源循
環及び効率化に向けた課題を検討する。中国では経済成長に伴い、経済主体である中国
企業では循環資源の海外からの輸入を急増させているが、その処理に伴う環境負荷が大
きな課題になっている。そのような負荷を削減するために、日本が実施してきたリサイ
クル関連事業のノウハウ等の利用可能性を検討する。また、中国で深刻化しつつあるア
ルカリ土壌対策における日本のリサイクル資源の利用を考えた場合を例にして、その取
組みを実施する場合の課題を検討する。

2 時 50 分 討論者：葉文昌（台湾科技大学電子工程科助教授、ＳＧＲＡ研究員）

3時 00 分 講演２

ＥＵの再生資源とリサイクル：ドイツを中心として
間宮　尚（鹿島建設㈱技術研究所上席研究員）

ドイツは環境先進国と言われ、廃棄物処理（リサイクルを含む）分野ではドイツの法制
度や社会実験が参考にされている。しかし、ドイツの廃棄物処理施設を見ただけで方向
性や先進性を理解するのが難しい。それは目に見えないソフトこそがその推進力だから
である。処分場に捨てられていた廃棄物をリサイクルする際には、静脈産業の構築や有
害物の拡散が問題になる。働く人の安全、製品の品質・安全、再度ごみになった時の問
題といった広義の環境を守ると同時に、既存の動脈産業との調整が必要になるし、コス
トにもメスを入れなければならない。多くの利害関係が存在する中で、方向性の設定と
方法の選択を行っているのは立法・行政であるが、方向性を修正しつつ進んでいるため、
法律が頻繁に改正されるのである。ドイツの廃棄物処理の議論の歴史を辿ると、廃棄物
処理の論点が見えてくる。これを整理し、自国の廃棄物処理についての考察に繋げたい。

3 時 40 分 討論者：許　雷（早稲田大学理工学総合研究センター講師、ＳＧＲＡ運営委員）

3時 50 分 休憩
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4 時 20 分 講演３

アジアにおける家電リサイクル活動に関する調査報告
李　海峰（早稲田大学理工総研客員講師、ＳＧＲＡ研究員）

日本で平成 13年 4月から施行された特定家庭用機器再商品化法（「家電リサイクル法」
という）は、施行後 5年を迎え、廃家電４品目の引取台数は年々増加傾向にあるなど、
概ね順調に施行されている。一方、欧州連合のＷＥＥＥ（電気電子機器リサイクル）指
令及びＲｏＨＳ（有害物質使用制限）指令によって、ＥＵ加盟各国においては法制化及
び施行に向けて鋭意取り組まれており、また、中国を初めとするアジアの一部の国にお
いても、電気電子機器リサイクル等の制度化等、循環型経済社会構築に向けた取組みが
進められている。本調査報告は中国・韓国・台湾を中心としたアジア諸国における家電
リサイクル活動を紹介するとともに、日本を含めたアジア地域における国際資源循環の
必要性と可能性を模索する。

5 時 00 分 討論者：王　立彬（㈱東洋インキ製造、ＳＧＲＡ研究員）

5時 10 分 講演４

廃棄物問題と都市の貧困：マニラ貧困層のコミュニティ資源の活用
中西　徹（東京大学総合文化研究科教授）

「環境保全と貧困緩和の両立」について考察する。マニラのスラム住民は、環境問題の
被害者であると同時に「加害者」でもある。彼らの多くは、現在も、スモーキー・マウ
ンテンのようなゴミ捨て場を初めとする環境劣悪な場所に居住せざるを得ない一方で、
河川へのゴミ・汚物の投棄や、煤煙をまき散らすジープニー等の交通機関の利用によっ
て、水質汚濁や大気汚染の発生源になっているからである。この発表では、政府が実施
してきた貧困と環境に関わる従来の諸政策を振り返りつつも、スラムの住民が保有する
社会関係資産、すなわち「社会ネットワーク」というコミュニティ資源の形成過程と特
性に着目し、それらを生かせるような代替的環境政策を考えたい。

5 時 50 分 討論者：沈　俊傑（東京大学大学院博士課程、ＳＧＲＡ会員）

6時 00 分 夕食
7時 30 分 パネルディスカッション

【司会進行】 高　偉俊（北九州市立大学助教授、ＳＧＲＡ研究チーフ）

【パネリスト】 鈴木　進一（㈱エックス都市研究所取締役）

  間宮　尚（鹿島建設㈱技術研究所上席研究員）

  李　海峰（北九州市立大学、ＳＧＲＡ研究員）

  中西　徹（東京大学総合文化研究科教授）

  外岡　豊（埼玉大学経済学部社会環境設計学科教授）

8時 50 分 閉会　　　　　　　嶋津　忠廣（ＳＧＲＡ運営委員長）　
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講演１

廃棄資源の国際間移動の現状と課題：アジアを中心として
鈴木　進一

株式会社エックス都市研究所取締役

　本日は、自己紹介の後、日本の廃棄資源の循環利

用に向けた取組み状況、リサイクル資源の国際間移

動の状況、資源循環に向けた主な取組み課題、日本

とアジア諸国の国際資源循環のイメージ、日本と中

国の国際資源循環のイメージ例と、それを具体化す

るに当たっての方向性についてお話しします。

　私どもの会社の名前を初めて聞かれる方も多い

と思いますので、どういう会社か、私が今何をして

いるかを最初にご説明します（図１）。会社が設立

されたのは、環境庁ができた１９７１年で、第二次

コンサルタントブーム、シンクタンクブームのとき

でした。現在、従業員は５６人で、年間 10億円程

度の売上げがあります。地域・都市本部と環境本部

の２つの本部があり、私の所属する環境開発本部

は、循環社会、資源循環（３Ｒ：reduce ごみの削減 , 

reuse 再使用 , recycle 再資源化）、温暖化、国際環

境、環境リスクの５つのグループ体制により環境関

係全体の課題について広くとらえていこうとして

います。

　私は入社して２０年近くたちますが、最初に扱っ

たのは、自動車から出てくる排ガスの問題でした。

道路構造を改変したら排ガスの影響がどうなるか

とか、産業廃棄物をどう減らすかという問題に取り

組みました。行政の方と一緒に、「産業廃棄物って

何だ」というところから勉強を始めました。一般廃

棄物では、ゴミ収集計画などを作りました。その後、

単発的なテーマが少なくなり環境を１つの切り口

とした、街づくりや地域づくりといった総合的なプ

ロジェクトを扱うようになりました。エコタウン事

業は、日本では全部で２０以上の地域が国から承

認されていますが、そのうちの半分は私の会社が関

わっています。最近は、温室効果ガスの削減を途上

国で行い、その削減量を排出権として獲得するとい

うＣＤＭ事業など、海外と日本との関係の中で環境

問題を扱う仕事も増えています。

　環境ビジネスを立ち上げるにはどうしたらいい

のかなど、依頼されるテーマは複雑化し、単なる調

査というよりは、成果を求める事業化案件が増えて

います。調査であれば大体のスケジュールの目処が

立ちますが、事業を立ち上げていくという話になる

と、相手がある話なのでスケジュールどおりにいか

ないことが多くなります。しかも、クライアントに

とっては実際に事業が成り立たなかったら報告書

をもらっても意味がありません。国の特殊法人の中

には、報告書はたくさん作っているけれども本当に

実現しているものは極めて少ないのではないかと

社会から批判されている所もあります。事業化を検

討するとなると、調査をする中で実現化のために突

図１　自己紹介（エックス都市研究所の概要）
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廃棄資源の国際間移動の現状と課題：アジアを中心として 鈴木　進一

破しなければならない課題が次々に出てくること

もあり、私たちのビジネスモデルも変えなくては会

社としての経営がしにくい状況になっています。

　成功報酬型というものも、そのようなビジネスモ

デルの１つですが、要は事業を進めるためのインセ

ンティブが大事だということになります。本日の全

体の話にも通じることかと思いますが、今、持続可

能な社会づくりということが、命題として大きく取

り上げられています。それを概念のレベルだけで幾

ら検討しても社会は変わりません。そういう社会に

変えていくためには、それを実際に担う主体－－行

政でも、個人でも、民間でも－－が、それに向かっ

て進む何かエンジンのようなものを社会の中に導

入しないと進まないのです。この件については、あ

とでもう一度お話します。

　私自身が今どのような仕事に関わっているかと

いうと、政策関連では、昨年は農水省の委託を受け

て熱帯林の保全問題に取り組みました。熱帯林がど

んどん減少しているわけですが、インドネシアとマ

レーシアを対象に、今までの取組みを調べ国際協力

のあり方を検討しました。今までの延長上の協力手

法では、熱帯林の減少は止められないという認識に

基づいて、ではどうするのだということを検討した

調査報告書ですが、当社のウェブに載っていますの

で、どうぞご覧ください。

　自治体の仕事では、千葉市で清掃工場の建て替え

問題を検討しています。国だけではなく地方自治体

の財政事情も厳しいので、清掃業務でも効率化が

必要となっています。日本の人口は今がピークで、

これからは減少していきます。そのような中で、現

在３ヶ所ある清掃工場の 1つを建て替える問題が

あり、どうせなら建て替えはしないで残りの２ヶ所

で処理するよう体制を見直そうと提案しています。

そのためには 1日 100 トンぐらいごみを減らさな

ければならない。つまり、ごみの減量化に協力した

方が、建て替えて３ヶ所の清掃工場でごみを燃やす

よりメリットが大きければ、多分市民は動いてくれ

ると期待しています。そのための市民参画型のプロ

ジェクトにしようと話し合っている所です。環境問

題の解決には市民の協力が不可欠になっています。

そのための環境学習をどのように進めるのか、豊田

市で拠点づくりを、岡山県で組織づくりを検討して

いるところです。

　また、バイオマスは環境問題の１つのキーワード

になっていますが、山口県で森林バイオマスの実証

事業に取り組んでいます。安倍内閣になった場合の

取組み課題の 1つとして中山間地が取り上げられ

ると言われていますが、中山間地の復活には、森林

の利活用が課題となることから森林バイオマスの

利用も重要になります。

　一方、阿蘇では、草を使ってエネルギー回収が

できないかという実証事業を行っています。実は、

草はヘクタール当たりのバイオマス量が森林より

多いのです。ヨーロッパでは、ススキを対象に既に

エネルギー利用している事例があります。阿蘇は

元々牧草地で、牛（あか牛）を放牧していましたが、

牛を飼う農家が減って牧草利用が減り、ぼうぼうに

なってしまっています。そこで、阿蘇では毎年春に

野焼きをしているのですが、野焼の代わりに牧野組

合の方に刈り取ってもらい、草を利用したビジネス

にならないか検討しています。草の利用の中で、エ

ネルギー利用は一番経済価値が低いのですが、うさ

ぎのペレットに加工したり、牛の飼料にするといっ

たインセンティブを含めて、それらに利用できない

ものをエネルギー利用するように、トータルに考え

ています。

　ＣＤＭ関係では、５年ぐらいパームオイルを追い

かけています。パームオイルは、三大油脂のうちの

1つです。１ヘクタール当たり３トンぐらい取れま

す。これは、菜種の 10 倍、大豆の 15 倍です。そ

れだけヘクタール当たりの収量が多いので、非常に

メリットがあります。だから、熱帯林がパームに

随分置き換えられていく。先ほど申し上げました熱
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帯林をどう保全するのかという問題と、パームの話

はリンクするわけです。そのパームオイルをディー

ゼル燃料の代替となるバイオディーゼル燃料（ＢＤ

Ｆ）にするビジネスが活発化しています。これは、

ヨーロッパが主導し、韓国が施設建設中であり、そ

の次に日本や中国が参入をしようとしています。日

本ではインドネシアやマレーシアでバイオディー

ゼル化し、それを日本へ輸入するものです。

　バイオマスエネルギー輸入は、経産省が今年に

なって国とし

て の 検 討 に

ゴーサインを

出し、ＮＥＤ

Ｏで調査を始

め て い ま す。

バ イ オ エ タ

ノールの輸入

先は今はブラ

ジルが中心で

すが、ブラジ

ルだけではエ

ネルギーの安

全保障上問題

という考えです。今年の４月に、タイと日本でＭＯ

Ｕ（覚書）を結び、ＮＥＤＯが日本企業の技術を提

供して、サトウキビからバイオエタノールを製造し

輸入するという計画です。同じような事業を、ほか

のアジアの国々でも展開できないか、ということ

で、中国、インド、アセアン諸国ではどういうバイ

オマスのポテンシャルがあるかを検討しています。

これは、今年の 10月までに事業化可能性調査（Ｆ

Ｓ調査）を行い、来年になったら 10億円の予算を

かけて具体的な事業展開をしようとしているとこ

ろです。

　海外バイオマス燃料は、大きく分けると２種類

あります。１つは、前述のバイオディーゼルです。

自動車には、エンジンで動く普通のガソリン系と

ディーゼル系があります。ヨーロッパは、ディーゼ

ル自動車が多いのですが、日本では人気がありま

せん。石原東京都知事がＰＥＴボトルにススを入れ

てディーゼル車からの排ガス問題を提起したため、

嫌悪感が随分広がってしまいました。しかし、温暖

化対策の観点からはディーゼル車の方がずっとい

いわけです。日本も今後、ディーゼル車がまた見直

されてくると思いますが、そのディーゼル車の燃料

に利用されるのがバイオディーゼルです。

　 植 物 性 廃

油 を バ イ オ

ディーゼルに

変える事業は、

日本でも各地

で取り組んで

いますが、自

動車燃料に利

用する場合は

トラブルが多

くなかなかう

まくいきませ

ん。メチルエ

ステル化した

ものを日本の自動車に使おうとしたらどうしても

腐食の問題などが起きるので、国では自動車燃料よ

りボイラー燃料として使う方向で考えているよう

です。実際に自動車のような精巧なものに使うに

は、原料としてパームオイルのような均一で混ざり

物がないものが望ましいわけです。実は、これがご

みというものの特性なのです。「ごみって何？」と

考えたとき、実は、廃油もそうですが、1つの大き

な特性はいろいろな不純物が入っているというこ

とです。性状が定まりません。動脈産業の原料は、

これをこれだけ使ったらこうなりますということ

がよく分かります。だから、計算ができるわけです。

しかしながら、静脈産業の原料、つまりごみの場合

は、その性状がそこに含まれる夾雑物や不純物に

よって変化する、多様な世界なのです。だからこそ、



̶ 6 ̶

廃棄資源の国際間移動の現状と課題：アジアを中心として 鈴木　進一

いろいろな問題が出てくるわけです。

　ＣＤＭについては、今後は、多分、吸収源ＣＤＭ

の見直しが出てくるはずです。つまり植林事業の見

直しです。今のＣＤＭは、インドや中国の都市や産

業にかなり集中してしまい、例えばバングラデシュ

やアフリカ諸国のような貧しい国でＣＤＭを利用

した持続可能な発展を支援する事業が形成しにく

いのが問題となっています。そういう国には温室

効果ガスの排出が大きい産業がありません。結局、

今のＣＤＭ事業のスキームは、産業系に偏り過ぎて

しまっているので、持続型社会を作っていこうとい

う本来のポリシーに沿った最貧国はＣＤＭ事業に

よる事業形成の対象にならないのです。ではそのよ

うな国で何ができるのか。私が今バイオディーゼル

に力を入れているのは、例えばナンヨウアブラギリ

（ジャトロファ）という乾燥に強い油糧食物がある

のですが、作物が育ちにくい土地にこのプランテー

ションを行い、その実を原料としたバイオマス産業

の創出がＣＤＭ事業を絡めるとできるのではない

かと期待しているからです。

　ＣＤＭ事業では、Win-Win という言葉もキーワー

ドになりますが、このキーワードは、今回の国際資

源循環の中でも同じようにあると思います。

　国内のバイオガス関連調査では、柏崎の下水道か

らバイオガスを回収、その利用を検討しています。

日本では、下水の終末処理施設の整備はもうほとん

ど終わっていますが、今後、この下水道施設をどう

積極的にバイオマスとして活用するのかが課題と

なっています。これからは、人口が減ってくるわけ

ですから、この下水処理施設に生ごみなどを入れて

バイオガスを積極的に回収するという話が必ず出

てきます。しかし、回収したバイオガスをどう使う

かというと、マイクロガスタービンで発電すること

ぐらいしか進められていないため、積極的な利用を

図るにはもう一工夫することが必要となっていま

す。

　北九州市立大学と当社で、西部ガスと連携して

リース型社会を作ろうという共同研究を進めてい

ます。今、電力業界とガス業界が家庭用エネルギー

についても販売争いをしていますが、ガス会社の

「売り」は、熱と電気を合わせて創出するコジェネ

です。天然ガスを使って発電するとともに給湯も行

えるエコウィルという商品を出しています。一方、

電力会社の方では深夜電力を使ってお湯をつくり

貯めておくことができるエコキュートという商品

を出しています。

　エコウィルだけでは家庭のエネルギー需要との

バランスがよくないので、私たちは、太陽光パネ

ルとエコウィルをセットでマンションの居住者に

リースしようと考えています。リースにするのは、

太陽光パネルやエコウィルの所有権の問題がある

からで、販売してしまうと廃棄時に、それを所有し

ているＡさん、Ｂさん、Ｃさんがそれぞれ自分で処

理処分しなければいけません。しかしリースにすれ

ば、所有権はリース会社にあるので、それを引き取

り必要なら部品交換して長く利用したり、利用でき

なくなったらリサイクルすることが容易となりま

す。マンションの居住者は熱や電気というサービス

さえ提供してもらえればいいわけで、太陽光パネル

やエコウィルを所有したいわけではありません。

　では、本題に入りまして、まず、日本の廃棄資源

の循環利用に向けた取組み状況を見てみましょう

（図２、図３）。考え方として大事なのは、「何でも

リサイクルすればいいのね」というのではなく、何

が大事なのか検討して優先順位を付けることです。

これは、ドイツが最初に始めたことですが、日本で

も、循環型社会形成推進基本法の中で優先順位を付

けました。そして、それを実現するために、数値目

標を作りましょうとか、だれが何をするのか役割分

担を明確にしましょうとか、そのときの費用はどう

負担するのか決めましょうということを決めて基

本計画を作りました。国が目標を作り、それを踏ま

えて今度は地方がそれぞれの計画を作成します（図

４）。

　循環型社会形成推進基本法は、製造→流通→消
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費→処分という流れの中で、こんなことをしなけ

ればいけないということを網羅的に羅列していま

す。私がここで強調したいのは、この消費の部分、

私たちが何を買うのか、何を選択するのかという

ことがすごく大事だということです。環境教育も、

中心となるのはここなのです。高くてもいい物を使

おうとか、親の代から使っていたものをそのまま使

おうとか、いいものを長く使っていくのだという消

費者が増えれば、それは製造業者にも影響を与える

ことになります。今は流通が製造を規定していくよ

うになってきています。「有機農産物って大事だね」

と、百万べんお経のようなものを唱えるより、そう

いう物を買うことが大事なのです。中国から輸入

した安い商品がいいと購入する消費者が多ければ、

どんどんそちらの生産が増えていきますし、そうで

はなくて、例えば少し高くても軽井沢のものを買う

よという人が増えれば、軽井沢の地元の農家が元気

になるわけです。私たち消費者がどこを向くのかと

いうことが、すごく大きなポイントです。

　日本では、地域社会で様々な取組みが行われてい

ます（図５）。そもそも日本文化の中には「もった

いない」という考え方があり、少なくとも私のよ

うな 40代以上はその気持ちを持っていると思いま

す。ごみ問題は地域社会の問題として扱われます。

法的には市町村にごみ処理の責任があり、ごみの分

別方法は市町村によって異なります。また企業はオ

フィスでの分別などを、モラルとしてやっている所

もありますが、環境に配慮した取組みを積極的に

やっている所が社会的に評価されてビジネスが増

えるということもあるわけです。また、これまで小

売業は消費者の目を気にして、商品の販売面で環境

取組みを進めにくいという状況もあったのですが、

最近は、量り売りが見直されたり、マイバッグ運動

を支援したり、容器をお店で回収したりするなど、

各地で様々な試みが行われるようになってきまし

た。

　地域社会では、資源循環の拠点づくりも進められ

図２～３　日本の廃棄資源の循環利用に向けた 
取組み状況

図４　日本の廃棄資源の循環利用に向けた 
取組み状況
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ています（図６）。今後、バイオマスエネルギーとか、

中山間地で間伐材を利用した炭化事業などを展開

するようになるでしょう。日本のいいところは、や

ろうとしたときには皆が同じ方向で取り組むこと

です。４年前に中国北京市の順義区にある工業団地

を見学しました。そこにはビール会社などいろんな

工場があり、工場単位ではそれぞれの取組みを進め

ていました。しかしながら、工業団地の中でお互い

に連携しながら取組みを行うことはしていません。

多分、そこが日本での展開と海外での展開で大きく

違うところだと思います。例えば、紙は再資源とし

て大量に出ますが、一事業者だけではなかなかビジ

図５　日本の廃棄資源の循環利用に向けた 
取組み状況：地域社会型の取組み

図６　日本の廃棄資源の循環利用に向けた 
取組み状況：資源循環の拠点づくり

図７　リサイクル資源の国際間の移動状況の現状：
グローバル化に伴う世界貿易の拡大

図８　リサイクル資源の国際間の移動状況の現状：
日本からの循環資源輸出量

ネスとして上手く回りません。しかし、複数の業者

が集まって一緒にやれば、コスト的に安く集めて資

源に回すこともできます。そのような展開をしてい

るのが、例えば、山梨県にある国母工業団地などで

す。このように、成功体験をずっと積み上げてきた

街づくりの経験が日本にはあります。北九州市では

私たちと一緒に、この街づくりの経験を中国に売り

込もうと計画をしているところです。

　いい悪いはともかくとして、グローバル化に伴う

世界貿易の拡大によって、世界経済が成長していま

す（図７）。貿易の自由化が進めば、貿易量が増え、
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そうすれば、リサイクル資源も引っ張られることに

なります。例えば、日本各地で資源のリサイクル拠

点や、リサイクル施設が作られたのですが、そこに

回収資源を回すよりも、中国に持っていった方が自

治体にとって得だという状況が生まれてしまい、循

環資源が集まらなくてつぶれてしまったという話

も聞いています。ＰＥＴボトルがその代表例です。

図７は、世界の商品輸出額の推移ですが、2005 年

には、もっとずっと増え、７兆ドル近くいっている

のではないでしょうか。

　貿易量の拡大に伴い、日本からの循環資源の輸出

量も増加しています（図８）。特にアジア地域での

循環資源の輸出入が急増しているので、その循環資

源の適正な輸出のあり方が２～３年前から議論に

なっています。２００５年５月に、環境省が主導し

て３Ｒイニシアティブを提唱しました。私どもの会

社で環境省の事務局を支援してきたのですが、「管

理しながらうまく循環利用を促進していこう」とい

う大きな流れになってきています。環境省がそのよ

うな状況ですから、国際資源循環の専門家は、多分

まだいないと思います。部分的に携わって人はいる

と思いますが、ある業種全体の実態がどうなってい

るのかということを調べるのはとても大変です。

　ここに示しているデータは、とりあえず貿易統計

で把握できるＨＳコード（国際貿易商品の分類コー

ド）を使ったものです。国際資源循環の調査がなぜ

難しいかというと、前述のように、ごみにはいろい

ろなものが混入しているからです。純粋なものはと

ても少ない。対象品目は、紙やプラスチックなどの

素材系と、中古車や中古家電などの製品系とに大き

く分けられます。今日のフォーラムでは、私が素材

系廃棄物の話をし、あとで李海峰さんが家電をテー

マに製品系廃棄物の話をすることになっています。

この大きな２つのグループが、どのように動いてい

るのかということが分かればいいのですが、廃棄物

なので分類できないものもあります。ある国がプラ

スチックだというものが、他の国では紙だと判断さ

れたりすることもあるわけです。そういう難しさも

あるということをご承知ください。

　ＩＥＡ（国際エネルギー機関）によれば、2000

年ぐらいから2020年までの間に、エネルギー消費

量が50パーセントぐらいは伸びるだろうといわれ

ています。そのうちの半分はアジアだといわれてい

ます。グローバルな展開で見たとき、アジアの占め

る割合はかなり大きいということです。今回の調査

は、ＪＩＣＡ（国際協力機構）の依頼で私たちが対

象としたのは、中国、タイ、フィリピン、マレーシア、

インドネシアの５か国だけです。この調査で分かっ

た範囲をお伝えします。「純輸入国」というのは、輸

入が輸出を上回っているということです。

　古紙を例にとってみると、北米、欧州、日本か

ら大量の古紙が中国や東南アジアの国々へ輸出さ

れています（図９～図１１）。欧州からも、これだ

け中国に入ってきているということです。つまり、

ドイツがリサイクルの優秀国だといっても、結構ア

ジアに流れており、アジアが受け皿になっているか

らこそドイツの古紙のリサイクルが回っていると

いう状況があります。タイの輸出量が 2001 年以降

に増加していますが、インドネシアの輸出量は減少

しています。多分、自分のところで使うという状況

もあるのでしょう。そして、中国の輸入量が 1700

万トンと、圧倒的だということがお分かりいただけ

ると思います。この５年間に、５億ドルから 25億

ドルへ５倍ぐらい増えています。

　次に、鉄スクラップの状況です（図１２～図

１４）。フィリピン以外は、すべて純輸入国になっ

ていて、ここでも圧倒的輸入国は、やはりグローバ

ルに展開している中国です。なぜフィリピンの輸出

が増加しているかというと、いろいろな形でフィリ

ピン国内でも鉄を使ってはいますが、再利用する産

業の規模が相対的に小さいので高く購入できない。

それよりは、鉄スクラップを高く買ってくれる中国

に流れているのだとご理解いただければいいと思

います。中国の 2005 年の輸入量は 1000 万トンで
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図１２～１４　リサイクル資源の国際間の移動状
況の現状：アジアでの鉄スクラップの資源循環

図９～１１　リサイクル資源の国際間の移動状況
の現状：アジアでの古紙の資源循環
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図１５～１７　リサイクル資源の国際間の移動状
況の現状：アジアでの銅スクラップの資源循環

図１８～２０　リサイクル資源の国際間の移動状
況の現状：アジアでのアルミスクラップの資源循環
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図２１～２３　リサイクル資源の国際間の移動状
況の現状：アジアでのガラススクラップの資源循環

図２４～２６　リサイクル資源の国際間の移動状
況の現状：アジアでの廃プラスチックの資源循環
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す。これも、急激に伸びているということがお分か

りになると思います。輸入額も、やはり 26億ドル

とこの５年間で５倍ぐらいに増えています。中国の

圧倒性を皆さんに実感していただければと思いま

す。

　銅スクラップは、中国とマレーシアが純輸入国に

なっていて、その他の国が輸出国です（図１５～図

１７）。これも銅スクラップを原料とする産業の発展

状況と関係しているということです。輸出国はその

ような産業が少ないのです。タイの輸出量の増加が

目立ちますがタイ、インドネシア、フィリピンの輸

出先は、近隣のアジア諸国という状況になっていま

す。中国は、銅スクラップの輸入量もやはり倍増し

ていますが、その輸入先は日本や欧米です。

　アルミスクラップも中国とマレーシアが輸入国、

フィリピンが純輸出国です（図１８～図２０）。フィ

リピンの輸出が減少していて、インドネシアが増加

しています。輸入の増加が見られるのは中国のみ

で、他はほとんど動いていません。

　ガラススクラップは、中国が純輸出国になって、

その他の国は純輸入国になっているというのがこ

れまでの素材と違うところです（図２１～図２３）。

中国の輸出量が減少しているのは、だんだん自分

のところで使っていく取組みが進んできているの

でしょう。扱い量の規模は、他のリサイクル資源に

比べて、二けたぐらい小さいことに注意してくださ

い。マレーシアの輸入量が３万トンで、相手は中

国です。マレーシアに次ぐ輸入国はタイであって、

相手は日本です。

　廃プラスチックは、中国のみが輸入しています

（図２４～図２６）。中国以外の国では、プラスチッ

クの再利用が進んでいないということだと思いま

す。輸出先として、中国に続いて香港が多くなって

います。統計上、日本からの仕向け地は香港という

ことになりますが、香港で使っているわけではな

く、香港経由中国行きというのが実態です。

　では、中国に行った古紙や廃プラスチックは、ど

うなっているのでしょうか（図２７）。中国国内で

は個人回収業者により回収されたそれら資源は、資

源取引市場を経てリサイクル業者に回っています。

一方、輸入したものはどうでしょう。さきほど、ご

みにはいろいろな不純物が多く含まれているとい

う話をしました。日本の古紙は、何回も何回もリサ

イクルされているので、質としては必ずしもよくあ

りません。例えばアメリカなどでは、１回使っただ

けで廃棄してしまうからリサイクルするにはよい。

リサイクルするに従って、だんだん古紙の繊維は短

くなっていくからです。でも、日本のものがなぜ利

用されるのかというと、分別が徹底しているからで

す。分別すれば、異物が少ないので、使う側として

は前処理としての異物除去の手間やその処理コス

トが少なくて済むため歓迎なのです。大量に処理す

る場合、相対的にみれば、日本から大量に出され

たものでも、アメリカから出されたものでも、中

国国内で排出されるものより品質のばらつきが少

ないのでリサイクル業者（製紙会社）が使いたがっ

ているわけです。

図２７　リサイクル資源の国際間の移動状況の現
状：中国における古紙、廃プラスチック、 
金属スクラップの回収利用システム
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　では何が問題なのでしょう。実は「資源循環」と

いう大義名分の下に、不法な輸出入が行われ、海外

でトラブルを巻き起こす場合があります（図２８～

図３０）。また有害廃棄物を有価物と偽って輸出し

たり、有価物の中に有害廃棄物を混入させて輸出す

る場合です。では、不適正なものも含まれているか

もしれないものを、だれがどのように資源として使

えるようにするのかを考えると、途上国には、スカ

ベンジャーという、社会の中の下層階級の人たちが

いるわけです。そういう人たちが、売れる物を取っ

て売れない物は捨てる。作業が劣悪な環境の中で行

われることによるこの人たちの健康問題がありま

す。また、資源回収した後に残った物はどのように

処理処分されるのかという残渣処分の問題もあり

ます。輸出した先の循環資源の取扱いについては、

受入側に管理体制がなく、したがってデータもあり

ません。

　日本政府の中には、国際資源循環に関係する２つ

の機関があります。１つは環境省で、環境影響の

観点から循環資源を管理、コントロールを検討し

ています。もう１つは経産省で、循環資源をうまく

日本企業のビジネスとして利用する仕組みを検討

しています。例えば、希少金属が携帯電話などの製

品の中に入っていますが、そうしたものは、資源の

安全保障という観点からも、できれば回収したい

わけです。しかし、他国に販売した携帯電話から

どういう理屈で希少金属を回収していくのかが問

題になります。資源を回していこうとしたときに、

本当にリサイクルしたものが競争力を持てるよう

になるのか、本当にそのように作った物が売れるの

か、どこでどのように売るのかという、マーケティ

ング戦略が非常に大事になります。

　これは、資源循環のイメージを図にしたものです

（図３１）。基本はそれぞれの国の中での３Ｒです。

「その国で生産・廃棄したものは、その国で循環し

てね」ということです。それで補えなかった分に

ついては、適切に輸出しましょうという構造です。図２８～３０　資源循環に向けた 
主な取組み課題
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日本国内での循環を推進しても、「そうは言ったっ

て」という人も出てくるので、「家電リサイクル法」

や「自動車リサイクル法」という法律を制定して国

内で社会システムをつくったのです。そうしたら、

その法に従い国内でリサイクルするよりは輸出し

た方が得だという状況も生まれてしまったわけで

す。しかしながら、本当に家電や自動車を輸出した

ときに、処理なり、リサイクルなりが輸出先の国々

で上手くできるでしょうか。やはり技術移転が必要

だろうということで、今後、輸出先のリサイクル業

者の育成も課題になっていくだろうと思います。

　再生資源の利用技術には、非鉄メーカーの飛灰利

用、セメントメーカーの汚泥の利用など、日本の

企業の中には非常に高い技術を持っている所があ

ります（図３２）。こういう技術も併せて移転して、

アジア諸国と一緒に事業をすると、１つのモデルに

なると思います。

　さらに、生産するときから、有害物質や廃棄時に

問題になる物質を使わないようにするクリーナー

プロダクション技術も移転させるようしなければ

なりません（図３３）。生産者側に技術移転する時

には、資源生産性を高める技術も一緒に入れて、生

産者が利用しやすい仕組みを作っていくことが大

事です。

　私が今一番関心を持っているのは、今年ＪＢＩＣ

から受託して検討を始めた中国のアルカリ土壌改良

の問題です（図３４、図３５）。例えば山西省のよ

うに、年間の降水量が 400 ミリ、蒸散量が 1900

ミリもある所では、地下の塩類が地上に集積してい

きます。地表は白っぽくて、とても固くなります。

これがアルカリ土壌の特徴です。このような土地は、

山西省だけでも３２万平方キロメートルあるといわ

れています。世界で見たときには、５億から６億平

方キロメートルのアルカリ土壌があり、それらの中

には農地として使えない土地が一杯含まれていて、

中国でも広がっているんですね。

図３１　日本とアジア諸国との国際資源循環の 
イメージ（１）：新法対応リサイクル技術・・・

図３２　日本とアジア諸国との国際資源循環の 
イメージ（２）：再生資源利用技術の移転・・・

図３３　日本とアジア諸国との国際資源循環の 
イメージ（３）：クリーナープロダクション 

技術の移転・・・
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　1997 年からＪＩＣＡが行ったアルカリ土壌の改

良事業では、その土地の作物の収穫量が９倍まで上

がりました。アルカリ土壌を改良するには硫黄分

（Ｓ）が必要なのです。硫黄をまくと、それが微生

物によってＳ 4Ｏ２－になって、ナトリウムなどと結

合し溶け出すので土壌を軟らかくします。だから、

硫黄分をどこかで調達しなければいけない。山西省

では、今年から、アルカリ土壌の改良を重点プロ

ジェクトの１つとしましたが、このプロジェクトを

さらに進めていくには、中国の国内だけでは脱硫石

膏が不足するのは明らかだと思います。

　脱硫石膏による施用効果のメカニズムの中で、例

えば土壌のｐＨが１下がるには、22.5 トンの脱硫

石膏が必要なのですが、ＪＩＣＡ事業では硫黄に

微量成分や肥料成分を加えることによって脱硫石

膏のみの場合に比べて 10分の１ぐらいの施用量で

収量の増加を可能にしています（図３６、図３７）。

硫黄としては、石炭や石油を燃焼時に脱硫装置か

ら回収する脱硫石膏のほかに、日本で廃棄物となっ

ている廃石膏も考えられます。酸性雨の原因ともな

る燃焼施設から排出される硫黄を除去するために

は脱硫装置を設置する必要があり、これが全ての火

力発電施設に導入されていればかなりの硫黄原料

を得ることができるのですが、中国ではまだ普及し

ていません。ある火力発電所はお金がないから脱硫

装置は入れられませんといいます。また別の施設で

は、入れたけれども稼働率が落ちるので運転してい

ないといいます。しかし、アルカリ土壌を改良する

ために脱硫石膏をそれらの施設から購入するよう

になれば、脱硫装置を入れるインセンティブが働き

始めるわけです。

図３４～３５　日本と中国との国際資源循環の 
イメージ例：中国のアルカリ土壌

図３６～３７　日本と中国との国際資源循環の 
イメージ例：脱硫石膏の施用効果メカニズム
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　脱硫装置を入れれば、酸性雨の問題はクリアでき

るし、土壌改良のための原料も手に入るという一石

二鳥なのですが、脱硫石膏だけでは中国の広大なア

ルカリ土壌を改良するには不足します。足りなけれ

ば、日本で脱硫石膏に鶏ふんを混ぜた土壌改良資材

製造して、それを中国に輸出することもできるはず

です。日本で土壌改良資材を作って、中国に輸出し

て使うのか、中国国内で働く場を提供するという意

味で原料を中国に輸出し、そこで製造して使うとい

う２つの方法が考えられます。コストを考えれば、

中国で加工した方が安いのかもしれません。結論

はまだ出ていませんが、とにかく日本で余剰となっ

ているものと、中国で不足しているものを合わせる

ことによって、日本も中国もハッピーな仕組みが作

れるのです。

　中国の国家環境保護総局（ＳＥＰＡ）が承認した

循環経済施行省・市、及びエコ工業団地はかなりた

くさんありますが、まだ、モデル的に設定しただけ

で、うまく運営している所はないように聞いていま

す（図３８、図３９）。

　では、国際資源循環を具体化するにはどうしたら

いいのでしょう。第１に、日本の静脈産業やエコタ

ウンの実績を共有化していくことが必要でしょう。

第２に、その前提ともなるのですが、国際資源循環

の方が、それぞれが自分の所でやるよりも、地球全

体として環境負荷が少ないということを積極的に

評価することです。第３に、双方にっとってＷｉｎ

－Ｗｉｎとなるビジネスモデルの構築が大切です。

日本は今まで国際協力は行ってきましたが、国際

協力が終わるとそれでおしまいになることが多い。

日本人として言わせていただけば、国際協力は日本

にとって使った税金に見合う成果が出ているとは

言えない場合が多いと思っています。今後は、相

手側にメリットがあれば、そのメリットを日本側

と分け合うというビジネスの形にした方が事業の

継続性としても良いのではないかと考えています。

そういうWin-Win のビジネスモデルを一緒に作っ

ていくということが大事ではないでしょうか。第４

に、それぞれの国民に対して事業内容をよく説明を

する、情報公開による透明性の確保です。それで、

日本と相手国民の信頼関係を築きます。このような

分野でＳＧＲＡの皆さんが果たせる役割があるの

ではないかと私は思っています。

　先ほど日本の廃石膏を輸出しアルカリ土壌改良

を進めようとした時、ネックになったのはこの信頼

性の問題でした。今年の 12月に浙江省で省内で流

通するデジカメ 34機種のうちソニー製の６機種を

含む 13機種が不良品だとされました。私は半分言

いがかりかなという気もしていますが、結局ソニー

は中国国内で不良品とされたデジカメを回収する

ことになったのです。そのときに中国国内のイン

ターネットには、「日本のソニーは不良品を売りつ
図３８～３９　中国との国際資源循環の 

具体化に向けて
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けるのか」という過激な発言まで出てきたわけで

す。このような情況ですから、もし国際資源循環プ

ロジェクトを実現化しようとしたときには、「日本

のごみを持ってくるのか」という反応が出てくるで

しょう。そんな時に、「そうではありません。あな

た方は、食糧の自給ができるようになるし、何も生

えないような重度の土壌を改良できます」と説得し

なければなりません。

　先ほどお話ししなかったことを補足しますが、日

本は畜産物のえさをほとんどアメリカから輸入し

ているために、家畜のふん尿が 9000 万トンたまっ

ています。特に家畜ふん尿の集積が多いのは、南九

州です。少し古いデータですが、牛が 470 万トン、

豚が 1200 万トン、３億 4000 万羽飼われている鶏

が出す窒素が 68万トン。ふん尿がそれぐらいある

のです。しかも、一方で、同じように大量の化学肥

料を輸入しています。本来は、国内でそれを利用す

べきですが、九州のある地域では畜産を集約させて

しまっており、九州の中でそれを資源として回せと

いっても、還元できる農地よりも豚や牛の数の方が

ずっと多いのですから不可能です。

　一方、先ほどお話ししたように、中国のアルカリ

土壌では特にリンやカリが不足しているため非常

に生産性が低い。この２つの実態をうまく合わせれ

ば、本当にいいものができると私は確信しています

が、家畜ふん尿の輸出の話はなかなかできません。

それをどう突破するのかという場合に鍵となるの

は、お互いの信頼関係なのではないかと思います。

ごみを持ってくるという被害者意識が大きいので

す。そうではないのだということを分かっていただ

きたい。

　私は、今回の山西省の調査でも、日本留学経験者

に協力をお願いしました。１００パーセントとはい

きませんが、私の考えていることを、ある程度分

かってくれる人たちなのです。したがって、ＳＧＲ

Ａメンバーのような方々が、信頼関係を持ってやっ

ていくということがすごく大事だと思っています。

日本との関係だけでなく、例えば、韓国と中国の関

係だって同じだと思います。やはり最終的には人の

問題に行き着きます。人と人との関係が重要なの

で、このような会が発展していくといいなと思いま

した。どうもありがとうございました（拍手）。
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討論者：　葉　文昌　氏

（台湾科技大学電子工程科助教授、ＳＧＲＡ研究員）

（葉）　先ほどの講演で疑問に思ったのが、ガラスス

クラップです。なぜガラススクラップは中国からの

輸出が多いのですか。

（鈴木）　そこまで十分分かりません。取りあえず

HS コードに載っているデータを処理した統計資料

の中にそう出ているということです。データを見な

がら「おかしいな」と思うときも随分あるのですが、

実際に出ている部分を私は見ていないので分かり

かねます。

（葉）　台湾でリサイクルの実態を調べるとき、多

分、データは表の部分で、実は、結構裏の部分もあ

るのではないかと思うのです。ごみの不法投棄な

ども多いだろうと予想されます。そういう問題は、

どのようにして解決すればいいでしょうか。台湾が

このありさまですから、多分、中国はもっとひどい

と思います。そういう部分をしっかり管理できない

と、国際間の資源循環は危ないのではないかと思い

ます。

（鈴木）　数値の問題については、正にそのとおりだ

と思います。でも、まずこれくらいのところまで分

かったというところが今回の成果です。国際資源循

環は複数の国の状況が理解できないとフォローで

きないので、正に皆さんの中で関心がある方がこの

分野にどんどん出ていけば、もう少し状況は分かっ

てくるだろうとは思います。元々ごみ関係は余り価

値がないものなので、日本でさえも数値を押さえる

のがそう簡単ではありません。

　でも、どのようにしたらその辺りの問題を防いで

いけるかというと、それは環境教育とかそういう分

野ではないのです。もし不法投棄が発覚したときに

は厳しい罰則を組み入れるべきでしょう。不法投棄

しても罰金が 10ドルだったら、それは不法投棄し

た方が得だという話になってしまいます。見つかっ

たときには割が合わないと思う形にしなければい

けません。そのような仕組みをうまく作っていく、

それも本当は国際間の中で作っていく、そういう

ルール化が大事なのだろうと思います。

　また、もっとプラスのインセンティブを社会に導

入していく。例えば、「私の所のごみはこうなって

いますよ」ということを情報公開した企業がより

信頼されて、それが評価されて取引が増えるとか。

逆に「おたくのごみはどうなっているのか」と聞か

れた時、「私は分かりません」と答えるような所は、

危ないと思って取引しないとか。最近は投資ファン

ドの中でも、ＣＳＲなどに取り組んでいる企業を選

んで投資するようなことをしていますが、そういう

ものをずっと広げていく必要があると思います。

（葉）　先週台湾で、日本から講師を招いて、技術の

セミナーを開催しました。なるべく大学側の財源を

有効に使いたいと思って、学生と教授は無料なので

すが、台湾の企業はＬＣＤ関係がすごいお金持ちで

すから、企業の人は自由にお金を払ってくださいと

いうことにしました。そうしたら、台湾では一番

大きいＡＵＯという会社が、前日に電話してきて、

「５人参加します。参加料は幾らですか」と聞いた

のです。私は、「500 元以上、できれば 1000 元く

ださい」と言いました。講師を招いたので、出費が

１万 8000 元、日本円にして大体６万円台だったの

で、企業の人から全部取らないといけないのです。

そうしたら、当日、明らかに来ているのに、こうい
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う高学歴の人が、お金を払わないのです。モラルが

欠けていると思います。こういうリサイクル資源、

ごみなども、やはり全部お金など目先の利益だけ考

えてしまう気がします。それがすごく難しいと私は

感じているところです。

（全）　これは、質問というよりコメントですね。で

は、ほかの質問はパネルディスカッションでお願い

します。ここで、鈴木さんの講演を締めさせていた

だきます。拍手でお礼を申し上げます（拍手）。
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ⓒ 2007 SGRA

講演２

ＥＵの再生資源とリサイクル：ドイツを中心として
間宮　尚

鹿島建設株式会社技術研究所上席研究員

　タイトルは、「ＥＵの再生資源とリサイクル：ド

イツを中心として」と書いてありますが、「ドイツ

の再生資源とリサイクル」ということでご容赦いた

だきたいと思います。ゴミ問題というのは新しい

テーマですから、どうして自分がこの問題に入るこ

とになったのかを簡単にご説明します。私が入社

したのは 1990 年ですが、大学では建築環境工学と

いう、建物のエネルギー関係の研究をしていまし

た。その後、上司との出会いのようなものがあって、

徐々に「資源」というキーワードが私のテーマの中

に入ってきました。当時、1992 年、1993 年ごろに、

ドイツが包装材政令というものを出しましたが、強

いインパクトを受けて、日本のいろいろな学会が

ドイツに行きました。多分一月に１万人ぐらい行っ

たのではないかと思うぐらい、この分野でヒアリン

グをしたと思います。

　そういう流れがあったので、私としては、1996

年に会社から留学をしてもいいと言われたときに、

ごみをやろうと思いました（図１）。今までのテー

マをある意味で捨てるかもしれないという覚悟で

２年間留学しました。帰国後は、いろいろなプロ

ジェクトに関与しましたが、ごみをやったり、ごみ

の中でも一般廃棄物をやったり、建設廃棄物をやっ

たりして、今はＣＤＭ関係で処分場ガス有効利用の

研究をしています。いろいろな知見のすき間のよう

なところをねらってやっています。

　留学をしてごみを研究することを決めたので、ド

イツのコンサルに手紙を出して、受入先を３つぐら

い挙げてもらいました（図２）。１番目が、皆さん

もご存じのアーヘン工科大学です。ヨーロッパで

は２番目に優れた工科大学だといわれていまして、

普通、日本人は、そういう有名な所に行くという傾

向が強かったと思います。２番目は、フラウンホッ

ファー研究所です。この名前もお聞きになったこと

があるかもしれませんが、ドイツの国内にフラウン

ホッファー研究所が 10から 20ぐらいありまして、

それぞれ建築物理の専門であったり、原子力の専

門であったりという感じで、コンサルをやっている

図１　廃棄物テーマとの出会い 図２　研修先をいかに決めたか
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研究所です。３番目に薦められたのは、専門高等学

校です。高校を卒業してから入りますので、そのよ

うに呼ばれますが、実際は、日本で言う大学です。

そこの実務研究では非常に有名だというコメント

がありました。私は、「実務研究とは何なのだろう」

ということに目がいってしまい、普通の大学でやっ

ている研究とは違う実務の研究をしようという感

じで、軽くそこに決めました。

　ミュンスター専門高等学校はルール地方にあり

ます（図３、図４）。ルール工業地帯は、今は寂れ

てしまっています。最初にここに来たときは失敗し

たと思いました。日本人は、混んでいる所に慣れて

いるので、人のいない所に行くと、すごく寂しく感

じるのです。電車も１時間に１本しかないし、２年

もここにいたら多分復帰できないというぐらい危

機感を感じたのを覚えています。研究所の建物は、

ちょっと格好よく見えますが、リノベーションを

してこういう形になりました。昔は、職業学校だっ

たということです。私のごみとの出会いはこのよう

に始まりました。

　ドイツの話をするときには、背景をきちんと理解

していただかないといけませんので、最初の半分ぐ

らいは、そういうお話をしたいと思います（図５）。

背景の中でも、法律の話が非常に重要です。ドイ

ツでは1972年に初めて近代的廃棄物処理が始まっ

たことになります。それまでは不法投棄というか、

ごみ捨て場のような所があちらこちらにあり、い

ろいろと悪いものが環境に垂れ流されているとい

う状況がありました。「これはまずいだろう」と判

断が下ってそのようなごみ捨て場を閉鎖しました。

大規模でちゃんと管理した処分場に移行しなけれ

ばいけないということで、以前は数千あった小さな

処分場が整理され、現在、ドイツ全土で 358 の一

般廃物系、家庭ごみ系の処分場があります。

　この移行は、ものすごく短期間、数年の間に行わ

れました。その辺はドイツ人もすごいなと思いまし

図３～４　ルール工業地帯と学校

図５　ドイツの廃棄物法の歴史①： 
１９７２廃棄物処分法
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た。小さな山であれば余り気にならないのだと思い

ますが、この処分場はすごくでかい。遠くから見る

と、普通の山のスカイラインとは違う、異様な形の

スカイラインが現れます。そうすると、ドイツの知

識人たちの中から「こんなにごみを捨てていいの

か、危険ではないか」という危機感を持つ人たち

が現れて、「次のステップにいかなければいけない。

省資源をしなければいけない」ということになった

わけです。この時、こういうステップが踏めるとい

うのはどういう国なのだろうと、ますます興味が沸

いてきました。

　1986 年、とにかく省資源をしないといけないと

いうことで、処理の優先順位、つまり、まずは発生

回避して、次にリサイクルして、最後に処分しなさ

いという枠組みを決めた廃棄物処理法ができまし

た（図６）。今から 20年前ですが、このときに既に、

リサイクルをするときには、量だけではなく有害性

についても配慮しなさいということが記述されて

います。日本の循環型社会形成基本法と違って、有

害物の適正処理が一番重要な項目として扱われて

いるということです。ここが全然違うと思います。

　量の問題と有害性の問題については、図７を読ん

でいただければ分かります。

　リサイクルを進めていくと処理コストが増加し

ました。図８で分かるように、ごみの量はどんどん

減っていっているのに、ごみの手数料が増加してし

まったのです。日本では、ごみの処理費は、ほとん

ど税金で賄われていますが、ドイツでは、電力料金

などと同じように、手数料で賄われています。100

パーセント手数料で賄われているので、自分たちは

ごみを減らしているのに、手数料はどんどん上がっ

ていく現象を、市民がじかに感じるという状況が生

まれたのです。これでは、市民の理解を得られない

ということで、市場メカニズムを導入しなければい

けないということになりました。ごみをリサイクル

すべき廃棄物と、処分すべき廃棄物に定義上区分し

図６　ドイツの廃棄物法の歴史②： 
１９８６廃棄物処理法

図７　量の問題と有害性の問題

図８　ドイツの廃棄物法の歴史③： 
１９９６循環経済・廃棄物法
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図９　ドイツの法律の構成（曖昧な解釈を排除）

図１０　今日影響している連邦レベルの法文

図１１　ドイツの廃棄物マネージメントの 
優先順位

て、リサイクルすべき廃棄物は市場経済に任せて、

安くリサイクルしなさい、処分すべき廃棄物は、公

的管理で処理しなさいという枠組みにしたわけで

す。しかし、公的管理の採算性がますます悪化する

という事態につながりました。

　私は日本の法律はほとんど読まないのですが、ド

イツの法律はよく読みます（図９）。なぜかといい

ますと、ドイツの法律は階層が非常に明確で、優先

順位が非常にしっかりしているからです。ＥＵ法

が一番上にありますが、ドイツ国内ではまず連邦

レベルの法律があり、その中には法律、政令、ガ

イドラインという優先順位があります。ただ、注

意しなければいけないのは、「Verordnung」という

言葉を独和辞書で引くと「政令」と書いてありま

すが、政令も議会の議決を要しているので「法律」

と訳す方が適当かもしれません。「法律」といわれ

ている「Gesetz」は「基本法」に相当すると思いま

す。議会の議決を要するということは、「Gesetz」

と「Verordnung」は相互に矛盾しないものが作ら

れているということを意味しています。

　日本の政令は、各省庁が勝手に出します。他の省

庁が出した政令を全然勉強せずに、適当に出します。

矛盾ばかりで読む気がしないわけです。それに対し

て、ドイツのものは読みやすい。かりに矛盾したも

のがあった場合も簡単で、新しい方に従います。そ

れを聞いただけで、読む気がしてくるわけです。一

番新しいもので、一番上位のものに従って読めば、

間違いがないということです。一見関係ないように

も思えますが、この辺が環境問題を検討する上で非

常に大切なのではないかと思います。

　今なお影響している連邦レベルの法文としては、

まず、1991 年の包装材に関するものと都市ごみの

処理のガイドラインがあります（図１０）。1993

年の都市ごみ処理技術ガイドラインは生ごみを分

別回収しなさいということを推奨し、非常に大きな

インパクトを与えました。そして、2005 年以降は、
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ごみを直接最終処分場に捨ててはいけないという

ことを決めたわけです。これは、この 10年間のド

イツのごみ処理の研究開発にすごく影響を与えま

した。1996 年に循環経済・廃棄物法が施行されま

したが、ちょうどこのころ私はドイツにいたことに

なります。

　ごみの問題に取り組む時に一番大切なのは、廃棄

物処理の優先順位です（図１１）。基本的には、発

生量と有害物質を抑制する、それからリサイクルを

推進しなさいということになります。

　ただ、こういったことのもっと上位に、何を守る

ためにこんなことをやるのかを確認する必要があ

ります。保護目標の優先順位を付ける必要があると

いうことです。1980 年代、ドイツも酸性雨等々で

シュワルツワルトが枯れてしまったりして、環境問

題に対して非常に国民の注目が集まっていました。

正に環境負荷の低減は非常に重要だったのです。た

だし、酸性雨やダイオキシン問題は、1990 年代前

半には一応対策が終わっていました。私が行ったと

きに、「日本ではダイオキシンが問題だ」と言った

ら、「おまえの国ではダイオキシンで何人死んだの

だ」と聞かれました。一人も死んでいないわけです。

テレビ朝日は「史上最悪の有害物だ」と言い、日本

国政府はそれなりの法律を作り、何千億円もの税金

を投入したということです。今問題になっているア

スベストの方が数段重要だということは、普通に考

えれば分かることです。こういった判断が、なかな

か日本では働きにくいのです。

　次に、静脈産業を進めていくとき、そこで働く人

たちの労働安全の確保が重要になります。動脈産業

で働く人たちと比べると、静脈産業で働く人たちの

方が、社会的地位、あるいは経済力は弱いというの

が普通です。私も、手選別作業を経験しましたが、

大体外国人労働者だったり、給与が安定していな

い若い人であったり、逆に非常にお年を召した方で

あったりという状況でした。そういった人たちの安

全を守ることが非常に重要だということで、ドイツ

国内の各州が独自に労働環境規定を進めたのです。

日本ではどこも余りやらないなという感じがしま

す。やっているのかもしれませんが、展開力が非常

に遅いので、爆発事故などもしょっちゅう起きてい

る感じがします。

　３番目に経済性を置いています。今、とにかく、

ドイツで問題になっているのはこれです。環境負荷

の低減と静脈産業における労働安全の確保を前提

とした上で、いかに廃棄物処理にかかわるコストを

下げていくかということが、最近の主要テーマに

なっています。

　ドイツで見つけた様々な環境に対する配慮をご

紹介します（図１２）。私が行った 1996 年の段階

で、廃棄物の焼却施設の外に、例えば、硫黄酸化物

（ＳＯｘ）がどれだけ出ているかなどの数字がリア

ルタイムで公示されていました。日本ではこういっ

たデータをなかなか外に出しません。せいぜい報

告書ぐらいだったわけです。今でも出していない

所も多々あります。これだけでも、環境基準を守っ

ているのだなという感じがしました。

　手選別の現場では、様々な配慮が必要です（図

１３）。ごみの中には、いろいろな菌が入っている

わけですから、感染をどう防ぐか。臭いをどうする

か。当時はまだ分別がしっかりしていなかったの

で、注射器などが混ざっていました。こういったも

のを分別しようと思って刺さってしまうと大変な

ことになります。それからこのスピードが、日本の

手選別ラインに比べると異様に速く、すごく体力を

使います。そういったこともあって、補助いすのよ

うなものが推奨されたりしていました。

　ここで、あらためて廃棄物の定義を考えてみま

しょう（図１４）。ドイツにおいて廃棄物処理とは

何かというと、有価物をリサイクルする所も、それ

を最終処分、適正処分する所も廃棄物処理の中に
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図１２　環境配慮

図１３　労働安全配慮

図１４　廃棄物の定義

図１５　言葉から見える思想① 
Immission（（汚染の侵入）

図１６　言葉から見える思想② 
Deponie（処分場＝保管場）

図１７　言葉から見える思想③ 
Entsorgung（処理）
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入れています。日本では、有価物になると廃棄物

ではなくなるので、根本的な違いがあるわけです。

ドイツにおける「廃棄物」の特徴は、動産であるこ

とです。例えば、汚染土壌は、掘削するまでは不動

産なので、これは廃棄物ではありません。しかし、

掘削すると、それは動かしてあちらこちらに持って

いけるので、その段階で廃棄物になります。日本で

は、建設発生土は廃棄物ではないと規定されていま

すが、ドイツにおいては、建設発生土は、掘り起こ

した段階で廃棄物になります。廃棄物とは何かを理

解する上で、日本では、有価物だったら廃棄物では

なくて、有価物でなければ廃棄物というような相対

的な話ですが、ドイツでは、できるだけ科学的根拠

に基づいて廃棄物というものを定義したいという

思想が見えています。

　幾つかの言葉の中に、ドイツの思想が見えるの

ではないかと思いました（図１５）。「Immission」

という言葉は、英語にはありません。基本的に、

英語の Emission（排出）に対して、ドイツ語では

Immission（汚染の侵入）がよく使われます。汚染

物が我々の生活域であるとか、我々の体の中に入っ

てくることを指します。これを防ぐことが最終的な

目的なのだ、環境保全をする目的なのだということ

です。Immission を防ぐために、例えば Emission

を抑えるのだという発想です。

　それから最終処分場です（図１６）。私たちは、

ごみが私たちの目の前から消えれば、何とかだれか

がうまくやってくれると思いますが、彼らにとって

は、最終処分場は保管場でしかありません。しかも

処分場は、日本のように山間の人目につかないとこ

ろに作るのではなくて、平地に山形に作ります。な

ぜこういうやり方をするのか。１つは、投棄してい

る間に雨が降ると浸出水と呼ばれる汚水が出ます。

これは数世紀間発生するわけですが、それをポン

プアップなどで処理したら、その動力やエネルギー

を後世へのつけとして回してしまうことになるわ

けです。ですから、浸出水を自然に回収できるよう

に山形にします。

　もう１つ、最終処分場は、水を通さない地質層の

上に造らなければいけないのですが、さらに、２～

３メートルぐらいの粘土を盛って、その上に処分場

を造ります。現在、こういったごみ、雑多なもの

を 100 パーセント有効利用する技術はありません。

しかし、将来、もしかするとそういった技術ができ

るようになるかもしれない。そうなったときには、

その新技術を使って、この土地をそのまま将来の世

代に返すことができるという思想です。

　私が興味を持ったのは、日本語の限界です。日本

語で「処理」というと、いろいろなことに使われま

す（図１７）。コンピュータをたたくのも処理です

し、ごみを捨てるのも処理ということで、何でも

処理です。ドイツ語では、廃棄物処理に関しては、

Entsorgung（処理）という言葉を使います。「ent」

というのは、何かを「取り除く」という意味です。

それから「sorge」は「心配」という意味です。彼

らは「廃棄物処理」を「心配を取り除く」という言

葉で定義しているわけです。言葉が各国民、その言

葉を使っている人たちの行動をかなり規制するの

かなということを考えました。

　以上、ドイツの法制度の外枠を説明しましたが、

こういったことをやるとどんな問題が出てきたか

ということを幾つかご紹介します。１つは、サー

マルリサイクルと焼却処分の位置づけの問題です。

ドイツの法律では、図１８の４つの項目、特に発熱

量が 11000kJ/kg 以上ないと、サーマルリサイク

ル、リサイクルとして見なせません。処分という位

置づけになってしまいます。家庭ごみは、基本的

に低位発熱量が 8000kJ/kg ぐらいですからこれを

満たさないということで、幾ら努力をして、例え

ば、自治体が発電施設を入れても、廃熱利用を行っ

ても、リサイクルではなく処分として位置づけら

れます。図１９は、ハンブルグのある焼却施設とそ

の周辺です。そこでは、廃熱を地域暖房ネットワー
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クに供給しています。熱供給量は、年間大体 8000

数百時間ありますが、そのベースになるところを全

部この焼却施設で発生する廃熱で賄っています。そ

こまでやっても「処分」になってしまいます。当然、

これには自治体が非常に反発しています。

　もう１つは、リサイクルすべき廃棄物と処分す

べき廃棄物を明確に区分することはできるのかと

いう問題です（図２０）。実際、自治体が勝手に区

分したり、あるいは、いろいろなダンピングが発生

したり、非常に大きな問題が起こりました。ドイ

ツでは、数百からなる廃棄物コードができていて、

各ごみがどういう区分に相当するか、それはどう処

分すべきかが決められています。例えば電池は管理

系の廃棄物なのでリサイクルしなければいけない、

蛍光管は特別管理系の廃棄物なので、さらに厳重に

リサイクルしなければいけないなどです。しかしな

がら、中にはこの区分がちゃんと決まっていないも

のもあるわけです。

　最初に議論をしたように、1993 年に制定された

都市ごみ処理技術のガイドラインに、2005 年以降、

投棄するごみの中に含まれる有機分、ＴＯＣ（Total 

Organic Carbon 総有機炭素）、あるいは強熱減量を

減らさないといけないということが記載されてし

まいました（図２１）。これは、技術的に焼却以外

では達成不可能です。ですから、あのガイドライン

ができたときに、日本では、ドイツも焼却になるの

ではと言っていました。今でもそのように考えてい

る大学の先生は非常に多いです。しかし、ドイツは

そのような対応をしませんでした。では、どうした

かということを、徐々にお話します。焼却は、今で

も住民合意を得にくいということらしいです。それ

は、酸性雨の原因となるＮＯｘやＳＯｘが出たり、

ダイオキシンが出たりといった過去があるためで

す。また、焼却すると資源を無駄に使うことに慣れ

てしまうという意見もあると思います。とにかく、

焼却は、環境に悪いもののシンボルのように受けと

められているとも言われています。そこで、ドイツ

では、この 10年間、機械処理と生物処理を組み合

わせた新しいシステムを導入して、その研究開発と

実証試験をずっとやって来たというのが実態です。

ただ、これをやっても、実はこの規制値を守れない

ので、最終的には、最終処分場の処分区分を新たに

増やして、緩和した区分を認めるという方向でこの

取り決めを可能にしました。

　最初にドイツの廃棄物の処理がすごいというこ

とになったのが包装材回収のＤＳＤというシステ

ムです（図２２）。大きなコンテナを町の中に置い

て、ガラスと紙はそこで集めましょうということ

でした。ところが、紙は重いので、それはやめて、

家の近くで集めましょうということになりました。

家の近くでの分別項目は、紙と、バイオごみと、軽

包装材といわれているものと、残りのごみの４つで

した。軽包装材は、缶とプラスチックと複合材です。

缶とプラスチックを一緒にリサイクルするのは、不

合理なのではないかという市町村が出てきました。

圧縮してしまうと切り離すのが大変だということ

です。自治体によっては、さらに細かい区分でやっ

た方がいいのではないかという所も出てきました。

紙にもいいごみと悪いごみがあるので、紙は２種類

にする、大きなプラスチック、例えば、ＰＥＴボト

ルなどは町中で集めた方がいいのではないかなど、

新しいことを考える自治体が出てきました。このＤ

ＳＤという処理は、１つの会社で担っていたので、

独占禁止法に違反するのではないかという法律的

な話も出てきました。独占企業ですから、競争相手

が出てきてコストダウンが達成されるという可能

性がないわけです。ここが非常に大きな論点になり

ました。

　以上、ドイツで何が起きていたかということをお

話ししましたが、これから、私がやってきたことと、

それがどういう意味を持っているのかという話を

します（図２３）。

　ドイツの処分場では、まず、入ってきた車の運転
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図１８～１９　議論の論点①： 
サーマルリサイクルと焼却処分の位置づけ

図２０　議論の論点②： 
最終処分ごみに対する有機成分規制

図２１　議論の論点③： 
リサイクル廃棄物と処分廃棄物の明確な区別

図２２　議論の論点④： 
包装材回収・処理の寡占性（ＤＳＤ）

図２３　ごみの出処、重量、組成を 
ひたすら調査（写真）
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手に、どこから来た、どういう種類のごみかといっ

たことをヒアリングしました。それから、ごみを

オープンにして分別する作業をしました。実は、こ

ればっかりやっていました。コンテナの重さを量っ

たりもしました。例えば、トロンメルというふるい

を使うと、その網から出る小さなごみと、網の中に

とどまる大きなごみに分けられます。これを使った

ときに、物流がどうなるかという組成分析や、各々

に含まれている微量成分がどのように移っていく

かなどをずっとやっていました。

　日本語でサブスタンスフローと言うと、まだなじ

みがないのですが、要は、ごみに含まれている微量

成分、有害物が、どのような方向に移動していくの

かということです（図２４）。私がドイツに留学し

ていた当時、もう既にデータを集めつつあったとい

うことになります。

　実務研修としては、ごみ収集車の運転手の隣に

乗って、一日中町をぶらぶらしていたり、廃家電の

分解をしたり、冷蔵庫のリサイクルも手伝ったりし

ました（図２５）。冷蔵庫の断熱材は、フロンを含

むウレタン系のものか、グラスウールかの大体２つ

に分かれるのですが、表面をたたくと分かるらし

いのです。おまえもやれというのでやりましたが、

たまに違うと怒られました。ごみ収集車もいろいろ

な種類がありました。運転手一人が全部やるものも

ありました。町に容器を並べておくと、それをアー

ムで持ち上げて収集します。なぜ一人でやるかとい

うと、こういうごみ収集では、人件費が一番コスト

がかかるからです。この写真では容器のふたは、青

と緑があります。ごみ収集車のこちら側から入れる

のと、あちら側から入れるのと違うのです。１回の

収集で２つのものを扱う、そういった収集車を作っ

て、社会的に実験するということをも平気でやって

いる国民でした。

　私の行ったミュンスター市では、1995 年にすご

く細かいごみ処理計画を立てました（図２６）。今、

図２４　調査目的→マテリアルと 
サブスタンスフローの把握

図２５　実務研修・・・今になって意味がわかる

図２６　１９９５年当時の 
ミュンスター市の計画
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これだけごみが出ていますが、何とかして 10パー

セント減らしますと。この辺が日本と違います。市

民に訴えてごみの量を減らすということを最初に

する。日本の自治体だと、今これだけある、これか

らこれだけ伸びます、だからこれの 10パーセント

増の施設がないと責任持てませんとなります。

　基本的に、ごみの最終処理は、まず機械処理をし

て残りを生物処理します（図２７）。何とか焼却を

せずに対応したいということです。さらに注目され

るのは、例えば道路清掃ごみと下水処理などのコン

ビネーションをうまく使って、既存の施設を最大限

に有効利用するというコンセプトです。これは縦割

り社会ではできません。中身は非常に細かいので説

明しませんが、要は１つ１つのプロセスでサンプル

を取って分析して、その都度どうすべきだという議

論をやるということです。これの繰り返しを 10年

間やっていたということになります。

　この町のごみの最終処分量は、1996 年までに、

３分の１ぐらいに減りました（図２８）。何が減っ

てきているかというと、まずは、建設混合廃棄物で

す。ドイツでは、建設混合廃棄物も都市ごみの中で

カウントされていたということです。それから下水

処理汚泥です。これは多分発酵処理施設か何かがで

きたのだろうと推測されます。それから家庭ごみで

す。削減目標は 10パーセントと言いましたが、や

はり頑張って減らしてきているのが分かります。

　ごみが減ったということは、それだけリサイクル

に回しているということです（図２９）。何を頑張っ

たのかというと、１つは、紙ごみのリサイクルです。

紙は重い。新聞紙も一束を持つとかなり重い。それ

を 500 メートル、１キロは運ばない。そこで、ど

こかに紙ごみ用ステーションを置くのではなくて、

家の近くに紙ごみのコンテナを置く。そういった細

かい配慮が功を奏しているというのが見えるわけ

です。生ごみの分別収集が始まって、堆肥化したり、

メタン発酵したり、ということが始まりました。そ

図２７　機械・生物処理フロー

図２８　都市ごみ最終処分量の展開

図２９　都市ごみ有価物回収の展開
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図３０～３２　発生抑制に向けて（1990 年前半）

図３３～３４　発生抑制に向けて（2005 年）・ 
最終的な機械処理

図３５　経済性向上に向けて
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れから、2003 年には機械処理が導入され、処分さ

れていたプラスチックがリサイクルされるように

なりました。

　１９９０年前半に行った発生抑制は、市の中に、

持っていくと受け取ってくれるリサイクル施設を

できるだけ均等に設置したということです（図３０

～図３２）。紙については先ほど言いましたように、

家の近くで集めるようにしました。それから、意識

の高い自治体では1993年から包装材や生ごみの分

別回収が始まりました。

　建設混合廃棄物も都市ごみの中に入っていたわ

けですが、１９９６年、廃棄物１トン当たりの処理

費を設定しました。みんなが分別するように、混合

廃棄物は処理費を高く設定し、市議会で決定して、

業者に通達しました。そういったことで、混合廃棄

物の量を減らしたと聞いています。

　前述のように、発生抑制に向けてものすごく細か

いシステムが作られました（図３３、図３４）。お

金がかからないように、簡素化した機械選別をし

て、有価金属、プラスチックを分別しました。これ

をセメント原料にしようといった方向を模索した

のです。コンセプトは、まず、脱焼却ということで

す。高温な焼却処理に対して、このような機械処理、

生物処理は、「冷たい処理」と呼ばれています。そ

んなことは誰でも考えつくではないかと思われる

でしょうが、ドイツの凄いのは、時間をかけて実証

しながら実現していったところです。ごみを機械選

別したとき、必ずいろいろな微量成分が入ってい

ます。それをセメント原料として使うのでしたら、

まず、セメントの品質・有害性に問題がないかとい

うこと、そして、セメント製造施設には新しい環境

対策技術を導入しなければいけないか、ということ

が大きな問題になりました。新しい環境対策技術は

非常にコストがかかるから却下されるだろうとい

うことで、例えば、何パーセントぐらい入れたら

今のままでも十分、品質も環境も大丈夫ですといっ

たことを、ずっと 10年間テストしながら確立して

いったのです。

　最終的な機械処理は、簡素化されていて、大きい

ものはこういう自動判別機ではねて分けていくと

いうものです。アルミなどは、渦電流で飛ばすとい

うシステムも、今は採用されています。全体として

整合性の取れたシステムを作ってきたと思います。

　今、ドイツでは、処理コストを減らすことに対し

てものすごくパワーが割かれています。図３５は、

ミュンスター市で、廃棄物処理にかかわっているお

金がどのように使われているかを表しています。市

民サービスというのはパンフレット代や、カウンセ

ラーの人件費です。住民何千人に一人という形で、

適正なごみ処理とはどういうものかということを

教えてくれる人を雇っているそうです。

　この中で、どこを下げていかなければいけないか

と、まずはターゲットを絞ります（図３６）。例え

ば収集であれば、いろいろな自治体で車１台、１年

で、何ユーロお金がかかってしまっているか、そう

いったことを計算します。それを箱ひげ図で描いて

います。例えば、同じ規模の町なのに、一人乗りの

車を導入しているので、減価償却費は高いけれども、

全体としては低いなどが分かってきます。そういう

調査を、実データを基に評価をし続けています。

　焼却についても、実際に１トンのごみを燃やすの

にどれだけ処理コストがかかっているか、施設比較

のようなこともやっています（図３７、図３８）。

ただ、注意しなければいけないのは、焼却に限ら

ず何でもそうですが、きちんとすべての費用が入っ

ているかということをちゃんと確認しなければい

けません。特に、建設費（固定費）がどれだけ入っ

ているか。焼却施設は、運用しているときの費用よ

りも、固定費が非常に高くつきます。処理量に関係

なく、それだけお金がかかってしまっているとい

うことです。ですから、そういう高い施設は、ちゃ

んと運用しなければいけないというメッセージで

あるわけです。
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図３６　収集工程のコスト評価・改善

図３７～３８　焼却工程のコスト評価・改善

図３９～４０　日独の相違点
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　かりに、ドイツでは手数料で処理費用を確保して

いますから、ある処理施設でごみの処理量が２割減

ると収入も２割減るのです。その場合、２つの対

策が考えられます。１つは原価を上げることです。

ごみは２割減りましたが、ごみ処理費は２割増やし

ますというやり方です。もう１つは、域外のごみを

持ってくるという手があります。ただ、これは少し

色を付けてあげないと持ってきてくれないわけで

す。つまり、外のごみは安く処理してあげることに

なり、ダンピングが起きてしまいます。現在は経済

問題に発展している、面白いテーマです。日本では、

隣の町のごみを持ってくることに対して嫌悪感が

ありますからなかなかできません。日本の自治体の

持っている焼却施設

では、稼働率が非常

に低いという問題が

生じています。

　最後に、まとめと

して日独を比較し

てみましょう（図

３９、図４０）。ド

イツはリサイクルが

進んでいるといわれ

て、日本もそのまね

をしてやっています

が、基本的に違うことは、最終処理物です。日本以

外の国は、廃棄物を基本的に直接最終処分していま

す。その中で、リサイクルを、有価物を取っていこ

うというプロセスを執っています。それに対して日

本は、ほとんど焼却しています。世界の焼却施設の

半分が日本にあるといわれています。灰だけが最終

処分されているのに、最初にリサイクルするものを

取っているわけです。そうすると、焼却施設に行く

ものが減ります。この焼却施設というのはものすご

く高い建設コストがかかっているのです。ダイオキ

シン対策もしました。排ガス処理も導入しました。

その上、さらにリサイクルをするために新しい施設

を作るということは、これは二重投資になるわけで

す。リサイクルに回すのであれば、焼却施設の能力

を下げなければいけないのですが、自治体が責任回

避の概念の下に、焼却能力は下げません。この辺が、

日本の廃棄物分野でのコスト低減を阻んでいる大

きな原因です。

　日本人から見て、ドイツは、技術力としてはほ

とんど変わりませんし、日本の方がいいものを作っ

ているものもありますが、すごいなと思ったところ

が下記の４点です。

　第一は、社会実験をどんどんやることです。ホワ

イトカラーがこうやるべきだと考えたことが、どん

どん政治経済の中に、あるいは環境対策の中に入っ

ていくのは素晴ら

しいなと思いまし

た。

　第二は、性悪説

に基づくインセン

ティブの導入で

す。日本では、ビー

ル瓶のリファンド

が５円ですが、こ

れは私が子供のと

きから変わってい

ません。物価が５

倍ぐらいになって

いるのに変わっていません。現在、ドイツのＰＥ

Ｔボトルのリファンドは 50 円です。1.8 ユーロ、

200 円と書いてあるジュースを買うと、250 円請

求されます。だからみんな、あき瓶を持っていくわ

けです。正直者が損をしない社会システム作りをし

ていると思います。日本では、ルールを作ったら、

モラルで動くということをベースにしていますが、

多分これでは難しいだろうなと私は思います。

　第三に、経費が低いことです。廃棄物処理は手数料

でまかないます。日本では税金が使われていますが、

情報公開が不十分で透明ではありません。これでは、

コスト低減に全然つながりません。この辺に、どんど

んメスを入れていかないといけないと思います。
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　最後に、多様な開発に研究費が付きます。日本で

すと、国の研究費をもらうため、調査機関が経済的

に安定していることが条件になっています。弊社の

ような所でないと、なかなか国の研究費はもらえ

ません。中小企業やベンチャーはもらえませんが、

実は、そういう所に、ちゃんとアイデアはあるわけ

です。そういったものをちゃんと引っ張り上げるシ

ステムがあるという所は、すごいなと思いました。

　以上で発表を終わらせていただきます（拍手）。

討論者：　許　雷　氏

（早稲田大学理工学部総合研究センター講師、 
ＳＧＲＡ研究員）

（許）　ドイツのリサイクルの現状、資源再生の方法

について分かりやすくご説明いただきありがとう

ございました。ご発表の中で、一番興味をもった

のは、言葉の問題です。ドイツ語の「Entsorgung」

という言葉が「心配を取り除く」という意味だとい

うのは、とても面白いと思いました。さて、日本で

は、ごみ焼却場や工場の廃熱を利用した施設があ

ります。実際、私は、ごみ廃熱のプラントの熱と

地下水を利用したプールに通っていまして、ちょっ

とこわいです。というのも、日本ではＮＯｘ、ＳＯ

ｘのデータを出していないからです。そこで、具体

的に日本とドイツの比較したデータを教えていた

だきたいと思います。

（間宮）　環境負荷の比較ということですよね。多

分、日本の方が環境負荷は小さいと思います。例

えば、日本の場合、新規炉だと、ダイオキシンは

0.1 ナノグラムなど、すごく厳しい、欧米に匹敵す

る基準値を設けています。しかし、それでは市民

が納得しないので、そのさらに 100 分の１、1000

分の１にしましたということを説明して施設建設

を認めてもらいます。そのような発想になってしま

うわけです。ですから、ものすごくお金がかかりま

す。本当にそういうことをすることがいいことな

のか、経済的にもいいことなのか、もしかすると、

そこにかけるお金は、別の環境負荷を減らすために

使うべきなのではないか。その辺は、ドイツでは、

きちんと議論を経て決められているので、規制値を

満たさなければいけないというのは当たり前です

が、それを過剰に減らすことに対しては「どうして」

と聞かれてしまうでしょう。基準値というのは、そ

れでそこそこ安全だと決めるために科学的根拠を

もって決めているはずですから、それをさらに下げ

た運用をするということは余りありません。ゆえ

に、日本の方が環境負荷は小さい可能性があると私

は思います。
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（許）　では、どうして日本のごみ処理施設では自信

を持ってその数字を公表できないのですか。

（間宮）　出せないと思います。ダイオキシンの処理

能力は高いけど、処分場からの浸出水に対しては、

全然だめかもしれません。それは、浸出処理施設の

能力としてはきちんとありますが、例えば、漏れて

しまっているなど、いろいろな理由があると思いま

す。一度規制値を上回ったデータが出てしまうと、

それに対して説明ができなくなってしまうという

ことを恐れる、そういった文化が日本にはあるよう

な気がします。

（許）　ドイツを中心に資源のリサイクル方法など

をご紹介いただいたのですが、ＥＵ各国のごみの循

環はどのようになっているのでしょうか。中国にも

たくさん輸出されているのでしょうか。

（間宮）　ドイツだけで 50分かかっているので、Ｅ

Ｕの話をすると大変になってしまうと思いますし、

残念ながら私は余りＥＵのことを勉強していませ

ん。余り変なことは言えないのですが、大丈夫な

ごみは、ＥＵの中では輸出がちゃんとできるように

なっていると思います。相当動いているのではな

いかと思います。リサイクルすべきごみについては

そうだと思いますが、処分すべきごみは自治体の管

理下にありますから、そういったものが外に行くと

なったら、恐らく問題になるのではないかと思いま

す。ですから、そこには住み分けがあると思います。

（許）　ヨーロッパからのごみがたくさん中国に輸

出されているというデータがありましたが、ドイツ

からは中国へ余り輸出していないのでしょうか。

（間宮）　しているのではないでしょうか。問題は包

装材です。包装材は、市民がこれを適正処理する

ためのお金を、買うときに既に払っているのです。

それが、そのまま１回フィリピンで見つかったこ

とがあって、大きな社会問題になりました。抜け

道があるのではないかという大議論になりました。

要は、このごみはどういう財源でどう処理するとい

うルールを作ったときに、そのルールに従わずに輸

出されたものなのか、最初から輸出を認められてい

るシステムの下で行っているのか、それを混在して

しまうとまずいのです。そこが議論をちゃんとしな

いといけないと思います。

（司会）　ありがとうございました。ここでフロアー

からの質問を受け付けます。

（高）　「環境重視から経済性重視へ」というスライ

ドがありました。日本はどちらかというと環境重視

ばかり考えて、ダイオキシン問題など、処理に余分

なお金をかけて、その結果、ほとんどの廃棄物処分

場が原価を取れなくて、みんな赤字になっていま

す。ドイツは非常に合理的、要は経済性重視にシフ

トしているところということでしょうか。

（間宮）　これは根本的な問題です。ごみ処理費用を

税金で賄っているか、手数料で賄っているかという

ところの差です。私たちは、なぜドイツは手数料に

して、日本は税金にしたのかという理由を探索しよ

うと思って調査したのですが、結論が出ませんでし

た。ただ、手数料で 100 パーセントという話にな

ると、造る施設は安くなくてはいけません。さらに、

完璧に運用しなければいけない。日本は税金でやっ

ているので、ちょっと安全性が多めのものを造りま

しょうとか、環境予算はたくさんつけましょうと

か、申請書を書いたら補助金が取れたとか、そうい

う文化があるわけです。ドイツの厳しさは、手数料

ですべての家庭ごみ処理を賄わなければいけない

ことが、システムの基本条件になってしまっている

からだと思います。
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アジアにおける家電リサイクル活動に関する調査報告
李　海峰

北九州市立大学、ＳＧＲＡ研究員

　私は、都市環境の中でのエネルギーと環境が専門

で、リサイクルや国際循環は専門外です。たまたま

鈴木さんから資源の国際循環に関するお話を聞か

せていただいて大変興味を持っていました。ご縁

があって昨年の 11月から今年の２月までの３か月

間、中国、韓国と台湾の家電リサイクルの状況につ

いて調査の協力をさせていただきました。今日は、

その調査内容を整理して皆さんにご紹介します。私

もまだ勉強中ですので、皆さんと一緒に勉強させて

いただけたらと思います。

　まず、この調査の背景についてお話しします。皆

さんご存じのように、日本では 2001 年４月から家

電リサイクル法が実施され、テレビ、冷蔵庫、エア

コン、洗濯機の４品目のリサイクルを義務づけられ

ています。一方、ヨーロッパには、日本の家電リサ

イクル法に相当するようなＷＥＥＥ（電気電子機器

リサイクル）指令と、ＲｏＨＳ（有害物質使用制限）

指令が実施されています。後者は、家電の中に含ま

れている有毒有害物にできるだけ制限をかけよう

というものです。このように、先進国を中心とする

世界各国で、家電に対するリサイクルを進めるとい

う大きな流れがあります。その中で、アジアはどう

いう状況になっているのでしょうか。今、中国を初

め経済急成長中のアジア各国では、家電の消費量も

急激に増加していますし、処理の問題も徐々に顕在

化し始めています。そこで、今日は、アジアの観点

を切り口としてご紹介します。

　その前に、まず日本は、なぜ家電リサイクルが必

要であるかについてお話します（図１）。一番大き

な問題は、埋立地が限界に近づいていることです。

さきほど、ドイツに比べて日本はごみの焼却を経て

埋め立てに行くというお話がありました。焼却する

ことによってごみの量が十数分の１の体積になる

ので、現在の埋立地の寿命をもっと延ばすことがで
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きるというという理由から、日本では焼却が導入さ

れているのではないかと思います。家電も同じよう

に、できるだけリサイクルすることによって、最終

的に埋め立て処分場に行く量を減らしたいのが第

一の理由です。

　第二の理由は、家電の中に含まれている、ＰＣＢ

やフロンなどの、様々な有毒有害物です。それを適

正処理しないと、様々な環境問題が発生してしまい

ますから、法律を作りました。その法律を実行させ

ることによって、有毒有害物を適正処理の方向に

持っていこうということです。

　第三の理由は、最近の石油や金属の高騰です。そ

の背景は資源が有限であるということですが、家電

の中には、いろいろ貴重な金属が含まれていますか

ら、それを何とか再利用することによって資源の節

約を図ろうとしています。日本を初めとする先進諸

国では、こういった理由に基づいて何とか循環型社

会に持っていけないかを検討し、実際に対策も始

まっています。

　今日はまず、日本、韓国、台湾、中国、それぞ

れの家電リサイクルが大まかにどういう仕組みに

なっているか簡単に見比べてみます（図２）。日本、

韓国、台湾では、家電リサイクル法が既に実施、執

行されており、中国はまだ作成しているところで

す。後半は重点的に中国において今どういう状況、

どういう問題になっているかをご紹介します。

　日本の家電リサイクル法は、消費者負担が原則で

す。つまり、私たちが新しい家電を購入するときに、

リサイクル料金も合わせて前払いで納めます。それ

が廃棄されるとき、製造者なり、あるいは家電の小

売店なりが、義務づけられて引き取って、リサイ

クル工場に持っていってリサイクルされます。メー

カーによって違いますが、いろいろな試算の下で、

およそ 2000 ～ 4000 円前後のリサイクル料金が消

費者から徴収されています。

　日本では、2001 年に家電リサイクル法が施行さ

図１　なぜ家電リサイクルが必要なのか

図２　日本における家電リサイクルの仕組み

図３　日本における家電リサイクルの実施状況
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れたあと、廃家電を引き取った台数と再商品化の重

量ベースで見てみると、おおむね順調に伸びていま

す（図３）。

　一方、韓国では日本よりもっと早く、1992 年に

資源の節約及びリサイクル促進に関する法律が策

定され、それと同時に、廃棄物預託金制度が導入

されています（図４）。これは特定の４品目を生産、

あるいは海外から輸入する業者から、あらかじめ一

定の廃棄物処理費用をまず環境省に納めていただ

くという制度です。実際に廃棄されたあと、生産あ

るいは輸入業者は、責任を持って廃家電を処理し、

その処理の実績を環境省に報告することによって、

最初に預かったお金が返金される制度です。このよ

うに、日本は消費者負担、韓国は生産者負担という

根本的な違いがあります。

　韓国ではまず1992年にテレビと洗濯機がリサイ

クルの対象品目に指定されました。1994 年にはエ

アコン、1997 年には冷蔵庫が追加され、日本の家

電リサイクル法と同じ４品目になりました。さらに

2002 年から、パソコンやオーディオ製品、携帯電

話なども含まれるようになり、今も、品目数はどん

どん拡大しています。

　ここで整理しておきたいのは、韓国の廃棄物預託

金制度と、欧米や日本でよく言及されている「拡大

生産者責任制度（ＥＰＲ）」の違いです。韓国の廃棄

物預託金制度は政府主導です。製品の出荷量に対し

て、ある一定の割合の預託金を強制的に課していま

す。１台のテレビを製造、販売したときに、そのリ

サイクル料金を、メーカーから環境省に対して払っ

ていただき、そのテレビがリサイクルされたあとに

返金される制度です。一方、日本やヨーロッパなど

で導入されているＥＰＲ制度は、家電メーカーに対

してリサイクルの義務量、あるいは割合を与えて、

生産者に自らリサイクルしてもらいます。政府は指

導、要するに目標値を設定して、民間、家電メーカー

主導で、自分のリサイクルをどんどん向上しなさい

を促します。そこに根本的な違いがあると思います。

図４　韓国における家電リサイクル法の制定

図５　韓国における家電リサイクルシステムの流れ

図６　韓国における預託金制度のフロー
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　これらの制度には、それぞれ導入される背景があ

ります。それぞれメリットとデメリットがありま

す。韓国のように出荷製品の全部に対して預託金を

課すのは、生産者にとって消極的な費用負担になる

のではないかと思います。また、韓国の場合、出荷

製品に対して 100 パーセント強制的に預託金を課

すことは、メーカーにとっては前払いが大きな負担

になります。その代わりに、預託金の額は日本に比

べると１台当たりかなり低く設定されているので、

中長期に見るとリサイクルに対するインセンティ

ブの効果が足りないのではないかという懸念が生

じます。現実的にも、メーカーのリサイクル量が足

りないため、環境省に収めた預託金の約５割以上が

国に還付されています。建前上、この資金はリサ

イクル産業の育成に使われるといわれていますが、

実際はそういった支援効果は小さいのではないか

という懸念もされているようです。

　韓国の消費者が家電を廃棄した場合、主に３つの

ルートを経由して回収されています（図５）。地方

自治体の場合は、基本的に有償で受け取り、自ら処

理するか、あるいはリサイクル業者に委託して処理

されます。家電のリサイクル業者や、回収のため

に設置される生活資源再活用協会では、基本的に

無償で家電を回収し、リサイクルのセンターに持っ

ていって処理します。有償と無償の回収割合は大体

半々ぐらいになっています。

　韓国の預託金制度は、日本の２分の１、あるいは

３分の１ぐらいの金額です（図６）。例えばテレビ

は大体 600 円台から 1000 円台です。その代わり

に全部の出荷製品に課することになります。そうい

う意味で、政府の強い意思の表れといえます。ただ

し、この制度がこのままずっと続くと、いろいろ問

題も生じることになるのではないかと思います。

　2001 ～ 2004 年の４年間のリサイクル実施状況

を見てみますと、韓国の場合も、おおむね順調に

伸びているといえます（図７）。例えば、使用済み

図７　韓国における家電リサイクルの実施状況

図８　台湾における家電リサイクルシステムの流れ

図９　台湾における家電リサイクルの実施状況
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電気電子製品のリサイクル目標量と実績を見ると、

設置した目標値に対して、実績の方がおおむね超え

ているので、順調に実施されています。

　台湾には、家電リサイクル法ではなく、廃棄物清

理法という法律があります（図８）。１９７４年から

既にあった法律で、途中で家電のリサイクルの品目

が追加されたような形です。廃棄物清理法が作られ

てから2004年までに、改正が合計８回行われてい

ます。テレビ、洗濯機、冷蔵庫、エアコンの４品目

以外に、暖房機、パソコン、マザーボード、ハードディ

スクなど、細かく対象品目が指定されています。

　台湾の家電リサイクルシステムの流れは、基本的

に韓国に近く、製造者負担になります。あとで ご

紹介する中国もそうですが、消費者よりは製造者に

リサイクル義務を課すのはアジア全体の特長です。

確かに、製造者負担の方がスタートしやすいという

メリットがあります。製造業者は、１台の製造に当

たって決められたリサイクル料金を、台湾政府が設

置した資源回収基金に納付します。資源回収基金

は、廃家電の回収やリサイクルの様々な過程で補助

金を出し、リサイクルを促進します。徴収する回収

費用の金額について、行政院環境保護署の中に設

けられた審査委員会で、毎年、回収の実績や回収

量を勘案して、見直していくというシステムになっ

ています。

　台湾の家電リサイクルの実施状況は、2001 年ま

ではかなり順調に伸びていましたが、それ以降、お

おむね横ばいになっているというデータが出てい

ます（図９）。

　台湾の現状の回収システムの問題点は、責任者、

要するに製造者又は輸入業者が、リサイクル費用を

納めたあと、回収処理の責任を負う必要はないとの

ことです。つまり、日本では、家電リサイクル施

設は家電メーカーなどが共同で出資して造られる

ケースが多いのですが、台湾の場合は回収処理業者

と家電の製造業者は関係ないというケースが多く、

インセンティブの働きが弱いといえます。そうする

と、製造業者にとって、リサイクルしやすい家電製

品の設計や開発といったインセンティブの働きも

弱くなることが指摘されています。さらに、今の制

度上では、回収された家電や廃棄物が、回収処理シ

ステムに入れば、補助金がもらえますが、入らなけ

れば補助金をもらえません。このような理由から、

資源の再利用率の上昇がなかなか難しくなってい

ます。

　そのため、今、台湾で、もう１つの保証金制度の

導入が検討されています。それは家電の製造業者に

対して、使用済み製品の回収処理費用をプリペイド

金として、それぞれの業者の販売量や回収処理コ

ストに応じて、まず保証金として納めていただく。

それから、責任業者の回収実績に応じて、その保証

金を払い戻すという制度を今検討されています。つ

まり生産者の責任をもっと明確にしていきましょ

うという方向です。

　今まで、日本を初め韓国、台湾のように、家電リ

サイクル法が既に実施されている国々の状況を並

べましたが、これから中国のことを紹介します（図

１０）。その前に、国際循環についてお話ししましょ

う。どうして国際循環が課題として挙げられてい

るかというと、現在の中国は紙からプラスチックか

ら金属類まで、世界中からありとあらゆる資源を集図１０　国際資源循環の背景と問題点
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め、クジラのように資源をどんどん吸い込んでいく

と言われています。つまり、中国経済の急成長は、

もう国内の資源だけで自国の成長を賄えない状態

なのです。

　一方、日本を初め韓国もそうですが、国内での廃

家電の処理コストはものすごく高い。そこでひずみ

が生じ、日本国内の廃家電が発展途上国に流出して

いきます。その中に不法流出の部分もかなり含まれ

ているわけです。こういった問題が実際現実的に起

こっていて、それを食い止めようとしてもなかなか

できない現状にあります。

　そういう問題を抱えながらも、実際に発展途上国

に流れていった廃家電でどういう問題が起きてい

るのでしょうか。特に中国の場合は、家電リサイ

クルの関連法がまだ整備されていません。しかも、

こういった家電の中に含まれている有毒有害物の

適正処理の技術をまだ持っていない状態のままで、

先進諸国の廃家電が中国に流れ込んで、いろいろ環

境問題をもたらしています。

　日本の場合は消費者負担で、家電のリサイクル料

金を事前に前払いで払っているわけですから、本来

は日本国内で処理しないといけません。それを処理

しないまま中国に持っていけば、逆に価値のある資

源としてまた売れるわけです。そのため、日本国内

のリサイクル産業は、今後、中長期から見ると空洞

化してしまいますから、かなり大きな脅威といえま

す。日本ではリサイクル業者は処理料金をもらいな

がら、中国で売れるという大きな問題が生じている

わけです。

　こういった問題を実際に食い止めようとしても

できないので、むしろもっと広い視野で、中国と

日本と関連のある国々には、どのような現状にあ

るのかしっかりと把握し、分析した上で、お互い

にWin-Winな関係が何か作れないかということで、

国際循環という考え方が出てきたのではないかと

私は思っています。

　実際、日本から中国に中古家電、あるいは廃家電

がどれくらい流れているのかという数字を把握す

るのは難しいのです。特に、不法流出の場合はほと

んどデータが取れないのです。図１１は、日本のあ

る研究所が実際の統計データ等に基づいて推測し

たものです。中国には、中古家電や廃家電の輸入を

禁止する法律があります。だから、基本的に家電を

そのまま中国に持ち込むことはできません。ただ

し、例えば家電の中にある価値のある金属を資源と

して輸入することは認めています。

　本来、日本国内で処理すべき中古家電が、毎年

500 万台行方不明になっているといわれています。

私の知り合いは、日本からではなくて主に欧米から

廃家電をマレーシアに輸入して、まだ使えるもの

を多少修理して、中古家電としてアフリカ等に持っ

ていきます。使えないものはばらして部品あるいは

金属類の資源として、ほとんど中国に持っていくの

です。そういった東南アジア経由のルートもありま

すし、香港あるいは台湾経由で行くルートもありま

すし、中国の広東省や浙江省辺りへの密輸入のルー

トもあるといわれていますし、かなりの量が中国に

流れているのではないかといわれています。

　私たちは、家電リサイクルで有名な、中国広東省

の貴嶼（Guiyu）という町での現地調査を行ってき

ました（図１２～１７）。写真のように、日本の銀

行のＡＴＭまで見つけたので、びっくりしましたが、

モデムや電話機のボックスなどが町中に転がってい

ます。これらの「資源」は、全部海外から輸入して

いるのです。ほとんど密輸入といわれていますが、

年間 100 万トンの重量ベースで、この町に持ち込

まれているそうです。この町の人口の８割は、個人

の解体業で、大規模な工場は余りありません。全部

こういう仕事をやっています。解体して、価値のあ

るものを取り出して、国内で販売しています。

　ここでは、田舎から出稼ぎに来た人を雇って、月

に大体 5000 円や 6000 円ぐらいの給料を払えば、

このようにコンデンサーまで緻密に分類して、価
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図１２～１７　中国広東省貴嶼鎮における電子廃棄物の解体現場調査（写真）
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値のあるものとないものをきちんと一個一個分類

できます。ですから、リサイクル率はものすごく高

いのです。９割以上をリサイクルしているというこ

とです。日本の場合は、例えば冷蔵庫はモーターや

フロンを取り出すと、ほとんど全部プレスにかけ、

磁気や風力などで分類すると、リサイクルはせいぜ

い８割、高くても９割ぐらいです。

　一方では、ＰＣＢやフロンといった有毒有害物が

含まれているものや、全く使えないものはそのまま

捨てて燃やします。人が住んでいる所、あるいは

人が活動している所で、どんどん燃やしますから、

環境汚染や健康被害が生じます。中国ではまだリサ

イクルの法律が整備されていないので、このような

問題への対策が全然取られていません。このように

考えると、リサイクル率が非常に高い中国は、進ん

でいるように見える一方、環境問題に注目すれば大

変遅れているという、まったく矛盾している状況に

なっています。

　この人たちは、手作業で解体していますから、家

電の中に含まれている有毒有害物にほとんど無防

備です。実際、既に現地では健康問題が起こってい

ます。グリーンピースという、世界中で活動してい

るＮＰＯ団体が、地元の大学の医学部と共同で、こ

の町で、無料で健康診断をしましたが、ぜんそくな

ど、様々な健康被害が報告されました（図１８）。

　この町は、基本的に海外から電気製品を持ち込

んでリサイクルしていますが、中国国内において

も、家電リサイクルの必要性も出始めています（図

１９）。皆さんご存じのように、今、中国は家電の

生産大国であると同時に、消費大国になっていま

す。1993 ～ 2003 年の 10 年間、カラーテレビの

国内の製造量は約 4.6 倍、冷蔵庫も 3.8 倍、洗濯機

は 2.2 倍、エアコンは 14倍に増えました。もちろ

ん輸出量も増えていますが、国内の消費量は輸出

以上に激増しています。2003 年末で、テレビの保

有台数は４億台です。冷蔵庫もかなり大きな量が、

国内で使われていますので、今後の家電の処理がか

なり大きな問題になるということです。

　中国国家統計局の推測によると、2003 年以降、

国内の家電廃棄量はピークに向かいつつあるとい

うことです（図２０）。現在、年間テレビ 500 万台、

冷蔵庫 400 万台、洗濯機 500 万台ぐらいの廃家電

が出始めて、それをどうやって処理するのかが、社

会全体としての大きな問題になりつつあります。

　以上のことを踏まえて、現状の中国の家電のリサ

イクルに関する状況を整理してみましょう。まず、

関連の法律・基準及び規制の整備はまだこれからで

す。しかも、手作業による解体分別はリサイクル率

が非常に高い反面、有毒有害物に対する適正処理の

技術の開発が遅れているため、健康被害や環境問題

をもたらしています。

　さらに、家電の回収問題があります。中国では、

公的な回収施設がありません。個人の回収業者がそ

の役割を担っています。写真のように、どの町に

行っても、「テレビ、パソコン、洗濯機を全部回収

します」という看板をよく見かけます。少しでも価

値のあるものは、コストの安い中国ではみんなが手

を出すので、こういった個人的な解体業者は非常に

多く存在しています。

　2004 年から、政府は関連する法律の作成に取り

組み始めました。例えば、国家発展改革委員会では、

廃旧家電回収処理条例、いわゆる中国版の家電リサ

イクル法を作ろうとしています。電子信息産業部で

は家電の中の有毒有害物の使用禁止が、国家環境保

護総局では廃棄後の汚染管理弁法が、検討されてい

ます。それらの法律に関連し、大きなフローから見

ると、まず、家電製造者に対しては、有毒有害物を

できるだけ減らすこと。そして、既に市場に出回っ

ている家電はこういう流れできちんと回収して適

正処理します。最後に、処理できない有毒有害物は

適切に処分しましょうということになります。環境

保護総局を中心に、どのように適正化するかという
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ことを検討しています。リサイクルの仕組みに関す

る法律は、一応、今、できつつあります。

　ただし、中国の場合、政策が実態より先行してい

る部分があって、実際、現状ではこういう法律がで

きたからといって、必ずしも順調に進めるとは限ら

ないケースがかなり多いのです。つまり、家電リサ

イクル法を作っても、実効性のあるものにするため

には、まだ様々な実際の問題を検討しなくてはいけ

ないということです。

　例えば、今、個人に頼っている回収システムでは、

適正管理がなかなかできない状況です。リサイク

ル費用の負担も、個人所得がまだ低いレベルでは、

消費者負担はできません。どちらかというと、台湾

や韓国と同じように、生産者に負担させるという方

向になるのではないでしょうか。そして、有毒有害

物の適正処理の技術をだれがどうやって開発する

かという問題があります。こういった具体的な問題

を解決しないと、法律ができても、実際、実行力が

ほとんどないだろうということは、中国国内の一般

的な認識です。それがどうやって実施されるか考え

てみても、恐らく、その道のりはまだまだ長いので

はないかと思います。

　本調査にあたり、ＳＧＲＡ代表の今西淳子氏、Ｓ

ＧＲＡ会員の韓国仁荷大学校の金雄煕助教授並び

に東京大学法学政治学研究科の蔡英欣氏にご協力

をいただきました。この場を借りてお礼申し上げた

いと思います。（拍手）

図１８　Greenpeace は汕頭大学医学部と共同で 
無料健康診断を行っている

図１９　中国における各種家電製品の生産状況

図２０　中国における各種家電製品の保有状況
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討論者：　王　立彬　氏

（株式会社東洋インキ製造、ＳＧＲＡ研究員）

（王）　興味深い報告をありがとうございました。現

場の写真を見たら、ひどい状況にびっくりしまし

た。そういう状況を、中国政府、地方政府は規制や

管理していないのですか。

（李）　例えば、「家電リサイクル法が検討されてい

ます」とか、「地方自治体は廃家電の回収処理を責

任を持ってやりなさい」とか、「消費者はこういっ

た不法投棄は禁止されています」とか、「回収した

廃旧家電は必ず国に認可された資質ある処理企業

に渡す義務がありますよ」とか、そういうことは、

一応ルール上では考えています。

　ただし、現状はどうかといえば、ほとんど個人で

行われています。政府の取り締まりはほとんどでき

ない状態です。建前上の話と現実のギャップがかな

り大きいので、それをどうやって誘導していくかが

今後の１つの大きな課題だと思います。

　実際、中国政府は、北京と青島と浙江省の杭州に、

３つの家電リサイクルのモデル企業を作りました。

要するに、そこに廃家電を持ち込めば適正処理がで

きるところです。ただし、一番大きな問題は廃家電

を回収できないことなのです。今は個人が全部回収

しています。中国の場合は、廃家電はまだ価値の

あるものなので、お金を出して買わないとなかなか

回収できません。日本の場合は消費者負担ですが、

中国では逆にリサイクル業者がお金を出さないと

廃家電はもらえないのです。そうすると、処理費用

がものすごく高くなって、経済性がなかなか成り立

たない。この問題にどう対処するがが、今後のもう

１つの大きな課題だと思います。

（王）　今日のテーマは国際資源循環ですが、この問

題は国同士が話し合わないとうまくいかないと思

います。国と国を繋ぐ政策やルール作りが大切で

す。現在中国と日本はいい関係ではないかもしれま

せんが、例えば中国と日本の間ではそのようなルー

ル作りの動きがあるのでしょうか。

（李）　その辺は、逆に、私も聞きたいところです

（笑）。

　ただし、国際循環の中で大きなポイントは経済性

だと思います。静脈産業は経済性が成り立たない

と、国が幾ら補助しても、長続きさせるのが難しい

です。日本は消費者も負担していますが、家電の処

理コストがものすごく高い。逆に、中国ではお金で

売れるわけで、かつ安い人件費で高いリサイクル率

を上げられます。このような状態の中で、リサイク

ルの分業は考えられるのではないかと思います。た

だし、一方で、中国には有毒有害物の処理技術や能

力がないわけですから、リサイクル事業を全部中国

に投げ込むと大問題です。それでは、日本から資金

なり、技術なり、どのように支援できるでしょうか。

理論的には、国際循環の中でうまく分業できれば、

かなり素晴らしいことではないかと思います。

　ただし、その道のりは長いです。一番最初は、日

本から中国に、例えば家電を持っていったときに、

それは資源なのかごみなのかという、まず根本的な

見方の問題もあります。みんなが資源だと思って、

十分に活用しましょうという共通認識を持った段

階で、やっとその土台ができるわけです。

　そして、次の段階では、実際、日本から中国に持っ

ていったときに、どうやって適正管理するかと言う

問題がでてきます。プラスチックでは、既に、そう

いう問題が起こっているわけです。日本から中国

へのプラスチックの輸入は一応ＯＫです。ただし、

日本から中国に持ってこられたプラスチックにい

ろいろ変なものが入っていて、それが港で見つかっ

て、半年以上ストップされたことがありました。つ

まり、性悪性を前提に管理できるかどうかです。国

家間の問題はかなり大きいので、それをうまく交通

整理できないと、リサイクルのルール化は、難しい

ところがあるのではないかと思います。

（王）　どうもありがとうございました。
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（全）　今日は、「私が分別したごみはどこに行くの」

というテーマですが、中国のどこかに流れていくの

かもしれませんね。この前、古いテレビを捨てまし

た。トラックで来て、ただで受け取る業者でしたが、

もしかして・・・

（李）　私も、実際、家の下まで行って個人のトラッ

クに壊れたステレオを渡しました。それをどこに

持っていくのかと聞いたら、北朝鮮だと言っていま

した。

（全）　ああ、そうですか。自転車などがよく北朝鮮

に行くというのは聞いています。。

（胡）　中国に輸出される家電製品が大体 500 万

台とおっしゃっていましたが、その中で、例えば

ちょっと直せば使えるというのはどれくらいか分

かりますか。

（李）　この数字は理論計算値なのです。つまり、中

国で家電が普及し始めたのが 1989 年あたりです。

例えばテレビの寿命は 12 年、冷蔵庫は 14 年と仮

定して、全体量を推定すると、2003 年あたりは大

体 80年代ぐらいごろに販売された家電が廃棄され

るだろうという理論値です。実際、中国では、リサ

イクル先進国かと思うような数字が出てきます。中

国家電研究院という研究機関が、都市部において廃

棄された家電はどのように流れていくか調査した

ことがあります。例えば、100 台のテレビが廃棄

されて、80台ぐらいは中古品としてまた市場で売

られています。あるいは、農村部に持っていかれて、

再利用されています。残りの２割は本当に使えない

ものですが、それをばらして、中の部品はパーツと

して売れるわけです。だから、本当の廃棄量は５

パーセントしかないのです。要するに、その５パー

セントは、ＰＣＢやフロンなど、処理しきれないも

のがほとんど占めているという状態です。

　中国の場合、手作業によってリサイクル率がかな

り高いですし、貧富の格差があるのでリユース率も

高いです。都市部と農村部の所得は何十倍もの差が

あるので、都市で使い終わったものは、また農村

部でもう１回使えるという構造ができるわけです。

ただ、農村部に流れている中古家電を将来どうやっ

て回収するかということが一番大きな問題なので

はないかと思います。都市部は拠点を作れば比較的

回収しやすいですが、農村部はかなり分散していま

す。それをどうやって回収して、その回収コストを

どうするのかということは、将来的にはものすごく

大きな問題になると思います。

（全）　時間になりました。ありがとうございました

（拍手）。
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講演３

　廃棄物問題と都市の貧困： 

マニラ貧困層のコミュニティ資源の活用
中西　徹

東京大学総合文化研究科教授

　私は今まで社会経済、あるいは社会ネットワーク

について研究してきましたので、環境問題について

は全くの素人です。ですから、これまでの報告のよ

うな内容の濃い話はできないと思いますが、発展途

上国の、言い方にちょっと語弊があるかもしれませ

んが、最終的にごみを押しつけられた側の人たちの

話を少ししてみたいと思います。

　このお話を初めて伺ったとき、まず、フィリピ

ンにも様々な不法な形でごみが押しつけられてい

ることが思い浮かびました。不法投棄された日本

の注射針が大量にフィリピンに輸出されたという

事件も耳目を集めましたし、環境先進国ドイツも

含む様々な国から、不法投棄がフィリピンのスモー

キー・マウンテン等で行われてきたと思われます。

私はもう、フィリピンと 25年間付き合っています

から、フィリピンはゴミ箱ではないと言いたくなり

ます。ところが、一方で、そのごみは正に宝である

と考えている人たちもいます。つまり、ごみの中で

生きている人たちがいるということになります。

　そこで、今日は、「では逆にフィリピン側から日

本にごみを輸出できないか」という話をしたいと思

います。インセンティブをいろいろ考えながら、こ

の廃棄物をうまく利用して、それを輸出できるよう

なものが考えられないかという話です。不法投棄に

よって最も大きな被害を被る貧困層への影響を考え

るとき、スカベンジャー（ごみの中で生活する人）は、

最終的に、いなくならなければなりません。新たな

再生、リサイクル・インダストリーとは異なるから

です。

　ここで、以下の議論の前置きを少々述べておきます。

　私が初めてフィリピンで調査を行ったときに出
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くわした事件があります。あるごみ捨て場のような

土地があったのですが、そこは実はある大地主の所

有地でした。そこを再開発するので、住民をどかそ

うとしました。ちょうどマルコス政権下でしたが、

武装した私兵を設けて立ち退きを迫ったわけです。

このとき、ここに住んでいた人々は、既に代替地が

与えられていたにもかかわらず、私兵に石を投げて

抵抗しました。その結果、彼らに銃口が向けられて、

子供も含めて多くの人が死傷してしまったのです。

この事件は、私にとって非常に驚きでした。彼ら

は黙って出ていけば新しい生活が待っていたはず

です。なぜ、彼らはそこに固執したのでしょうか。

これは、ごみ捨て場が、単なる彼らの職の場だけで

はなかったからというのが、私の今のところの仮説

です。

　もう１つは、一人当たりの所得の高さは、必ずし

も主観的な満足度を表す指標ではないのではない

かということです。これは『世界価値観データブッ

ク』です。これを見ると、フィリピンの方が日本よ

りも「ベリーハッピーである」という人が多いので

す。これは一応、ちゃんとした統計処理に基づいて

行っています。「やや幸せ」を足したとしても、ま

だ日本の方が低いのです。こうして見ますと、彼ら

は、単に、物質的なものだけで満足感を得ているの

ではないと思われます。

　発展途上国の都市の貧困層は、最終的にごみを扱

う、廃棄物を扱う立場の人ですから、様々な有害な

物質を扱うので、しばしば環境問題の被害者になり

ます。しかし、同時に加害者としても登場するので

す。こういったことから、貧困緩和と環境保全と

いうのは発展途上国では極めて大きな問題として

考えられてきています。これを考えるヒントとし

て、私の報告の土台となっているのはジェームズ・

スコットの議論があります。彼はイェール大学の政

治学の先生ですが、彼は「簡単化（simplification）」

と「民衆知」という概念を用いて、原生林を事例に

して政策について論じています（図１）。原生林は

高木からシダ類まで様々な針葉樹、広葉樹、いろい

ろな植生のあるものが一緒になって織り成すサス

テイナブルな森林ですが、これを、経済効率性だけ

を追求してしまうとモノカルチュアになってしま

います。森林を針葉樹林だけにしてしまった結果、

森林が荒廃してしまいます。簡単化、つまり経済

合理性、あるいは為政者の方の立場を追及すると、

実は非常にサステイナブルなものが失われてしま

うのではないかという議論です。

　フィリピンに、アエタ族という先住民がいます。

彼らのこんもりとした森林には、果物等が無造作

に植えられているように見えますが、実はこれは、

彼らは非常によく生態系を理解しているからだと

いうことが、最近の文化人類学で分かってきまし

た。同じことが、スラムのスカベンジャーとして廃

品回収人などの生活をしている人たちにも当ては

まるのではないかと思うわけです。鉄道沿いにあっ

たスラムを立ち退かせた結果、彼らは新しいコミュ

ニティ、作られたコミュニティに全員移されるとい

うことが、今まで行われてきました。物的生活はか

なり良くなるのではないかと思われたわけです。と

ころが、その新しい場所の建物に住む人たちは、ス

ラムのときのような自由な活動ができなくなって

しまいました。彼らが築き上げてきた複雑なネット

ワークが失われてしまったからです。そして、彼ら

は、やがて、その新しい居住地から出ていってしま図１　「簡単化」（simplification）とは何か？
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います。たとえば、スモーキー・マウンテンもその

例です。1997 年に閉鎖されたことになっています

が、そのちょうど真向かいに新しい埋立地ができ、

そこにまたごみの山ができ、政府が用意した近くの

団地や郊外の居住地から戻ってきた人が働いてし

まうというようなことを繰り返しているわけです。

　フィリピンとは 25年の付き合いと申し上げまし

たが、私自身は 20年前、こういったスラムに住み

込み始めました。朝の５時に起きて水くみをする

という条件で、ここに住まわせていただきました。

初めのうちは、そこの道が非常に複雑で、いったん

道に迷うと自分の住んでいる所まで行けなかった

ことがあります。ところが、彼らと 20年間一緒に

生活をしていると、これは意外に便利だと気付きま

した。例えば、物を買うときに、自分の近辺ですべ

てそろうような店ができているというようなこと

にだんだん気づいてきました。こういったものが実

は民衆知なのです。政府の政策は非常に効率的な、

ある意味では効果的な政策を設けようとしますが、

彼らが築いてきた元からの知恵というものが実は

あるのではないか、こういったものを環境保全の問

題にも適用できるのではないかということが、私の

今日の報告の背景です。スカベンジャーは悪いと

いっても、スラムを壊す必要はないのではないか。

あるいは、貧困層が有するはずの資源を、社会科学

の場が発見することが必要なのではないか。発展途

上国は確かに所得が低いわけですが、これは同時に

後戻りができる、つまり、まだ環境先進国になりう

るだけのものを持っている可能性があります。私た

ちは、こういったことを考えることが必要なのでは

ないでしょうか。

　初めに、貧困と環境問題についての関係を考えて

みましょう。今までの先生方の発表から分かるとお

り、環境劣化は貧困者を襲い、むしろ貧困を悪化さ

せています。子供たちが産業廃棄物の中で、素手で

ごみをあさっているという光景はしばしば見られ

ることだと思います。雨季になると、下に隠れてい

たごみが浮いてきて、伝染病がまんえんしてしまい

ます。この貧困層はこういった所に住まざるをえ

ず、環境負荷を軽減するだけのコストを払えない人

たちです。ですから、正に環境劣化は、貧困を激化

するといえます。

　一方、ジープニーやトライシクルは、フィリピ

ンでは貧困層がよく使う乗り物ですが、これがフィ

リピンの環境汚染の大きな原因になっているとい

われています。ジープニーの運転手はコストを計算

して、非常に粗悪な、安いガソリン等を利用します。

フィリピンの環境基準を無視した、違法な稼動もし

ばしば見られます。同じようなことはトライシクル

といわれるオートバイにもいえます。

　この報告の主人公であるスクオッター、土地所有

権のない人たちは、河川に簡単にごみを投棄してし

まいます。生ごみやプラスチックもそうですし、屎

尿もそうです。こういったことから川が死んでしま

います。かつては水上交通も盛んであったマニラで

すが、今は川が死んでいる状態です。その汚染源が

貧困層でもあるわけです。こういった貧困層を撤去

してしまう、特に川沿いから撤去してしまえば川の

保全が図られるのではないかとも考えられますが、

それでは余りにも単純ではないかと思います。ほか

の政策オプションはないかということを考えてみ

たいと思います。

　マニラの中でも、貧困層が住む場所は西北部に限

られています（図２）。パッシグ（Pasig）川の北側

です。私の調査地であるスラムも川に面していて、

川にポイ捨てが行われてしまって、プラスチックが

捨てられれば、雨季には川が洪水になってしまって、

交通渋滞を招いてしまう、あるいは病気のまんえん

を招いてしまうということで問題になっています。

　私の調査地の場合、貧困比率については、公式

データと符合し、確かに下がってきました。
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　図３の説明をしますと、各年の貧困ラインを１と

します。この水準は政府が決めたものですから非常

に恣意的です。ですから、その 50パーセントから

２倍までをとって比較します。貧困線を低くすれば

貧困層の比率も低くなりますし、高くすれば高くな

りますが、いずれにしても各年の貧困比率の順番は

変わりません。これは、1985 年から 2000 年まで、

一貫して貧困層の比率は下がってきているという

ことを意味しています。

　そのなぞはどうかといいますと、スカベンジャー

です。現在もスカベンジャーは無視できない数の

人々が従事していますが、彼らの数が減ってきた

ことが貧困比率を下げています。私が初めて訪れた

ときは、スカベンジャーがこの地域の主導産業で

した。400 人の就業者がいるうち、私にスカベン

ジャーであると答えた者は 100 人です。ところが、

よくよく考えてみると、たまたま通訳の方が非常に

若い女性だったために、女性の前では恥ずかしくて

答えられなかったということをあとで私は聞きま

した。そういった人を含めると恐らく総計で 300

人近くの人たちが廃品回収に従事していたと考え

られます。

　これは、地域にあるジャンクショップにごみが集

められて、それがディーラーに行くという、非常

に単純な過程です（図４）。彼らは町を巡って廃品

を買って、高価なものとして売ります。あるいは、

直接投棄場（ダンプサイト）に行って、ごみの中か

ら再生資源を探す作業に従事しています。こういっ

た人たちの比率が、私のスラムに関してはかなり

減ってきました。したがって、貧困層比率が下がっ

てきているということになります。

　従来、初めにこのスラムに入ってきた仕切り場

経営者たちが、あとから入ってきた人に対して手

押し車を無料で貸し出す、あるいは、彼らが困っ

たときにお金を無利子で貸すということを通じて、

一種の債務奴隷のように扱ってきました。彼らは集

図２　マニラ首都圏の貧困スポットと調査地

図３　貧困動態：１９８５年以降の貧困緩和過程

図４　 問題の所在　貧困緩和と環境保全の両立性
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めたごみをすべてこの仕切り場に売らなければい

けないといった関係ができていました。例えばガラ

スが高く売れる所に持っていく、あるいは、紙が高

く売れる別の仕切り場に持っていくというのが最

も効率的な行動ですが、仕切り場経営者は、あちこ

ちのディーラーと契約を結んでいますので、効率的

な行動を取れなかったわけです。廃品回収人たち

は、セーフティネットを供与されるということにつ

られて、短期的には、自分たちの貧困レベルを緩和

していたかもしれません。ところが、長期的には、

仕切り場経営者との関係を安定化し、貧困を長期

化させます。このような状態を経済学では逆編入

（adverse incorporation）と呼んでいます（Faustian 

bargain、ファウストの取引とも言います）。目先の

短期的な利益のために、長期的な自分の人間性を

売ってしまうということになると思います。

　なぜ貧困緩和が実現したのかといいますと、廃品

回収産業自体が低落状況にあるからです。これはマ

ニラ全体で言えました。不況の原因の１つは、バー

ジンマテリアルの価格が1990年代以降下落したこ

とです。もう１つは、地方自治法が改正により、回

収作業に関する法律がすべて、マニラ首都圏から各

市町に移管されました。各市町が、回収作業におけ

る手押し車の利用は交通渋滞の原因になるという

ことで禁止しましたところ、この産業自体が停滞し

たということもあります。さらに、この労働市場が

変容して、たまたま製造業や建築業において、労働

需要が増大したということもあります。もっとも、

不況になれば、生き残ったジャンクショップに失業

した人々が殺到することになります。

　次に、今日のテーマからそれるようにも思われま

すが、あとの布石になりますので、ちょっとだけ

ご説明したいことがあります。それはコミュニティ

の出現ということです。近年、地区内の人間関係の

摩擦がかなり解消されてきました。以前は、例え

ば選挙があると殺し合いのような対立が見られま

したが、1980 年代末までにはほとんどなくなって

きました。こういった社会的安定は貧困の緩和に

よるものだけだろうかということが、私の初めの

疑問でした。こういったごみ捨て場（フィリピン

ではタンバカンとかバスラハンと呼ばれるのです

が）に居住していること自体が社会的差別の原因に

なっています。しかも、衛生環境の悪い、このよう

な所に、なぜ彼らは愛着を持って、銃口を向けられ

てもそこに生活するのかという疑問でもあります。

暫定的な結論から申し上げますと、地域内に築かれ

た緊密な社会的ネットワークがあって、これがかな

り効いているのではないかということです。これ

は、実はこのスラムだけではなくて、スモーキー・

マウンテンや貧困比率が特に高いナボタス町や、あ

るいは他のごみ捨て場、直接投棄場（ダンプサイト）

でも、しばしば見られるということが最近分かりつ

つあります。

　文化人類学では、従来、フィリピンを含む東南ア

ジアの国々ではコミュニティは弱いと、ほぼ定説

のようにいわれてきました（図５）。二者間の関係

がコミュニティ的関係よりも優越してしまいます。

ですから、みんなが機会主義的行動を選択してしま

います。都市の集団であれば、人々が勤めている所

は居住地であるコミュニティの外になりますので、

農村と比べてますます共同利害が生まれにくいの

です。

　さらに、彼らは、不法占拠者（squatters、 

informal settlers）です。マニラのほとんどのごみ

拾い、あるいは廃品回収人、スカベンジャーとい

われる人たちは、informal settlers なので、彼らは

立ち退きの危険性に常に晒されています。このよう

な土地に落ち着いて愛着を持って住むということ

はほとんどなされないと思われます。この経緯を簡

単に申しますと、私の調査地での立ち退き要求は

1970 年代ぐらいからありました。ところが 1980

年代に、行政側が、払い下げの条件を出しました。
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土地を一括購入するなら地方自治体がその土地を

売り渡すというものです。それは、すべての人がそ

の土地に住むことに合意しなければできない条件

でした。それまでは考えられなかったことですが、

1989 年、一括購入に住民全員が合意するに至りま

した。すべての人たちが定住の意志を持ったという

ことで、私は、これを「コミュニティの出現」と呼

んでいます。

　実は、土地の問題というのはコミュニティ形成に

は寄与しません。農村のような土地に対する拘束

が、都市では観察されません。政府による立ち退

き請求は代替地のサーチを活発化させても、コミュ

ニティの伸長は阻害するということが観察されま

す。したがって、その前の段階として強固なコミュ

ニティがなければ、土地の問題が共通利害になるこ

とはありません。そうしますと、なぜ不法占拠区で

この共同体は形成されたかということを見る必要

があります。

　それは今、私が正に研究しているところですが、

族内婚のネットワークが見られるのではないかと

いうことです。この図は 1970 年代に同じファミ

リーネームを持っていた人たちの家を１つの点と

しました（図６、図７）。このファミリーには、２

つ、３つ以上の家族がいるかもしれません。1970

年当時はまだ家族数が少なかったわけですが、赤い

線は、このスラムに来てから結婚したということで

す。黒い線は、スラムに来る前から親戚関係にあっ

たという人たちです。つまり、名字は違うけれども

親戚ということです。年を追うごとに赤い部分が増

えていって、これは 2003 年には図７のようになっ

ています。ほとんどの人がコミュニティの中で結婚

してしまうのです。

　さらに、儀礼親族関係があります。ほかの国でも

こういった関係があるかもしれませんが、フィリピ

ンでは生まれたときに、カトリック教徒であれば洗

礼を受けます。12歳ごろになると、堅信礼を行って、

新たにカトリックの教徒であることの誓いを立て

図５　通説：東南アジアの都市不法占拠区における
コミュニティ

図６～７　Full Network: 親族・姻族・ 
儀礼親族関係
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ます。それから、結婚する時には、仲人のような人

を必ず付けます。その関係を見たものが図８です。

つまり、村の中でこの関係がほぼ完結してしまって

います。しかも、これは１つの世帯をそこから取り

除けないほど複雑な関係、緊密な関係ができ上がっ

てしまっています。こうなってしまっては、彼らが

もう動きたくないというのも分かるわけです。さら

に、それまであった社会的あつれきも減ってしまい

ます。

　このネットワークはどのように機能しているか

というと、今までコミュニティの機能として考えら

れてきたものを、すべて実現しているということが

分かります（図８）。第一に、社会的安全網（ソーシャ

ル・セーフティネット）については、このような廃

品回収人たちは雇用機会の情報を共有しています。

第二に自治機能です。ある人とある人がけんかをし

てしまうと、彼らは仲直りをするルートを探そうし

ます。これはネットワークをたどれば簡単に見つか

ります。こういったことを通じて 1990 年代のけん

か、あるいは争いはすべて解決されているのです。

第三に、土地所有権の獲得のための集団行動です。

コミュニティができ上がりつつある段階で、会議が

開かれて、人々が一致団結してその土地を買うとい

うことを決めたわけです。第四に、相互扶助です。

現在も盗電・盗水をしています。このようなことも

実はコミュニティの中で行われています。第五に、

これは胸を張って言えることですが、幼児に対す

る健康診断です。お遊戯を教えるという名目で月

に１回子どもたちを集めて、健康をチェックして

います。第六に、私塾があります。この地域では、

多くの小学生は初等教育を中退、ドロップアウトし

てしまいます。フィリピンの小学校は完全に能力別

のクラスになっていまして、一番下のクラスは外で

授業を行うのです。それは非常に恥ずかしいこと

ですので、こんなクラスになってしまうと、彼ら

はすぐにやめてしまいます。なぜそんなことになっ

てしまうかというと、彼らは入学前に文字や数の

数え方を教わらないのです。ほかの子どもたちは、

図８　親族・婚姻関係ネットワークの機能

図９～１０　貧困のパラドックス： 
コミュニティの源泉
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幼稚園でそれを教わってきます。初めからギャップ

がありますから、奨学金をもらっている大学生が、

土曜日に小学校に入学前の子供たちを集めて補習、

あるいは小学校に上がった学生に対しても補習を

行っています。

　このような活動が継続的に行われれば、１つのコ

ミュニティとして成立しているといってもよいと

思います。こういったコミュニティが、例えばごみ

捨て場と思われる所にあるとしても、そう簡単には

彼らを追い出せない理由がお分かりかと思います。

いかに代替地があったとしても、既にコミュニティ

の内部・外部との人間関係ができていますので、こ

の土地からはもう出られません。そういった中で環

境政策を考えねばならないということになります。

　実は、彼らの行動は貧困であるために非常に狭い

のです（図９、図１０）。ほとんどがごみ捨て場の

中を行き来するだけで終わってしまいます。貧困が

社会的排除を生んで、それが自分と同じ社会的階層

の人との結婚を促します。ごみ捨て場の近くで会っ

た人と結婚します。一番手っ取り早いのは、地区の

中の人です。従来はロミオとジュリエットのような

仲たがいしていた家も、子どもが結婚して孫ができ

れば、孫の前ではけんかもできないということにな

ります。先ほどのマニラの仕切り場の経営者と廃品

回収人の、縦の非常に搾取的関係をも軽減してしま

うということにもなるでしょう。こうなると、彼ら

はもうここから出られなくなってしまいます。

　廃品回収人も、最終的には廃品回収人ではなくな

る可能性もありますし、直接投棄場から彼らを動か

さないで、うまい貧困緩和と環境保全を両立する方

策はないかということで、1997 年から 2002 年に

かけて、東京工業大学を中心とするフィリピン大学

との共同プロジェクトを行いました。これは、最

終的には政策オプションを出すことが目的でした。

ですから、当初から環境省の役人の方と密接なコン

タクトを取って研究を始めたのです。私は３つのグ

ループに属していましたが、その中の１つ、東京工

業大学教授の石川忠晴先生のグループの成果をお

話ししてみたいと思います。

　マニラの一部の自治体では、既に生ごみからこう

いうペレット型の固形燃料（Charcoal Briquettes）

を作って使っていました（図１１、図１２）。とこ

ろが、これはなかなか貧困層を巻き込むことはでき

なかったのです。一方、水質の調査を行ってみると、

フィリピンの川は既に死んでいる、しかも洪水の原

因となっているような不法投棄も見られる。こう

いったことから、北大が開発したバイオ・トイレ

というものに着目しました。屎尿から生ゴミまで、

トイレにすべて入れるのです。中におがくずがあっ

て、浄化槽で発酵します。北海道では暖かくしなけ

ればいけませんからファンヒーターが必要で、電気

代がかかることが難点です。ところがフィリピン

は、夏季は高温多湿とは言えませんが、雨季には高

温多湿、１年じゅうヒーターが入っているようなも

のですから、この辺の電気代は節減できるだろうと

考えました。あとは、かくはんするだけです。この

かくはんするモーターは非常にお金がかかります

ので、ここのところだけ人力で、ちょっと重たいの

ですが、例えば５回ほど回してくれればうまくいく

ようなトイレを開発しました。これをフィリピン

のケソンシティの公園に２台ほど設置して様子を

見ました。なかなかうまくいかなかったのですが、

改良を重ねました。

　私たちは、結局、貧困層の屎尿を堆肥の生産に使

いたい、有機農業を実現させたいと思ったのです。

費用の問題はある程度まで解決されましたし、実用

性に関しても解決されつつあったのです。ところ

が、大きな問題点が残りました。堆肥を忌避する習

慣です。このプロジェクトを、初めてフィリピン

の環境省の方にお話しした時、「あなたたちは人間

の屎尿からできた野菜を食べられますか」と質問さ

れました。私たちは歴史的に堆肥を作る経験があっ
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たということを言ってもなかなか信じてくれない

のです。私たちが調べたところ、堆肥の習慣がある

のは、どうやらアジアでは、中国、日本、韓国の３

国しかないのです。こういったことは彼らに強制

しても無理です。ですから、堆肥で作った野菜類、

あるいは果物はフィリピンでは売れないというこ

とだったのです。

　そこで私たちが考えたのは、では日本に輸出すれ

ばいいということです（笑）。これが先ほど言った、

日本へのごみの輸出ということになります。貧困層

の人たちがかかわった、正に有機農業の結晶である

ということになれば、環境とＯＤＡに対して目覚め

た日本人の方は買ってくれるのではないかと思う

わけです。

　従来の屎尿処理とは、セプティクタンクという浄

化槽にためて、10年ぐらいするとそれを開け、防

臭剤を振りかけて川にすべて捨てることでした（図

１３）。その結果、川はヘドロになってしまいまし

た。私が初めて行ったときに、そのヘドロを食べ

ている魚が朝食に出て閉口したことがありますが、

それも１つの循環かもしれません。汚い川ですか

ら、みんなそこをごみ捨て場にしてしまうのです。

ところが、まず屎尿が売れるということになれば、

ごくわずかなコストでもいいから、屎尿を買ってく

れるということになれば、恐らく彼らはそれを捨て

ることはなくなるでしょう。

　もう１つの問題は、屎尿の運搬経路です。貧困地

区はマニラの西北部と決まっています。既存の水

路を利用して堆肥の元を運搬すれば、川も自然に

きれいにするだろうと考えます。つまり、人間は

よく使うものはきれいにしますので、川が使えると

いうことになれば、彼らはそれをきれいにするはず

だということになります。運搬に貧困層を雇用すれ

ば、これは八方丸く収まるのではないかというのが

私たちの政策提言でした。マニラの後背地にビコー

ル地方という、フィリピンでも有数な貧困地方を

図１１～１２　【事例】有機物再利用による 
環境保全策

図１３　【事例】有機物再利用による環境保全策：
屎尿の回収と堆肥工場への運搬
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抱えています。ここの主導産業はココナッツです。

ココナッツは、チャコールを取るココナッツの殻

があります。それを、おがくずの代わりに使える

のではないかと考えました。ということになれば、

フィリピンの堅いココナッツも、今までは炭にしか

使えなかったものが、また使えるようになります。

そして、ここの地域にこの堆肥を配布すれば、フィ

リピンの有機農業にも発展できるのではないかと

考えました。

　かつては、コミュニティに求められるものは、河

川への不法投棄の監視（Bantay Ilog）でした。不

法に投棄する人を捕らえるための人がいたのです

が、このようにコミュニティが緊密化すると、そう

簡単には捕らえられません。話を聞いてみると、病

気のお母さんがいて子どもが捨てに来た、彼らに対

して罰金を科せられないと。このようなことから、

1990 年代の終わりからあった監視の仕組みは、有

名無実化してしまっていました。

　そこで監視制度ではなく、屎尿回収へ協力しても

らうと計画しました。たとえ安いコストでも屎尿を

買うということになれば、彼らはそれに協力するは

ずです。要するにインセンティブの問題です。そう

なってくれば分別する。生ごみもＯＫということに

なれば、その分別回収にも応じてくれるだろうと思

います。つまり、コミュニティに求められるものは、

以前は罰を科すような投棄の監視、モニタリングで

したが、そうではなくて、むしろ積極的な明るいも

のになっていくのではないかと思われたわけです。

　こういったことを考えて、私たちはプロジェクト

を提案したのです。エストラダ政権の下、初めの屎

尿といったところから拒否反応を示した環境省の

役人の方と非常に時間をかけて話し合ってきたプ

ロジェクトだったのですが、政変があってから環境

省の役人の方が上から下まですべて替わってしま

いました。そして、もうこのプロジェクトは動かな

くなってしまいました。私は一人残されてしまった図１４～１６　付録
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のですが、今後、また少しずつ努力してみたいとは

思います。あるいは、ほかにもこういった形で貧困

層のインセンティブをうまく機能させるようなメ

カニズムをデザインするようなプロジェクトは、恐

らく今後も考えられるのではないかと思われます。

　以上のことから、私がここで考えたことは、彼

らは彼らなりに固有のメカニズムを有していると

いうことです。民衆知というのはまだぼうばくと

したものですが、１つはネットワークではないか

と思います。彼らは極めて強いネットワークを持っ

ていますので、これをうまく利用すれば、例えばご

みの回収、屎尿の回収、屎尿の運搬といったもの

も、彼らに任せることが非常に効率的にできるとい

うことになります。実は彼らはそういった力を持っ

ているわけです。さらに、こういった状況はほかの

スラムでもかなり見られます。１つのスラムは特

異な存在ではなくて、実は彼らのネットワークは

周辺のスラムにも及んでいます。一言で言えばフィ

リピンのマニラ全体のスラムの人たちがつながっ

ているのではということになります。

　付録として調査結果を幾つかお見せしましょう

（図１４～図１６）。私の調べたマラボンの族内婚の

比率は大体 30パーセントでした。子供が３人いる

と１人は中で結婚するということになります。ナボ

タスでは 36パーセントですから、もう少し多いと

いうことになります。スモーキー・マウンテンには、

今 4000 世帯が住んでいますが、全部は調査できま

せんでしたので、名簿を基に無作為抽出で 1000 世

帯、それでも４分の１を取ってみましたが、大体３

割近くが族内婚になります。彼らのネットワークは

かなり緊密になっているということが分かると思

います。他方で、他の６割以上の結婚は外の人々と

のものです。つまり、同じ階層の中の結婚は、コミュ

ニティや地域を越えて、同じ生活水準のレベルの人

たちに広がっていますから、彼らのネットワークは

今後の政策に使えるのではないかと思われます。

　話が、今日のフォーラムのテーマと全然違った方

向に向かってしまったようで申し訳なかったので

すが、ここで私が言いたかったことは、最終的なご

みの行方を考えたときに、発展途上国はごみ箱で

はないということです。私自身としては、こういっ

た再生可能品のリサイクルは、いわばごみの押し付

けというか、一種のばば抜きになっているように思

われます。私は毎年、日本人の学生をこのスラムに

ホームステイさせています。親戚の方に古着があっ

たら持ってきて欲しいといったときに、非常にきれ

いな古着を持ってくる人もいますが、中には恐らく

もう捨てた方がいいのではないかという下着まで

持ってくる者がいるのです。確かに、日本にはもっ

たいないという非常にいい習慣がありますが、もっ

たいないからフィリピンに持っていこうと。これ

は、要するにごみの押し付けということになりかね

ません。

　もちろん、私はこういった善意を否定するわけで

はありませんが、こういった再生品のリサイクル、

例えばコンピュータであればWindows95 以下であ

れば、日本ではもう使えません。Windows3.1 とか

そういうソフトを使っている人はいませんが、これ

をフィリピンの方に不法輸出しても、フィリピンで

もだんだん使えなくなってきますから、ではだれが

最終的に使い捨てるかという問題があります。つま

り、日本のごみの処分場をフィリピンに持っていく

というだけの話になります。

　こういったところで、また国際的連携が必要であ

り、そのためにもこういった留学生の皆さんと一緒

に議論できるということは、私にとっても非常に刺

激的です。今日はどうもありがとうございました

（拍手）。
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討論者：　沈　俊傑　氏

（東京大学大学院博士課程、ＳＧＲＡ研究員）

（沈）　すごく面白い研究成果を聞かせていただき

まして、感動しています。私はシンガポール出身な

ので、ごみと聞いて、まず連想するのは罰金です。

ゴミに対してセンシティブな、小さい国ですから、

私から見ると、スモーキー・マウンテンのような、

極貧級の世界は本当にエキサイティングな世界で

す。印象に残っているのは、写真に出ている人た

ちはみんな笑顔で、やはりハッピーですね。想像

していたのとちょっとイメージが違っていました。

でも、多分この部屋にいるほとんどの東アジア人と

違って、東南アジア人は基本的にハッピーだと思い

ます（笑）。

　ハッピーですが、先生のご発表にもあったように

３割以上が族内婚で、多分、貧困が再生産、代から

代へ、続いて行くのだと思います。そこからの脱出

方法は、先生のなさっているプロジェクトもありま

すが、もう１つは教育という方法があります。私の

専門は教育ですが、まず基本的な質問は、就学率は

どれくらいあるか。もちろん、スラムで暮らすこと

は悪いことではありません。納得できれば、その人

の人生です。ただし、もっといろいろな選択肢を与

えたい。やはり、ごみを中心にして生きていくのは、

どこか寂しい気がします。その就学率のことをまず

お聞きしたいです。

（中西）　はい。まず、初等教育の就学率は 100 パー

セントを超えているのです。これは何を意味してい

るかというと、就学年齢と実際の年齢が違うという

ことです。つまり、１回ドロップアウトした人が

また入り直す、あるいは、降年してしまった人がま

だいるということになります。では実際に卒業し

た人はどれくらいいるかということになりますと、

このスラムに関しては、当時は大体 20パーセント

の人しか中等教育には行けませんでした。ただ、最

近ではほぼ全員が行けるようになってきました。こ

れは、ＮＧＯがフィリピンでは津々浦々で活動して

いますので、そういった成果だと思います。

　アジアにおける高等教育への進学率を見ると、多

分一番は韓国だったと思いますが、その次が日本

で、その次がフィリピンなのです。ですから、他の

アジア諸国の発展途上国に比べて、就学率は非常に

高いのです。ですから、世銀なども、就学率、教育

という問題を俎上に上げると、フィリピンに関して

は例外扱いしたくなってしまうのです。ただ、それ

は何を意味するかというと、逆に言えば、大学に

おける教育の中身の問題にも行き着くと思います。

そういった点で、私もまだちょっと調査が足りませ

んので、教育学の方々でやっていただくと非常にう

れしいと思います（笑）。

（沈）　ジャカルタやバンコクにも貧困層がいます

が、マニラのスモーキー・マウンテンのような場所

は本当にフィリピンだけです。ごみを資源としてみ

なすのは、すごくクリエイティブだと思います。ご

みを資源として見なしている民族性というものは

あるのでしょうか。フィリピン人の気質のようなも

のが、もしあれば教えていただきたいと思います。

（中西）　なぜスモーキー・マウンテンができたかと

いうと、ここに来る人たちは、実はフィリピンの貧

困地方なのです。ビコール地方や、ビサヤ地方の、

例えばレイテ島、サマール島の出身なのです。彼らは、

当然、飛行機では来られません。バスも高いのです。

一番楽なのはフェリーボートの船底に乗って揺られ

てくるということになります。彼らが船底で揺られ

てきて、一番初めに到着する場所がスモーキー・マ

ウンテンのすぐ近くの港です。ですから、職にあぶ

れてしまった、あるいは身寄りがなかった人たちが、

スモーキー・マウンテンに住み始めたと思います。

その中で、恐らく才覚のある人が、ごみ拾いといわ

れている人たちの親玉になります。これが仕切り場

経営者です。それで、他の廃品回収人をさらに呼び

寄せる、これによってスラムができます。



̶ 61 ̶

ＳＧＲＡレポート No.35 (2007)第 24 回 SGRA フォーラム in 軽井沢　ごみ処理と国境を越える資源循環

　彼らとしてみれば、都会に出てきたが仕事がない

時に、一番初めに目に飛び込んでくるのはこのごみ

の山であり、そこで生活する人たちです。ですから、

そこに自然と入っていってしまうという条件があ

るのではないかと思われます。もう１つは、他の国

と比べたわけではありせんが、フィリピンの人は

物を大切にするのではないかと思います。例えば、

今、日本でも言わなければビニール袋を渡してく

れないスーパーマーケットも出てきましたが、フィ

リピンの市場では、あのビニール袋を売るのです。

子どもたちが市場をうろうろして何をしているか

と思ったら、自分が見つけて洗浄した袋を売ってい

るのです。こういっ

たものも１つの商売

になりうる。ですか

ら、恐らくそれを見

つける才覚というの

はフィリピンの方に

あると思います。

（マキト）　フィリピ

ン人といっても、恥

ずかしいのですが、

先生の方がこのこと

についてお詳しいと思います。同じ国の人々ですか

ら、先ほどの課題のように、ＳＧＲＡメンバーとし

て何かできればいいと思いますが、やはり私から

言わせれば、平等性が欠けているのではないかと。

だからこそ、それが何とかならないか、解決しない

といけないと思います。中西先生とは、私が来日し

た当初からお付き合いさせていただいていますが、

今までのご研究は、ほとんど原因を探るものです。

どの政策を実施するときにも、現地のメカニズム、

現場のメカニズムが分からないと、下手をすると、

その政策が逆効果になるということはよくありま

すから。先生は、メカニズムの研究を、もう 20年

ぐらいなさってきて、いよいよ最近、その対策とい

う話が出てきました。先生の研究がその方向に動い

ているのではないかという気がして、本当にうれし

く思います。

　もう１つの印象としては、先ほどのように生々

しいものですみませんが、日本は、江戸時代は非常

に環境に優しい村だったと聞いています。資源が不

足している国ですから、それをいかに大切にして

いたかということです。人間から出るごみも、江戸

の村では商売で回収している方もいらっしゃったの

です。それが結果として村が非常にきれいだったと

いう話です。だから先生は、この有機栽培プロジェ

クトを、続けて行えばいいのではないですか（笑）。

そしたら私も考えずに食べます。貧困層の助けにな

るならば、どんど

んベジタリアンに

なってもいいと思

います。発想とし

ては面白いのでは

ないですか。有機

栽培の野菜は値段

が高いけど、皆さ

ん抵抗がないとい

うマーケットがも

う既にできている

というのは、ビジ

ネス機会としてはいいのではないですか。

（中西）　マキト先生とは、私は大学に入ったときに

チューターだったのですが、タガログ語を含めて、

むしろマキト先生からお教えいただいた側ですの

で、どうもいろいろとありがとうございました。

（マキト）　どうもありがとうございました（拍手）。



̶ 62 ̶

ⓒ 2007 SGRA

（高）　まず、前半の先生方のご講演の概要を私なり

にまとめてみましょう。

　鈴木先生は、「廃棄資源の国際間移動の現状と課

題：アジアを中心として」というテーマで、日本の

廃棄資源循環の取組みと国際間の移動の状況を詳

細なデータを用いて紹介し、日本とアジアの間の国

際資源循環のイメージを提示してくださいました。

さらに具体化に向けて対応策などを提案し、最後

に、地球市民を目指すＳＧＲＡの活動への期待を表

明しました。

　間宮先生は、ご自身の留学体験から、環境先進国

であるドイツの廃棄物処理の政策と法律を紹介し、

日本とドイツの相違点を明らかにしました。ドイツ

は資源循環への努力にインセンティブを与えていま

す。日本のように税金を使っていると、使い道が無

責任になりかねないこと、ドイツでは手数料を取っ

てリサイクルを実践しているということでした。

　李さんは、台湾、韓国、中国を中心としたアジア

各国の家電製品に絞ってリサイクルの取組みを紹

介し、具体的な事例から、国際資源循環の背景と問

題点を明らかにしました。

　中西先生からは、まず「幸せは何ですか」という、

我々人間が生きていく上で根本的な、ごみ以前の問

題から取り上げました。私がとても感動した言葉

は、「途上国はごみ箱ではない」でした。一見、非

常に極端な発言ではありますが、今後、国同士の理

解に基づいて進める必要であるという根本的な問

題が提起されました。中西先生は貧困から始めて、

これが環境にもたらす問題、あるいは環境が貧困に

もたらす問題を取り上げて、環境保全と貧困緩和の

関係をお話しされました。マキトさんは、日本は

江戸時代には資源のリサイクルをやっていたこと、

フィリピンではフィリピンに合うやり方を重視し

なければいけないこと、あるいはコミュニティを活

用した協力体制を作っていかなければいけないこ

とをコメントしました。

　私の解釈が正しいかどうか後で議論していただ

くことになるかもしれませんが、諸先生方に質問す

る前に、２点ほど共通認識を指摘して、あとの議

論のベースにしていただきたいと思います。第１点

は、ごみは再利用可能な資源であると同時に、不純

物や有害物が含まれているということです。資源化

することと、有害物を取り除くこと、この２つは矛

盾する行為になりうるわけです。第２点は、資源循

環が国境を越えていることです。私の理解では、有
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価物は実質的に商業ベースで動いています。例えば

古紙は相当な量が中国に行っていますが、これは全

く商業ベースです。あるいは、テレビやコンピュー

タなど、処理が安いから外国に持っていくケースも

あります。ところが、有害物や原子力廃棄物をどこ

かの国に持っていったら大きな国際問題になるわ

けです。

　そういう共通認識を立て、問題と対策を先生方

にお伺いしていきます。鈴木先生がお話されたよ

うに、基本的には我々個人個人が責任を担ってい

る、決め手は私たちであるという１つのポイント

があります。我々

自身が長持ちす

るものを高いお

金で買って長く

使えば、こうい

うごみ問題が少

しは緩和できる

わけです。間宮

先生は、実際に

ドイツの新しい

事例を紹介して、

国レベルの法律

や経済性を検討

しました。また、国のレベルで重視すべきコミュニ

ティという中西先生の話にもつながっていきます。

国と国のレベルでの対応は、李さんの事例紹介の中

でもその背景が説明され、鈴木先生のお話の中でも

Win-Win 関係とか信頼関係とか言及されました。

　では、講演者の先生方に伺う前に、私の大先輩で

もあり、ＳＧＲＡ環境エネルギーチームをご指導い

ただいている埼玉大学の外岡先生にコメントをい

ただきます。その後、４名の講演者の皆さんに５分

以内で印象や感想をお願いします。

（外岡）　私は３年前にこちらに呼んでいただいて、

地球環境問題の話をさせていただきましたが、去

年、西安で国際会議をやったときには、私のあいさ

つの途中で、高さんに長すぎるといって怒られてし

まいましたので、今日は怒られないように頑張りた

いと思います。

　まず、鈴木先生のお話では、初めにバイオマスの

お話がありました。もっと時間があるといろいろな

ことをお聞きできたと思いますが、バイオマスは非

常に興味深いテーマですが両刃の剣のようなとこ

ろがあります。私の学生がタンザニアにＪＩＣＡの

仕事で行ってきました。今バイオマス燃料が流行で

すが、タンザニアでも、イギリスの人たちが、バ

イオマス燃料を作

るための畑を作ろ

うとしているそう

です。しかし、タ

ンザニアの具体的

な現実を知ってい

る人からすると、

それはきっとタン

ザニアの小さなコ

ミュニティを壊し

てしまだろうとい

うのです。この話

は最後の中西先生

の話にもつながるのですが、結局は、いわゆる西洋

近代文明的なお金を通じた人間関係のようなもの

が、そうではない社会を壊してしまうところがある

わけです。

　順番を飛んで先に中西先生のお話ですが、一番面

白かったのは、貧困層の中にそれなりの秩序があっ

て、それなりのネットワークがあるということで

した。つまり、非西洋型や非ビジネス型、そういっ

た人間の生きざまというものを、非常に大事にしな

ければいけないと思います。それを壊さないように

することが、人類が生き延びていくために非常に大

事なところだと思います。

　次に間宮さんのお話のドイツの話も非常に面白

かったのです。私は先々週、ＩＥＡのパリの事務局



̶ 64 ̶

パネルディスカッション

に行ってデンマークの人と話をしたのですが、デン

マークは一種の環境ファシズムではないかと思い

ました。各家庭のエネルギーの使用量制限があり、

随分きつい。自由がなくて、みんな我慢しているよ

うに思えます。でも、皆さん納得してくれるのだそ

うです。地球環境問題を議論すると、しまいに環境

ファシズムになってしまう。それは、余りよくない

という意見もあるのですが、私はファシズムでもい

いから何かやってしまえと思ったりします。デン

マークではそれが現実に起こっているということ

を知りました。

　李さんの話の中で、リサイクル先進国か後進国か

という話がありました。ある意味で中国ってすごく

いい、日本よりいいところがある。この間も中国の

人から聞いたのですが、中国では家電製品が壊れる

とすぐ直してくれるのだそうですね。

　実は、私は、埼玉大学だけではなくて、インペリ

アル・カレッジというロンドンの学校の押しかけ教

員のようなのを兼務しています。また、私の所は中

国人の学生が多いので、いつもイギリスと日本と

中国を比べながら、これからの人類社会はどうなっ

ていくのか、どうしたらいいのだろかと考えてい

ます。そういう意味で考えていくと、ロンドンはど

うしようもないのです。後進国もいいとこで、全然

だれも直してくれません。やはり、中国のすぐ直し

てくれるとか、部品を一個一個むだにしないとか、

そういうことを生かしていくことが大切だと思い

ます。余り違法とか何とか言ってないで（笑）。　

私は、法律屋さんは「あほう学部」と言っている

のですよ。頭が固くて、「それは過去の事例がない」

とかそんなことばかり言うから。そんなことを言っ

ていたら、社会の変化に我々がついていけないでは

ないですか。

　今日の皆さんの話はすべて現実、現場に密着した

ところで、それから具体的なものをきちっと考えよ

うという、現実をきちんと理解して何かしていこ

う、問題解決を目指していこうという意欲がありま

す。やはり研究とはそういうものでなければいけな

い。結局はそういうことに対して何かやっていくこ

と、社会に生かしていくことが大事です。

　私は３年前にここで話させていただいて、それか

らまとめ直したりしているうちに私の考え方も進

んだのですが、つまり社会も命なのです。様々な状

況に対応して何かやっていこうということが、社会

に命を吹き込むことになるのであって、社会の硬直

化を防ぐわけです。せっかく軟らかくしようと思っ

ている社会を法律が硬くしてしまう。そうではなく

て、軟らかくてちゃんとうまくいく秩序を作るの

が、新しい私たちのチャレンジなのであって、その

ための努力をしようとしているときに、固いことを

言われたら困る。中西さんのご研究のように、フィ

リピンのあの貧しい人たちの中にヒントがあるわ

けです。

　ラブロックという人が、「地球全体が１つの生命

体であると考えよう」というガイア仮説を提唱し

ています。それを人類という狭い枠に当てはめま

すと、地球全体の何十億人の人類が１つの生命体で

あると考えればいいわけです。つまり社会も生き

物だということです。だから、具体的にこの現実に

どう対処していくのかということに対して本気に

取り組むことによって初めて社会が軟らかくなり、

社会が生き物になってうまくいく、つまり人類全体

が１つの生命体としてうまく機能するようになる

わけです。ＳＧＲＡのような活動は、そういうチャ

レンジの１つであるということです。

　私は何年か前にクレタ島に行ったのですが、クレ

タ島は昔、すごく文明が栄えた所なのです。なぜか

というと、南にエジプト、北にギリシャがあって、

地中海沿岸のいろいろな民族がそこに集まって、い

ろいろな文化が混じり合って、人類の知が固まって

新しい文明が生まれたわけです。今日のフォーラム

はまさにクレタ島のようなもので、いろいろなアジ

アの人が集まって、その知恵を出し合うことによっ

て新しい何かができてくるわけです。新しいアジア

を作っていく、その生命を吹き込んでいく非常に大

事な活動を、今日はやっているということではない
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かと思います。

（高）　ＳＧＲＡを評価していただき、ありがとうご

ざいます。社会は生き物である、ごみも我々の廃棄

物である、我々社会の一部であることを、世界の

人々、アジアの人々が集まって議論して認識してい

くというお話でした。文明論から経済格差までいろ

いろな問題が含まれており、その問題を１つ１つ解

決していくのは長い道のりではありますが、我々今

日ここで議論しようとしているわけです。外岡先生

が非常に難しい課題を提起されたわけですが、私か

らは、もっと簡単な質問から始めたいと思います。

　今日の課題は廃棄資源の国際間の移動というこ

とです。国際間の移動に対する概念としては、「自

分が出したものは自分で処理する」ということで

す。では、会場の皆さんに、自国のごみは自国で処

理すべきかどうか挙手でご意見をお聞きしたいと

思います。イエスかノーかいかがでしょうか。

　自国で処理すべきにイエスの方が、少数派になっ

ていますね。でも、イエスと言ったら、自国で出さ

ないように厳しく取り締まらなければいけない、そ

れが可能かどうか考えなければいけないわけです。

また、実際日本で売っているものはメイド・イン・

チャイナばかりですから、新しいものだけ持ってき

て、古いものを返してはだめですかという疑問にな

ります。ここで、この件について、先生方に一言ず

つコメントをいただきたいと思います。

（鈴木）　私も答えは出ていないのですが、ただ、現

実的に移動を止めるのはなかなか難しいだろうと

思います。「自分の所で作られた物は、自分で処分

しましょう」ということが原則だとされています

が、例えば日本ではブラウン管のテレビを製造して

いないわけです。ブラウン管というのは、放射線を

防ぐために鉛が入っているガラスですが、日本では

ブラウン管テレビを販売していないので、国内の工

場では生産工程を持っていないのです。でも、途上

国ではまだブラウン管テレビを造っている。廃棄さ

れたブラウン管を集めて、それがまた新しいブラウ

ン管テレビに戻り、それを使ってもらうということ

であれば、十分に資源の節約になり、お互いにとっ

てWin-Win の関係になるわけです。これから人口

がどんどん増えたときに、エネルギーと資源の問題

は大丈夫なのか。そんな状況において、日本では資

源として使えないけど、途上国のブラウン管を造る

のに使えるというものであれば、それを回していく

ということは非常に大事だろうと思います。ただ、

そのときにルールがあって、それに従って管理する

ことが必要です。ブラウン管といって、全然違うも

のが入ってくることがないようにすれば、お互いに

とってWin-Win だろうということです。

　もう１つ、北九州のＰＣＢの問題を例として挙げ

ましょう。北九州は非常にしたたかで PCB のよう

にみんなが嫌だと言っているモノはビジネスチャ

ンスと発想します。北九州は、西日本のＰＣＢを全

部集め、しっかり管理して、新日鉄の溶融炉など

を使って自分の所で処理しましょうと言い出しま

した。その代わり、それに見合うお金をもらうビ

ジネスにしたわけです。みんながごみは嫌だと言っ

たとき、それは逆にビジネスチャンスなのです。こ

ういう考え方も私は大事だと思います。

（中西）　私は「発展途上国はごみ箱ではない」、

「フィリピンはごみ箱ではない」ということをお話

ししました。これはここでの話題に対してかなり

ネガティブな姿勢だと思われると思いますが、私

自身が考えたのは、日本でできないというものを、

ほかの国に持っていくという事態に関しては、やは

りモラルが必要ではないかということです。発展途

上国には安い中古品を断る理由はないはずです。し

かし、日本では理由あって既にそれを使いたくない

ということですから、やはり限定的に対応する必要

があると思います。例えばヨーロッパであればＥＵ

ならＥＵというような制度的な枠内であれば可能

かもしれませんし、特定の産業に関しては可能かも
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しれません。そういった限定を付けた上で、個別に

考えていく必要があるのではないかなと思います。

素人の考えです。

（高）　中西先生の途上国の立場にたった考え方と

鈴木先生のビジネス的な考え方と、２つの側面から

とらえた見方は違うけれども、最終的には責任を持

つという前提で、人のために何か良いことをやろう

という共通点があると思います。

（中西）　その点では同じだと思います。彼らは実際

にビジネスをやっていますし、ある意味では非常に

狡猾に生活を立てています。ただ、そこにインフォ

メーションの不平等がありますから、それを逆手に

取るような行動に関しては、他の行動と同じように

規制することが必要ではないかと思います。

（間宮）　自国で処理すべきかどうかという切り口

は、多分もうお二人の先生方から答えが出たように

思いますが、その問題自体、違う方向から見なけれ

ばいけないと思います。議論が硬直するのを避ける

ために、「してもいいもの」と「してはいけないもの」

という枠組みを、どう作っていくかという方がいい

のかなと思います。

　李先生のご説明の中で、ＥＰＲ（拡大生産者責任）

の話がありました。基本的に拡大生産者責任という

のは、物を作った人が一番その物のいい面、悪い面

を知っているという考え方に基づいています。それ

を壊すときには何を注意しなければいけないかは、

生産者が一番知っている。だから、その人に、リサ

イクルしなさい、解体処理しなさい、適正処理しな

さいと要請するわけです。しかしながら、例えば

紙は世の中どこにでもあるもので、日本製紙が造っ

たものは特別で、日本製紙でないとリサイクルでき

ないということはないわけです。だから、一律に自

国でどうのこうのということではなくて、配慮を必

要とするもの、しなくてもいいもの、その辺の枠組

みを多角的に考えながら構築していければいいと

思います。

（李）　個人的な感想ですが、資源の国際循環は物質

の流れから見ると絶対必要だと思っています。つま

り、中国で言えば、古紙、廃プラスチック、金属類

を輸入して、製品を造って、それを海外に輸出して

います。要するに、物の流れの中で、どこかから持っ

てこないと造れないものがある。先ほどのブラウ

ン管のお話でも、造ったところに戻した方がエネル

ギーも資源も節約になる。そういう流れは必要なの

です。

　ただし、２点だけ気になることがあります。１つ

は、今までの話は、先進国から途上国に持ち込む話

でしたが、途上国から先進国へごみを持っていくと

いう流れもあるのではないでしょうか。例えば、途

上国で処理しきれないフロンやＰＣＢなど、もちろ

ん先進国から途上国に技術移転するという方法も

ありますが、逆に先進国で処理していただくことに

よって双方向の関係になる。要するに、相互にとっ

てメリットがあるのかという、そういう視点が必要

ではないかと思うのです。もう１点は、途上国では、

中国もフィリピンも東南アジアの国々もそうなの

ですが、国の中でかなり格差が大きいです。そうい

う格差が大きい所へ、廃棄資源を持ち込んだ時、自

分では十分に管理できないというのが現実的な問

題です。相互信頼関係を作っても、管理するための

規則を作っても、結局国内で管理できない。今、中

国では、国内の家電の回収さえ管理できないわけで

すから、そこへ持ち込んだ場合は、幾ら規制しても

必ず問題が生じる。それが実際社会の中の内在的問

題です。将来、人々の生活水準が向上して、日本並

の生活水準になって、人々の意識が高まれば、やっ

とある程度の管理ができる状態になるでしょう。現

実的には、十分に管理するための対策を執るのは大

変難しいと思います。

（高）　李先生が途上国から先進国へ流れもあり得

るのではないかと言いましたが、胡秀英さんから、

中国からの廃棄物資源の輸出状況はどうなってい

るかというご質問があります。鈴木先生、こういう
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逆のデータはありますか。

（鈴木）　例えば非鉄精錬の技術は日本がすごく進

んでいます。中国にも非鉄精錬の技術を持っている

所はありますが、銅など、いろいろな貴金属の回収

率は日本の方が高い。しかし、ＮＥＤＯが昨年出し

た調査によれば、そういう希少金属が含まれるもの

は、中国は国外に出しません。つまり、中国が資源

としての価値を認める回収物は、日本で処理する方

が確かに回収率は高いものの、それは中国の資源と

して国外へ出すのはまかりならんということのよ

うです。

　先ほど拡大生産者責任という言葉がありました。

今までの生産者の責任は、テレビを売ったら、その

テレビがちゃんと映る、つまり製品の品質の保証で

した。でも拡大生産者責任というのは、それが廃棄

になったあとも生産者の責任なのですよということ

です。例えばＮＴＴドコモの中国のシェアは10パー

セントくらいですが、中国で売ったＮＴＴの携帯電

話が廃棄されたらＮＴＴドコモが引き取る責任があ

るというように考えることもできます。つまり拡大

生産者責任を逆手に取って、製造者が回収して、日

本に持ってきて処理すればいいと私は考えています

が、なかなかそこはうまくいかないらしい。これを

ごみと見るのか資源と見るのかそれぞれの考え方が

ありますし、そのうち必ず高騰するはずだと思うと

「取っておく」という考え方もあります。今の技術

では経済的に資源回収できなくても、５年後、10

年後に経済性が高くなれば、必ずそれが資源として

回収できるようになるということですね。焼却施設

から排出される飛灰なども金属が濃縮されているの

ですから、今資源としては使えないからといって

セメントに混ぜてしまえというのではなく、将来の

ために取っておくということだってありうるわけで

す。事実、ドイツではそのようにしています。

　先ほどの質問については、今のところ私は分かり

ません。中国から日本とか先進国に流れているもの

は余りないのではないかと思います。本当は資源の

価値から言うと、日本もバージンから持ってくるよ

りは、廃棄資源を持ってきた方がかなり得なものも

随分ありますが、そういうものはなかなか輸出して

もらえません。そして日本で価値が余りないもので

あれば、日本としてそれを持ってくるインセンティ

ブがないので、なかなか厳しいと思います

（外岡）　大体、国なんてものはもうどうでもいいの

ですよ。人類１つなのだから。まあ、そうもいかな

いのですが（笑）、東京都は区ごとにごみ処理する

ことにしたのです。それはばかだという話もあるの

ですが、間宮さんが言われたように、結局は、金か

けて技術で解決し、渋谷駅のそばにごみ処理場がで

きました。

　先ほどのリースの話は面白いと思いました。例え

ばだいぶ時間がたってから、そういう有害物をばら

まいてはいけない、それをちゃんと回収しなければ

ならないとなったときには、ばらまいたものを集め

るのはすごくコストがかかります。それを考えれ

ば、少しコストがかかってもリースにしておいた方

がいいかもしれません。

　例えば 21世紀の日本社会が老齢化してへたって

きたところに、発展途上国から「何年前にあんたの

国から輸出されたもので、うちの国が汚れてしまっ

たではないか、だから何百億円よこせ」と言われて

も困るけど、そういうことだって起こりえないわけ

ではない。問題は 20世紀型の工業文明というもの

が、非常に希少な資源を使って成り立っていること

です。

　埼玉にクワバラ・パンプキンという面白い解体処

理業者がいます。その人は、「地球にとげの刺さる

ようなものを使ったり作ったりするのはよくない」

と言います。近代建築には、そういう地球にとげの

刺さるようなものが混ざっている。だけど、それ

をとげが刺さるから使わないのだと言っていたら、

私たちはパソコンも使えなくなってしまうので、結

局は地球にとげにならないように使っていくとい

うことになるわけです。

　つまり、資源に対する考え方、資源生産性
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（Resource Productivity）からみても、１回使った

ものはすごく大事に使っていかなければいけない

わけです。１回人類が取り込んだものをしっかり

使っていけば、その利益を得ることができるし、し

かも環境を汚さないで済むわけです。鉱物資源を

使っているのは、生物の中で人類だけなのですか

ら、地球に対する責任として、我々はきちんと使わ

ないといけないということです。

（高）　要は我々自身です。生産者がちゃんと生産責

任をもって、我々消費者も使う責任者として、シ

ステムを作ってい

かなければいけな

い。また実際、世

の中はビジネスの

社会ですから、こ

ういう理解を求め

ながら、ビジネス

チャンスが生まれ

ていくことも１つ

の大事なファク

ターなのです。

　さて、ごみか資

源かという問題については、私自身実感がありま

す。我々留学生が日本に来たときに中古のものをも

らいました。そのときの我々から見れば資源です。

日本の家庭から見ればごみです。ただし、この場合、

相互理解ということが非常に大事なわけです。自

国で処理すべきものは処理すべきという意見はあ

りますが、それは現実的ではないので、ごみという

問題、資源という問題も、大きなグローバルな流れ

の中で、各国の共通認識に基づいて処理していかな

ければいけないということだと思います。では、こ

こで質問ですが、どうやってそのような国際資源循

環のモデルを作っていけばよいでしょうか。生産者

責任といっても、実際の国と国の間ですから、そう

上手くはいかない。先ほど鈴木さんがＮＴＴドコモ

の例を取り上げましたが、中国政府に要求しても、

中国政府は決して出さない。金などの貴金属が入っ

ているわけですから。しかし、例えば私の友達が蘇

州で工場を造って、その現地法人で廃棄資源を処理

して新製品を出していくというケースもあったり

して、実際に日系企業が中国の資源循環に取り組ん

でいたりします。要はそういうものが本当に環境負

荷を少なくするモデルになりうるのでしょうか。

（鈴木）　多分できると思います。それはどういう

形で作るのか、いろいろと試行錯誤しなければい

けませんが。回収―選別―処理―リサイクルとい

うステップの中

で、回収と選別

のところで環境

への負荷が生ま

れます。そうし

たときには、回

収や選別をする

ところ、少なく

とも選別のとこ

ろは、ある特定

の管理者がやっ

た方がいいわけ

です。残りの残

渣は、例えば、すぐ近くに焼却のエネルギー回収が

あるような所でする。

　日本では、今までエコタウンなど、集中的に静脈

産業の育成をしてきたノウハウがあります。ある特

定の所へ持ってくる人でないと回収はさせません

よと誘導する仕組みをモデル的に作ることが必要

だと思います。そういう仕組みを作るために、日本

ではいろいろな経験をしたので、例えば中国やベト

ナムでも、一緒にやっていくことはできるのではな

いかなと思っています。

　懸念されるのは有害物質の扱いについても、そう

いうものを多く出してきたために、過去にいろいろ

な問題を抱え、対処してきた経験が日本には随分あ

ります。例えば水銀だったら今は野村興産に集めて
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処理していますが、過去には失敗の経験もしている

わけです。そういう所の協力を得て、こうするとト

ラブルが起きるよということを技術移転していく

ことはできると思います。

　実はもう既にマレーシアとフィリピンで JICA 事

業としてそういうことをやっています。有害性廃棄

物の処理施設を１か所に集中して処理する事業で

す。フィリピンでは我が社が事業計画づくりを行い

ました。なぜフィリピンかというと、日系企業か

ら出てくる半導体からの有害廃棄物がこんもりた

まっていたのです。さきほど、途上国から先進国へ

の流れの話がありましたが、日系企業が危険物、有

害物をフィリピンでは処理できないために、わざわ

ざ日本に運んでいたのです。しかし、それではフィ

リピン国内で半導体などの製造に支障がでてくる

可能性があるということで、日系企業が日本大使館

に依頼し、経済産業省に届き、JICA 調査が起きて

この事業が計画されたわけです。日系企業のために

施設導入を検討したわけですが、施設は日系企業以

外でも利用できるものになっています。

（高）　孟子敏さんから、先ほど李さんが紹介した

電子廃棄物の解体作業場は中国の中にどのぐらい

あるのかという質問です。また、李さんの報告は、

インターネットの出典がよく出てきましたが、現地

調査はしているでしょうか。

（李）　まず、中国にあるリサイクルに関わる工場

の数、あるいは従業者の人数は、だれもはっきり

分かりません。家電だけでなく、古紙、プラスチッ

ク、ガラスなどいろいろ回収している人は、全国

で 1000 万人、あるいは 3000 万人など、いろいろ

言われています。大きくとらえれば、こういった産

業にかかわっている人々は、広東省や、北京や上海

などの大都市やその周辺、豊かな所に集まっている

わけです。どういう人間が働いているかというと、

大体農村から出稼ぎに来る人が多い。例えば北京周

辺で、家電も含めてごみ資源を回収している人は十

数万人ぐらいいると言われています。ほとんど田舎

から大都市に出稼ぎに来たけど職が見つからない

人たちで、ごみ資源を集めて売って、それで何とか

生活できる。ある地域はそういう人ばかり住んで、

大都市の中でスラムのような所もあるわけです。そ

れはアジアに共通の、経済格差によって生まれてき

た１つのひずみというのが現状です。

　今日写真で紹介したのは、広東省で一番有名な貴

嶼や清遠（Qing Yuan）という所です。外国から価

値のあるものを輸入して手で解体して、また資源と

して売っていく場所は幾つかあります。浙江省の

台州では、海外から廃棄されたケーブルなどを持っ

てきて、銅やアルミなどを取り出して、めちゃく

ちゃもうかっている人がいるそうです。毎月マカオ

に行ってギャンブルをやっている大金持ちの人も、

数千万ぐらい損したという話も聞いていますが、こ

の商売はものすごく利益が高いということです。

　ただし、全体的にはこういった規模になってない

のです。個人あるいはファミリーですから、管理が

難しいというのが現状です。家電リサイクル法で

ちゃんと規制することによって、より規模のある企

業を育てて、適正処理できる能力のある、体力のあ

る企業を作る。そのような企業が増えることによっ

て、より管理しやすくなるというねらいがありま

す。ただし、数千万人の個人がばらばらに働いてい

るということを考えると、現実的には、なかなかそ

ういった集積化は難しいのではないかと思います。

（高）　ありがとうございます。資源循環の利益で一

部の人はギャンブルまででき、多分、その町の人々

も少し豊かになりました。では、このようなリサイ

クル方式で、人々は本当に貧困から脱出できるので

しょうか。また実際コミュニティはどうなっていく

のでしょうか。廃棄回収のコミュニティができてし

まうと、新しくよそから来た人が参入しようとした

らどういう状況になるのでしょうか。あるいは資

源循環の管理がうまくいくと、ごみを回収する人
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は仕事がなくなり失業してしまいますが、そういっ

たことは問題にならないのでしょうか。外岡先生か

ら中西先生への質問です。

（中西）　まず、廃品回収人の世界から見ますと、仕

切り場経営者と廃品回収の関係は、買い手独占に

近いのです。ですから経営者は比較的安い賃金を

支払っている（この場合には安い買い取り価格で

廃品を買っている）ので貧困は解消しにくいと思い

ます。ところで、新規の参入が生じるとどうなるで

しょう。私は 20年間に２回ほどそのような事例に

直面したのですが、２回とも同じでした。５つの

ジャンクショップ、仕切り場経営者が新規参入価

格を設けたのです。一時的にですが、比較的高い価

格で廃品を買い取ってしまって、新規に入ってこよ

うとしている業者を追い出してしまったのです。で

すから、この 20年間に仕切り場が増えることはあ

りませんでした。実は現在は３つになっています。

なぜかというと、破産してしまったからです。です

から、この辺の関係は寡占に近く、労働者は弱い立

場だと思います。

　次に、スカベンジャーは様々な役割を果たしてい

ます。中古のプラスチックや古紙を再生工場に供給

していますが、同時に貧困層内での流通、閉じてい

る流通も存在しています。これは先ほどご紹介した

ビニール袋もそうですが、ほかにも例えばコップを

回収して洗浄して使ったり、プラスチック製品を火

であぶって直して使ったりするわけです。したがっ

て、いきなり廃品回収人が失業する、あるいは消滅

するといったことは、今のところ考えにくいのでは

ないかと思います。

　中国の事例で、向こうの人は非常に器用だという

議論があったと思います。フィリピン人も同様で

す。テレビやラジオ、あるいは家電が少しでも故障

すれば、たちどころに直してしまいます。ですから

壊れたものがあったら持ってこいと、私はいつも言

われています。ほとんどの人が本当に簡単に直して

しまいます。なお、電気工（electrician）というの

は実は盗電のためにいる人たちです。

　そこで、私が不安に思ったのは、拡大生産者責任

が仮にあったとしても、彼らはかなり分解してしま

う、そうなったらどうなるのかということです。い

ろいろな部品を使って新しいものを作ってしまっ

たら、それは適用外ですが、実は発展途上国の再生

品はそういうものがほとんどなのです。原型をとど

めていないと思います。日本のテレビなどの家電を

そのまま使っているというケースは、私が見る限り

はありません。部品は恐らく使っていると思いま

す。この辺りが問題になると思います。

（高）　私が子供のころ、母から常に言われました。

例えば衣服でいうと新しいのは３年、ちょっと古く

なって３年、傷になったときにまた３年という言葉

があるわけです。これは今日のテーマと全く矛盾し

ません。要はこれがベースであって、我々ができる

ことは物を長く使うこと、使ってからなるべく資源

にするということで、両者は矛盾しないと思います。

（ザオ）　ベトナムでは「日本はアジアのドイツ」と

言われています。ベトナム人の目から見たら、ドイ

ツの文化と日本の文化はとても似ています。今日の

発表では、ごみの処理の問題から見ても、いろいろ

面白い、勉強になることもあります。私はずっと日

本とドイツはとても似ていると思っています。今日

の間宮さんのお話では、ごみを巡ってはいろいろ違

う点もあるようですから、もうちょっとドイツと日

本の文化について話していただきたいと思います。

（間宮）　すごく大きな課題だと思います。ドイツも

日本も工業国なので似ていると思われたのだと思

います。自分自身も似ているところはどこなのか、

違うところはどこなのかということを常に見てい

ました。日本とドイツは言葉的にプロセスを重視し

ます。最後に何とかではないとか、何とかではある

と言える言語なので、頭の中で必ずプロセスを１回

考えてから結論を出せるわけです。それに対して、

それ以外の多くの言語は最初に結論があって、そ

れを説明するという思考になります。そんな点も、
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それ以外の言語の人から見ると、似ていると思われ

るのかもしれません。

　それから、ごみを離れて日本人とドイツ人がどう

違うか。ごみに埋まっていたので余りよく分かりま

せんが（笑）、基本的に政治家の質が違います。今

のドイツのメルケル首相は物理学の博士です。政治

家、議員など、国のトップレベルの人はほとんどド

クターを持っています。ドクターを取るのはドイツ

では非常に難しくて、博士号を取得すると町の人を

呼んで、市長まで来て、お祝いします。世の中に対

して責任を執る立場の任を担うということを宣誓す

るのと同じです。要は文化として重みがあります。

　ドクターだけではなくてマイスターも同様です。

マイスターの試験は、例えばバイオリンを作るマイ

スターは、４科目あって、そのうちの１科目しかバ

イオリンを作る試験はありません。それ以外に何を

やるかというと、教育学や会計学です。マイスター

になったらお弟子さんをとって、その技術を伝え

ていくわけですから、教育や会計に関する知識が

絶対必要になるので、そういったものがマイスター

の試験の中に入っているのです。それがずっと続い

ている。この辺り、昔ながらのいい面、あるいは厳

しいところがまだまだ残っているのが大きな差か

なと思います。

　何が言いたいかというと、基本的に、世の中を

引っ張る人と、その人たちが作ったルールに基づい

て動く人、その差が確実に存在しているということ

です。日本の場合は差がよく分からないという感じ

がします。

（高）　会場に返す前にもう少し寄り道したいと思

います。孟子敏さんからの非常に重要な質問です。

ぜひ外岡先生に答えていただきたいです。自由な質

問なのでだれが答えてもかまいません。もし地球に

おける石油、核などの資源がすべてなくなってしま

うならば、我々人間の生活はどのような状態になる

かという質問です。

（外岡）　私は、今、住宅のエネルギーのことをい

ろいろ勉強しています。ある人が調査したところ、

セイロンのある島での人間のエネルギーの消費量

を見ると、炊事のエネルギー以外何も使わないのだ

そうです。それで彼らは生きているわけです。要す

るに人類の生活の基本は炊事のエネルギーだけあ

ればいいのです。だから、人類は元に戻るというこ

とで、ハッピーなのではないですかね（笑）。ちょ

うど中西さんのグラフがあったけど、フィリピンよ

りもっと上に行ってしまうということではないと

思いますが、どうでしょう。

（高）　中西先生のハッピーとＧＤＰのグラフはど

うやって作成されたのか教えていただけますか。

（中西）　ＧＤＰの方はＰＰＰ（購買力平価）で測っ

た一人当たりのＧＤＰです。これは世銀の世界開発

報告のデータです。それから、縦軸の方の幸せかど

うかというのは、電通総研と日本リサーチセンター

編の日本語版『世界６０ヶ国価値観データブック』

（2000 年版）のデータによっています。５年ごと

に実施してきた世界価値サーベイの日本語版です。

主観的にあなたはハッピーですかという質問で、４

段階で回答したというシンプルなものですが、２つ

をあわせると非常にセンセーショナルな結果が出

ます。

（外岡）　先ほど答えが短か過ぎたので、少し固い話

をします（笑）。前もここで話したのですが、私は、

持続可能性（サステイナブル）から、サンステイナ

ブルという言葉を作ったのです。つまり、化石燃料

や他の資源がなくなったら太陽エネルギーに頼る

以外ないのです。元々石油だって昔の太陽のエネル

ギーの貯金なのですから。だから、サンステイナブ

ルな状態になればハッピーなのです。

　それともう１つ、通常よく言われているサステ

イナブルの定義は、貧乏人の貧乏を解決すること。

特に都市の貧乏人です。つまり、そういう人たちを

ほうっておいて環境問題を解決したからといって、

何がサステイナブルだという話です。ロンドン市
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に関連した委員会があって、私のインペリアル・カ

レッジの同僚の先生が委員になっています。不平等

とか貧困も解決しないといけないのです。20世紀

の不幸の原因は、石油や資源の取り合いがあるわけ

だから、全部なくなってしまうとみんな平等になっ

て、戦争がなくなっていいかもしれません。また極

端で、余り答えになっていませんね。

（李鋼哲）　中西先生の話を聞いて、ビジネス的発想

も込めた対処方法を考えるのは非常に素晴らしい

と思いました。堆肥を作って日本に輸入するという

話ですが、実は私、数年前に相談を受けたことがあ

ります。日本でも、生ごみを有機肥料に作るシステ

ムがかなりできています。ただし、有機肥料を処理

するマーケットが日本にはなくて非常に困ってい

るということでした。そこから話が私の所に来て、

有機肥料を何らかの方法で、中国経由で北朝鮮など

に送ったらどうかという話でした。日本国内では、

有機肥料のマーケットが限られているようなので、

フィリピンの堆肥は、必ずしも日本にすぐ輸入する

ということではなくて、それを第三国、例えば中国

など、今、化学肥料や農薬をたくさん使っている所

に送り、そこから有機栽培の野菜などをまた日本に

輸出するという循環がもっと合理的なのではない

かと思います。

（中西）　私が話したのはあくまでもフィリピンだ

けのプロジェクトです。私の世代ですと、鶴見良

行さんの『バナナと日本人』という本がありまし

た。いかにバナナが薬漬けになって危ない食べ物

か、それによってフィリピンの労働者が苦しんでい

るかという話だったと思います。フィリピンで作っ

た有機肥料をどういう形で使うかは、今後の課題で

もありますが、例えばバナナ、マンゴー、パイナッ

プル等、輸出の果物類も含めて考えていました。

　バランゴンバナナというのは、フェアトレード

で、最近生協などでも出ているものです。フェアト

レードへの関心も高まってきました。有機農業で、

貧困層と密接な関係がある商品ということで出せ

ば、ある程度まで商業レベルに乗れるのではないか

という発想です。

（鈴木）　有機の循環について付け加えます。実は杉

やヒノキでも３回も伐採、植樹を繰り返すと地力が

弱ってしまうのです。ヒノキは植えてから 50年か

ら 60年で伐採できます。伐採後、もう１回は植え

られるけど、その次は十分大きく育たないと言われ

ています。木の生長に利用された有機物もその土地

に戻さないといけません。木の栄養は太陽だけでは

なくて地面からも必要ですから。今、杉やヒノキは

戦後に植林されたもののちょうど伐採期になって

いますが、その伐採後あたりから、土の手入れをし

ていくという認識が必要です。

　日本は今、バイオマス燃料の輸入を考えています

けど、輸入すれば、相手国からそのような栄養分を、

「燃料」という形で収奪するわけですから、本当な

らば地力を奪った分は何らかの形で戻さなければ

いけません。無機物の循環は進み始めていますが、

有機物の循環は検疫の問題などいろいろな問題が

出てきます。

　例えばオーストラリアでも、いろいろな所で地力

が弱って、そこを何とかしたいと言ってきているの

です。でも、オーストラリアは世界でも有数の検疫

が難しい国です。彼らが欲しいのは堆肥ではなくて

微量成分なり肥料成分が欲しい。例えばミミズを

飼って、ミミズのおしっこを濃縮し、それを殺菌

し先方に送るなど、何かそういう工夫が必要です。

有機物の循環を考えるというのは、実は大きなテー

マだと思います。

（高）　ザオさんから、中西先生の講演の中にあった

「民衆知」とは具体的にどういう内容かという質問

です。

（中西）　これはジェームズ・スコットが近著

Seeing Like a State で指摘したギリシャ語のmetis

という言葉によっています。彼は例えば種痘を取り

上げて説明します。種痘というのは牛痘から出たも
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のを注射しますが、ジェンナーが、どうやってそれ

を見つけたかというと、牛痘を患っていた牛飼いの

女性が、「牛痘があるから、私は天然痘にはなりま

せん」と言ったという話から出発したと言われてい

ます。そして、さらに驚くべきことは、実は人痘接

種法というものが、それ以前からトルコ、中東、ア

フリカ、アジア、幅広い地域でかなり行われていた

のです。つまり天然痘になった人で軽く済んだ人の

傷口を塗ると、これで軽い天然痘で済むという知恵

は、実は以前からあったわけです。そういった知恵

をジェンナーという人が科学的に実証して、科学の

地位に高めまし

た。要するに科

学が今まで発見

してきたものの

多くは、その前

に「民衆知」が

あったのです。

　これもスコッ

トの受け売りで

す が、 現 代 の

世界の薬の７割

は民間療法から

出ているそうで

す。それを薬学

の方で発見して、体系化したものが現代の薬品で

す。私は社会科学の方でも、そういったことはでき

るのではないかと思います。それがここで言う民衆

知です。

（胡）　私の娘が小学校１年生のときに、何になりた

いかと聞いたら、彼女はごみのシステムを設計し

て、私の故郷、成都のごみを全部処理したいと答

えたので、うれしいというか、複雑な気持ちになっ

たのです。というのは、子供たちが、ごみの問題を

感じているということでうれしく思ったのですが、

ごみ処理の問題はなかなか解決できないもので、彼

女たちが成長して研究するまで、10 年か 20 年は

待たなければならないのは、ちょっと悲しいと思

いました。質問したいのは、中国は人口はナンバー

ワンで、ごみの生産もナンバーワンだと思います。

中国を例として、例えば中国のごみシステムをどう

やって作ればいいか、リサイクルシステムはどう

やって作ればいいか、先生方のご意見をいただけれ

ばうれしいです。

（高）　ありがとうございます。愛情を一杯持ってい

るお母様の声ですので、ここに座っている先生方、

しっかり短く答えていただきたいと思います（笑）。

（外岡）　中国の場

合、沿岸から内陸

に向かって、順番

にずれていくよう

なところがあると

思いますが、その

関係が、悪くする

と国内南北格差問

題になってしまう

わけですが、うま

くすれば学習効果

で順番に、上海の

経験を上手に生か

していくような話

になると思います。ただ、ごみ処理の問題ですと、

浙江大学の燃焼工学の研究者の皆さん、まさに高偉

俊さんの後輩などが、だんだん中国でもごみを焼却

するとか言っているわけですが、今は中国のごみは

水気が多くて、焼却するに値しないのです。だから、

おそらく、一部分だけを焼くということになると思

います。その前に、まずごみをどうやって減らすか

ということがありますが、多分中国の人は割と昔か

ら、それは長安の昔から、うまく循環利用して、い

ろいろなものを大事にして使っているわけだから、

初めからごみの量も少ないでしょう。それを前提に

したごみ処理の体系は、これから高さんや李さん

たちが中国に帰って、ちゃんと現実に合った研究

をよろしくお願いします。もし自分たちでだめだっ
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たら、弟子を育てればいいのですから。

（鈴木）　ごみのシステムを作るというのは難しい

ことです。解決しなければいけない課題があったと

きにみんな考えるので、日本で環境問題に熱心な北

九州や水俣は公害問題で昔痛い目に遭った所です。

また、このままでは地域産業が衰退し、人口流出が

問題となるなどそういう危機感をばねにして進ん

できたというケースが多いと思います。今の状況で

何も困らなければ変わる必要がないですから。

　例えば名古屋市が変わったのがいい例で、３割ぐ

らいごみを減らしたのです。これも、処分場とする

藤前干潟に対して住民の大きな反対運動が起きて

名古屋のごみの処分場として利用できなくなった

のです。「名古屋市内にごみが溢れてしまう」とい

う危機感が醸成されることにより、いろいろな形の

知恵が出て市民が協力し、ごみが３割減ったという

大都市では一番ごみを減らした事例です。

　私が最初に説明した千葉市の例のように、清掃工

場の建替えもやはり地域で大問題になります。地域

住民に清掃工場の建替えに協力してもらうため「お

土産」といって、清掃工場の隣にプールを造るとか

すると、100 億円とかそういうお金がぼーんと飛

んでしまうのです。私は、逆に、清掃工場を造らな

い、お金はこういうことに還元する、だからみんな

協力しようよと呼びかけるべきだと思います。清掃

工場を作らなくても、ごみ減らした分で２～３億

円ぐらい税金が浮くのです。その２～３億円浮い

た分の何割かは住民に返す。市民も協力するメリッ

トがないと、なかなか積極的にならないと私は思い

ます。

　新しい清掃工場をつくるときに、例えばプラス

チックの分別方法を変えるなど、行動を変えること

ができるのですが、このように何かきっかけがあっ

たときでないと社会システムを変えるのは難しい。

社会システムづくりにはきっかけをうまく捉える

ことが大事かなと思います。さらに、システムは

それぞれの地域の実情に合わせることも大切です。

途上国では、例えばスカベンジャーがいたら彼らを

どう巻き込むのかとか。彼らの生活が奪われてしま

うとまた困る。国によって、地域によって社会の状

況が異なるので、十分注意して、かつ持続可能な社

会の方向に変えていくことが必要なのだろうと思

います。

（中西）　私は中国には２回しか行ったことがあり

ませんので、中国に関して全く無知で、また環境

についても全く素人ですので申し訳ないのですが、

先ほども申し上げたように、相互監視によって、ご

みの問題を管理するということは非常に難しいと

思います。これはコミュニティの中でもあつれきの

もとになります。鈴木先生もおっしゃったように、

インセンティブメカニズムをデザインする、あるい

は発見するという方向が望ましい。

　例えば間宮先生がおっしゃったようなデポジッ

ト方式で、日本円にして 50円のお金を取れば、返

さない人はいなくなるわけです。このことは地域に

よってお金の単位も違いますし、状況も違いますの

で、そこのコミュニティの方が発見していくのだと

思います。そのための起爆剤のようなものを特に留

学生の方々、あるいは、若い方々に期待できればと

思います。

（間宮）　非常に難しい問題だと思います。ヨーロッ

パでごみ焼却施設が初めてできたのは1800年にロ

ンドンでした。理由はコレラです。日本は屎尿を還

元していましたから、そういう問題が東京で出てく

るのが１世紀遅れて 1900 年ぐらいですが、やはり

コレラが出てきて、ごみを焼却しましょうというこ

とになりました。そういう問題があって、それを何

とかしなければいけないと、上の人たちが考える。

その意識をまず持たないと何も動かないのかなと

思うわけです。ですから、ごみの問題、環境問題が

もうそろそろ危なさそうだという意識がなければ、

なかなかどこでも動かないのだろうと思います。

　かりにそれを思ったとき、もう１つの問題が出て

きます。今のごみの問題と１世紀前のごみの問題は

全然違うということと、日本は、たまたま、問題
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が出てきた環境を常に見てくることができたので、

問題が出てきたらそれをすぐ解決することができ

ました。しかし、今アジアで問題になっているの

は、基本的に環境をほったらかしにしていながら、

現代のごみが直接投棄されてしまうことで、そのレ

ベルをいきなり日本のレベルに上げるためには、も

のすごい勉強なり相当のドラスティックな改革を、

意識レベルでも技術レベルでもしなければいけな

いということになってしまう。これはすごく難しい

問題だろうと思います。

（李）　ごみはシステムで処理していく前に、まず、

ごみに対して社会がどのように考えているかとい

うのがあります。時代によって価値観が変わること

によって、焼却していいのか、リサイクルするのか

という処理のシステムへの考え方が変わっていく

わけです。例えば私が80年代ごろ北京にいたとき、

清華大学というかなり郊外にあった大学で、そこ

の食堂から出てきた食べ残しは、近くに農地があっ

て肥料として使うために農家の人が取りに来てい

ました。だんだん都市が大きくなると、清華大学が

もう市の中心になってしまって、周りの農地はどん

どん消えてしまって、取りに来てくれる人がいなく

なってしまいました。そうすると、ごみになってし

まうのです。元々資源だったものが、時代の変化、

あるいは都市の発展によってごみになってしまう。

そういう変化の目で、この問題をとらえていかない

と、焼却していいのかリサイクルしていいのかとい

う話に結論を出すのは難しいのではないかと思い

ます。

（高）　そろそろ時間になりますので、今日のフォー

ラム「ごみ処理と国境を越える資源循環」を、私

なりに５つくらいにまとめてみます。第一は、しっ

かりした協力体制が必要ということ。第二として、

その前に排出側と住民側、要は生産者責任体制を取

り入れること。第三は、ごみ問題をWin-Win のビ

ジネスにしていくべきではないかということ。第四

は、情報公開です。ごみ問題は非常にシビアなの

で、情報公開していかないと誤解されて、大きな社

会問題、コミュニティの問題が生じます。第五は、

信頼関係の構築です。私とあなたは友達である、あ

なたの立場に立って考えるよと。それこそ我々ＳＧ

ＲＡ、地球市民の使命でもあるわけです。今日の

フォーラムで学んだことで我々にできることは２

つです。１つ目は、我々は使用側としての責任があ

るということです。二つ目は、信頼関係を作ると

いうことです。我々のネットワーク、アジアの人々

のネットワークで、そういう信頼関係を作っていき

ましょうということで、まとめとします。
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講師略歴

【略歴】

1982 年 10月～ 1984 年 11月 　　フィリピン天然資源省　村落開発普及員

1987 年３月　　国際大学大学院国際関係学修士課程修了

1987 年 4月～ 1991 年 6月　　㈱エックス都市研究所　環境科学研究室研究員

1997 年 7月～ 2001 年 6月　　㈱エックス都市研究所　廃棄物計画室室長

2001 年 7月～ 2003 年 10月　　㈱エックス都市研究所　環境社会計画部部長

2003 年 11月～現在　　㈱エックス都市研究所　取締役　循環型社会推進グループ部長

2001 年 4 月～ 2005 年３月　　長岡造形大学　非常勤講師

2004 年 4 月～現在　　山梨大学　社会人特別講義講師

2006 年 4月～現在 　　東京大学大学院工学系研究科　非常勤講師

【主要著書・論文】

１． フィリピン開拓村における社会経済学的調査（鹿島学術財団、1985 年）

２． 「開発途上国の廃棄物管理の改善手法」5章「都市廃棄物管理の社会・文化的側面　スカベンジャーへ

の対応」（JICA、1993 年）

３． 『Waste Minimization Practices』( 共著、アジア生産性本部 ､2000 年 12月 )

４． 『環境ハンドブック』( 共著 ､社団法人産業環境管理協会 ､2002 年 10月 )

５． Reduction of Methane Released from Palm Oil Mill Lagoon in Malaysia and Its Countermeasures, 

Volume8, No.3, 2003, 237-252, Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change

６． 家庭用コジェネ機器等のリユース事業の可能性に関する研究 ( 環境科学会、2005 年 9月 )

【現職】　

鹿島建設㈱技術研究所　土質・地盤環境グループ　上席研究員

【略歴】 

1990 年　東京大学大学院修了（工学修士）

1990 年　鹿島建設㈱技術研究所

1996 年　Institut fuer Abfall- und Abwasserwirtschaft GmbH客員研究員

1998 年　鹿島建設㈱技術研究所

2003 年　博士（工学） 

吸着式ヒートポンプ、エネルギーシステム評価、一般廃棄物処理評価、建設廃棄物処理評価、リサイクルに

よる微量成分拡散、CDM/JI を対象とした処分場ガス発生量予測等のプロジェクトに従事

【主要著書・論文】　

1. リサイクル工学　共著 ､エネルギー資源学会 ､1996 年 8月
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2. 環境ハンドブック　共著 ､社団法人産業環境管理協会 ､2002 年 10月

3. 廃棄物マネージメントを支援する建築・都市システムの構築１～５　空気調和・衛生工学会論文集

4. 都市ごみ管理と自治体経営に関する日独比較研究　共著、H14 ～ H16 年度科学研究費補助金研究成果

報告書、2005 年 3月

5. STUDY OF RESOURCE SUSTAINABILITY ASSESSMENT FOR BUILDING Part 3. Environmental 

Assessment for Demolition and Waste Treatment Processes　SB05、2005 年 9月

【略歴】

2000 年 4月～ 2003 年 3月 早稲田大学理工学部・助手

2003 年 4月～ 2004 年 9月 独立行政法人建築研究所・客員研究員

2003 年 4月～ 2005 年 3月 早稲田大学理工学総合研究センター・客員講師

2005 年 4月～ 2006 年 3月 早稲田大学理工学総合研究センター・客員研究員

2005 年 10月～現在 北九州市立大学国際環境工学部 EA

2006 年 4月～現在 早稲田大学理工学総合研究センター・客員講師

【主要著書・論文】

1. 都市環境学（共著）、都市環境教材編集委員会編、森北出版社、2003 年 5月

2. 風と日本の街づくり東京の風 -100 年間で 1.7 ～ 2.6℃高温化し、地球温暖化比 3～ 5倍のスピードで

進んでいるメトロポリス (PDF)、BIO-City no. 27、2004 年

3. Study on Distributed Generators Arrangement in Urban Area using GIS － Case Study in Tokyo’ s 23 

wards, Japan, Journal of Asian Architecture and Building Engineering vo2.1, no.1, 2003.3

4. Numerical analysis about urban climate change by urbanization in Shanghai, 2002.11, Architectural 

Institute of Japan, Journal of Asian Architecture and Building Engineering vol.1, no.2, 2002.11

5. 数値シミュレーションに基づく東京都心部の建物排熱への対応によるヒートアイランド緩和効果に関す

る考察、2002 年 10月、日本都市計画学会、日本都市計画学会都市計画論文集　第 37号

6. 東京都区部の地域における大気環境の影響要因に関する研究、2000 年 11 月、日本建築学会、日本建

築学会、日本建築学会計画系論文集 第 537 号 

7. 土地利用図を用いた都市の熱環境評価手法に関する研究―巨大都市の 50km 圏におけるケーススタ

ディ、2000 年 4月、日本建築学会、日本建築学会計画系論文集 第 530 号

8. 地理情報を用いた地域の熱環境評価システムに関する研究、1999 年 4月、日本建築学会、日本建築学

会計画系論文集 第 518 号
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【現職】

東京大学・大学院総合文化研究科・教授（地域研究・開発経済）

【略歴】

1989 年 東京大学大学院修了（経済学博士），国際大学助手，

1991 年 北海道大学助教授，

1993 年 東京大学助教授，

2001 年 東京大学教授（現在に至る）

【著書】

1. 『スラムの経済学』（単著，東京大学出版会 1991 年），『開発と貧困』（共著，アジア経済研究所　1998 年）

2. 『アジアの大都市：マニラ』（共編著，日本評論社　2001 年），Metro Manila: In Search of a 

Sustainable Future: Impact Analysis of Metropolitan Policies for Development and Environmental 

Conservation（共著，University of the Philippines Press　2002 年）

3. 「メトロマニラへのコンポスト型トイレによる有機物オンサイト処理の導入の可能性について」『環境シ

ステム』第 30巻（牛島健他と共著 2002 年）

4. 「地域社会と人間の安全保障：マニラ貧困層におけるコミュニティの出現」『ワールドトレンド』124 号

（アジア経済研究所　2006 年），『新・世界地理：東南アジア』（共著，朝倉書店　近刊）

埼玉大学経済学部社会環境設計学科教授（環境政策）

神奈川県立湘南高校卒、早稲田大学理工学部（建築）卒、同修士、工学博士

（財）計量計画研究所都市計画研究室、環境資源研究室主任研究員、ＩＩＡＳＡ（国際応用システム研究所、

在ウイーン）客員研究員、Harvard 大学（在ボストン）客員研究員、地球環境産業技術研究機構主任研究員（兼

務）、大阪大学先端科学技術共同研究センター客員教授（兼務）を歴任後現職

代表的著書に、「地球の限界」（共著 1999 水谷広編 日科技連出版社）、「酸性雨－地球環境の行方」（共著 

1997 中央法規）、「温室効果ガスの排出実態と削減可能性」（「産業公害」1992.4 Vol28 No4 優秀論文賞）、

「Energy Consumption in Residential House and Emissions Inventory　of GHGs, Air Pollutants in China」（共

著 JAABE Vol.2 No.1 2003）、「都市環境学」（共著 森北出版 2003）

北九州市立大学国際環境工学部環境空間デザイン学科 助教授（地域エネルギー、都市ライフライン計画科

目担当）、早稲田大学理工学総合研究センター 客員助教授（大学院研究指導、アジア都市環境研究）、ＳＧ

ＲＡ「環境とエネルギー」研究チームチーフ。

上海同済大学機械学科卒業、杭州浙江大学大学院修士（建築環境学専攻）、早稲田大学大学院理工学研究科

博士（都市環境専攻）、杭州浙江大学建築学科専任講師、早稲田大学理工学総合研究センター講師、日本学

術振興財団未来開拓学術研究推進事業特別研究員（兼任）を経て現職。
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あとがき
高　偉俊

ＳＧＲＡ「環境とエネルギー」研究チームチーフ

北九州市立大学国際環境工学部環境空間デザイン学科助教授

時は平成 18年 7月 22 日、日本全国で大雨が降り続く中、軽井沢は晴れ！という日に鹿島建設軽井沢研修

センター会議室にて、第 24回ＳＧＲＡ（関口グローバル研究会）フォーラムが開催された。

総合司会のＳＧＲＡ研究員全振煥氏（鹿島技術研究所主任研究員）が開会を宣言し、ＳＧＲＡ代表の今西淳

子氏から開会の挨拶があり、フォーラム開催の趣旨について説明があった。地球温暖化、異常気象、砂漠化、

廃棄物処理等々、環境問題は、人類が地球規模で取り組むべき課題となった。その中で最も身近な問題であ

るごみ処理は正しく行われているかどうか、また、日本から中国を含むアジア諸国・地域への再生資源 ( 廃

棄資源 ) 輸出が拡大しているが、国際間移動の現状はどうなっているのか。各国の法制度や施策の実情はど

うなっているのか。何が問題か、今後どうすれば良いか、国際協調は可能か、等々検討するため、このフォー

ラムを開催することにした。ごみという身近な問題を一緒に考えたい。

フォーラムの前半では、4人の講師を迎え、それぞれ専門分野について講演を頂いた。また後半のパネルディ

スカッションでは、4人の講師を含む 5人の先生により熱い討論が行われた。

最初に、「廃棄資源の国際間移動の現状と今後：アジアを中心として」を題とし、エックス都市研究所取締

役鈴木進一氏が、日本の廃棄物資源の循環利用の取組みを紹介しながら、リサイクル資源の国際間の移動の

背景や状況について詳細なデータを用いて紹介した。日本とアジア諸国との国際資源移動のイメージを模索

し、さらに具体化的な対策について提案を行った。廃棄物資源の循環利用の取組みに各国相互の理解や協力

が不可欠だと結論付け、地球市民を目指すＳＧＲＡ会員にそれらの取組みへの協力を要請した。

次に、「ＥＵの再生資源とリサイクル：ドイツを中心として」を題とし、鹿島技術研究所上席研究員間宮尚

氏から、自身の留学体験から、環境先進国であるドイツの廃棄物処理の政策、法律について紹介し、ごみ処

理について日本とドイツの相違点を明らかにした。ドイツでは積極的にリサイクル行為にインセンティブを

与えて、廃棄物のマネージメントを最優先に考える。また、廃棄物処理は税金ではなく、手数料を通して解

決する手段をとっており、日本にとって、大いに参考になると力説した。

３番目の講演では、「アジアにおける家電リサイクル活動に関する調査報告」を題とし、ＳＧＲＡ研究員の

李海峰氏（北九州市立大学）が台湾、韓国、中国を中心としたアジア諸国における家電リサイクルの取組み

を紹介し、各国の家電リサイクル法の相違及び国際資源循環の背景及び問題点を指摘し、豊富な写真から中

国における家電製品リサイクルの流れ、問題点を述べた。またアジア、特に中国における家電リサイクルの

実践について、回収ネットワークの整備、リサイクル費用の負担及び適正処理技術の開発等に多くの問題が
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存在していることを明らかにした。

最後に、「廃棄物問題と都市の貧困：マニラ貧困層のコミュニティ資源の活用」を題とし、東京大学総合文

化研究科教授の中西徹氏が、「幸せとは何か」の問いから貧困が環境にもたらす問題、また環境が貧困に与

える影響を述べ、被害者として環境劣化が貧困を激化させるが、同時に、不法投棄など、環境問題への加害

者となっている面もあり、環境保全と貧困緩和の両立を目指すための事例を提案した。また循環システムの

構築をするために、コミュニティ資源を活用するのが先決で、コミュニティのネットワークにより、生ごみ

回収の効率化や協力体制もできるのではないかと提案された。資源循環社会構築による貧困層の改善に期待

したい。

夕食を挟んで、午後7:30 時、４人の講師に埼玉大学教授外岡豊氏を交えて、パネルディスカッションが始まった。

まず、司会のＳＧＲＡ研究員の高偉俊氏（北九州市立大学助教授）が、以下のように共通認識をまとめた。

①ゴミは資源であると同時に、不純物や有害物等を含む混合物でもある。だから無害化と資源化という矛盾

を同時に扱わなければならない。②資源循環が国境を越えていく。有価物、例えば、古紙等が既に商業ベー

スに乗って国際間で売買されている。処理費用の削減を求めるために、先進国から途上国に安い処理場や工

場を探し、ゴミが国境を越える。また、無責任な処分企業が有害物の最終処分を途上国に転嫁させる例もある。

このような問題へは、個人レベル、国レベル、国際レベルで総合的に対処していかなければならない。ゴミ

問題の決め手は、基本的には我々消費者であり、物を長く使っていくことが先決である。国レベルでは法整

備を含め、経済性のある資源循環社会の構築に力を入れる必要がある。また、廃棄物資源の循環が国際化し

ている以上、国家間の信頼関係、ビジネスとしてのWin-Win 関係、そして先進国からの技術供与や支援が

求められる。

パネルディスカッションでは、最初にパネリストで埼玉大学教授の外岡豊氏が４人の講師の講演に対し感想

を述べ、その意義を総括した。共通して現場を深く理解し問題の解決に向けた意識を持った研究であり、こ

のような試みが社会の新しい状況に対応した問題解決への基礎になる。地球全体が１つの生命体であるとい

うラブロックのガイア仮説になぞれば、人類社会全体が１つの生命のようなものであり、この国境を越えた

リサイクルとゴミ問題に対処するシステムを構築する試みは、社会が柔軟に対応できる能力を備え、人類社

会に命を吹き込む重要な営みである。アジア各国の様々な違いを融合させて国境を越えた新しい解決策を打

ち立てるためにＳＧＲＡの活動は重要な意義がある。

「自国のゴミは自国で処理すべきと思うか」との問いに対して、参加者の間では賛成４０％に対して反対

６０％との結果が出た。原則としては自分が発生（製造）したものは自分で処理すべきではあるとしても、

私にとってはゴミかもしれないが、別の人に対して資源になる場合もあり得るので、グローバルになった今

日には国境を越えた廃棄資源移動を止めることができないとパネリストたちは共通的に認識している。しか

し「途上国はゴミ箱ではない！」・・・公害輸出等の悪いケースもあり、廃棄物資源の中に有害物も含まれ

るという現実から、製造者（生産者）責任でそれらの問題を真剣に取り込むべきであり、情報公開や処理技

術供与等の基本モラルが必要であると指摘された。
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国際的な廃棄物資源循環モデルを構築するために、①排出側と受入れ側での責任体制の確立；②双方の

Win-Win となるビジネスモデルの構築；③情報公開等による事業の透明性の確保；④国民の間の信頼関係

の構築；⑤そして双方の協力体制の確立等を早急に取り込むことが必要だとパネルディスカッションは結ば

れた。ＳＧＲＡ会員はこのような環境作りに大いに活躍することができるではないかと期待され、1時間半

のパネルディスカッションに終止符を打った。

最後にＳＧＲＡ運営委員長の嶋津忠廣氏がフォーラムをまとめ、閉会の辞を述べた。





ⓒ 


